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はじめに

少子高齢化の進展による本格的な人口減少社会を迎える中、平成30年度から、宮崎市では、中長期的

なまちづくりの指針となる「第五次宮崎市総合計画前期基本計画」がスタートしました。

本計画では、「未来を創造する太陽都市『みやざき』」の実現に向けて、「市域の均衡ある発展と地域の

特性を生かした協働のまちづくり」「災害に強いまちづくり」「豊かな地域社会を築く地方創生の実現」

の3本柱を「まちづくりの基本的な考え方」として位置づけ、戦略的に各種施策を展開しております。

このような中、少子・高齢化の進行、地域コミュニティの意識の低下、災害時における地域の支え合

いなど福祉を取り巻く環境は大きく変わり、福祉のニーズは、ますます複雑・多様化する状況にありま

す。そこで、福祉部及び子ども未来部各課では、今年度、次のとおり取り組んでまいります。

福 祉 部

福祉総務課

令和元年度からスタートした福祉分野の最上位計画である第四次宮崎市地域福祉計画の基本理念「と

もに支え合い、安心して暮らせる福祉のまちづくり」に基づき、地域福祉の推進に取り組んでいます。

また、災害時における要配慮者の支援体制の充実を図るため、平成27年3月に制定した「宮崎市避難

行動要支援者名簿に関する条例」に基づき、名簿に登載された災害時の避難行動において支援を必要と

する要支援者に対して地域への名簿情報の提供について同意の確認を行い、自治会や民生委員・児童委

員などの避難支援等関係者に同意者の名簿情報を提供することで、地域における避難支援体制の充実を

進めます。

障がい福祉課

令和5年3月に「障がいのある人もない人も共に支え合い、安心して暮らし、社会に参加できるまち

づくり」を基本理念とする「第4期 宮崎市障がい者計画」を策定し、共生社会の実現を目指しつつ、災

害などへの不安のない暮らしを前提に、教育・就労・余暇など障がい者一人ひとりの意思を踏まえた社

会参加の実現を目指します。また、令和5年度における数値目標の設定や、今後の障がい福祉サービス

等の見込み量等を定めた「第6期宮崎市障がい福祉計画（第2期宮崎市障がい児福祉計画）」に基づき、

障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制が総合的かつ計画的に整備されるよう、

その実現に向けた取組を進めます。

さらに、令和3年6月に公布された改正障害者差別解消法に伴い、本法に関する啓発の実施や合理的

配慮の提供に向けた全庁的な研修等の取組及び市内事業者を対象にした啓発活動を積極的に進めます。

令和５年度版「みやざき市の福祉」の作成にあたって



地域包括ケア推進課

第8期宮崎市介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）、第9次宮崎市高齢者福祉計画（令和3

年度～令和5年度）に基づき、すべての高齢者が住みなれた地域の中で安心して暮らせるよう、引き続

き各種施策に取り組みます。

地域包括ケアシステムの推進にあたっては、「切れ目のない在宅支援の充実」と「地域に根ざす自立支

援の実現」を政策目標として掲げ、①自立した生活を継続するための「介護予防」「重度化防止」による

自立支援の推進、②介護保険制度を将来にわたって継続するための「給付の適正化」の推進、③高齢者

の生活を支えるための地域自治区を基本としたサービス体制の整備、④地域でいきいきと活動的に暮ら

すための生きがいづくり活動の推進を4つの重点課題とし、各種施策に取り組んでいきます。

介護保険課

第8期宮崎市介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）に基づき、団塊の世代が後期高齢者とな

る2025年及び2040年を見据えて、すべての高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう、引

き続き各種施策に取り組みます。

介護保険サービスの給付費は、介護需要の高まりに伴い年々増大しており、今後も介護サービスを必

要とする高齢者の増加が見込まれるため、高齢者福祉に係る給付費の増大が懸念されます。将来にわた

って介護保険制度を安定的に維持していくために、給付内容の点検等による適正化に取り組みます。

また、住み慣れた地域で暮らしたいという市民の希望を実現するため、高齢者が地域で適切なサービ

スを受けられるように、第7期に引続き、地域自治区ごとに介護需要に応じた介護サービス事業所の整

備を進めていきます。

社会福祉第一・第二課

被保護世帯数、被保護人員及び保護率は、平成29年以降、それまでの長期にわたる増加傾向から微減

傾向となり、令和5年4月1日現在、被保護世帯数が6,664世帯、被保護人員が8,147人、保護率2.05％

となっています。

世帯類型別では、令和5年4月1日現在、「高齢者世帯」が全体の57.5％を占めており、高齢化の進

展により今後も増加すると考えられます。また、稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」も12.6％を

占め、各世帯が抱える問題も多様化しています。

こうした状況の中、世帯の自立助長を推し進めていくために、計画的な訪問活動を徹底し、世帯の状

況に応じた援助を実施します。また、生活困窮世帯も対象にした就労支援事業や子どもの居場所づくり

事業、生活困窮者を対象とした自立相談支援事業や住居確保給付金支給事業等を実施するとともに、健

康支援の面でも、専任の保健師によるきめ細かな健康管理支援を継続して実施していきます。



指導監査課

令和3年度に指導監査体制の強化を図るため、福祉総務課内に「指導監査室」を新設し、それまで福

祉総務課、障がい福祉課、介護保険課で実施していた社会福祉法人、施設等に対する指導監査業務を集

約しました。また、令和4年度から、新たに長寿支援課、社会福祉第一課が所管していた高齢者施設、

保護施設の指導監査業務を集約するとともに、不正行為を行う施設等に対する更なる指導監査の強化を

図るため、「指導監査課」を新設しました。

関係法令等に基づき適切な指導監査を実施するとともに、悪質な事案等につきましては、厳正な指導

監査を実施し、不正行為の防止に努めます。

子 ど も 未 来 部

子育て支援課

地域における子育て支援を推進するため、地域子育て支援センターの充実や、地域住民が子育てを支

援するファミリー・サポート・センター事業の運営を行うほか、児童館・児童センターの運営や子ども

食堂の開設・運営支援など、子どもの居場所づくりに努めるとともに、令和3年3月に設置した「子ど

もの未来応援基金」を活用し、子どもの貧困対策活動等に取り組む団体への支援を行っています。

また、母子家庭及び父子家庭等に対する経済支援や就職に有利な資格の取得支援、ひとり親世帯等の

子どもを対象としたボランティアによる学習塾形式での学習支援を行うとともに、女性相談室において、

女性の抱える様々な問題や悩みの相談に対応します。

さらに、将来世代への投資という観点から少子化対策を推進するため、パートナーとの出会いを支援してい

ます。

子ども家庭支援課

母子保健法及び児童福祉法の規定に基づき、妊産期から子育て期における心身の健康保持や子どもの

健やかな育ちを支えるため、保健師や社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職が、妊産婦、子育て世帯、

子どもの相談支援を担い、必要に応じて関係機関と連携を図りながら、抱えている悩みや課題の解決に

努めます。また、児童虐待の防止を図るため、専門的支援を必要とする家庭を訪問するなどして、在宅

での養育を支援します。

さらに、市内2か所の産前産後サポート室（子育て世代包括支援センター）に母子保健コーディネー

ターを配置し、親子健康手帳の交付から子育て情報の提供など、妊娠期から子育て期にわたる切れ目な

い支援を実施していきます。



保育幼稚園課

第二期子ども・子育て支援プラン（令和2年度～令和6年度）に基づき、安心して子育てできる幼児

教育・保育サービスの提供に取組みます。

保護者の多様なニーズに対応するため、一時預かり事業や延長保育事業、病児保育事業などの実施を

促進し、きめ細かな保育サービスの充実を図ります。

さらに、教育・保育に従事する者の専門性の向上を図るため、関係機関との連携による研修会のほか、

保育士等への各種補助制度や就職説明会等を実施し、人材の確保と定着に努めます。

また、引き続き、子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、児童手当等の支給を行います。

親子保健課

母子保健法及び児童福祉法の規定に基づき、乳幼児等の健康の保持増進と健全育成を図るため、健康

診査、各種教室等を、子ども家庭支援課や地域保健課と連携をとりながら実施します。

また、乳幼児等を対象に、予防接種法に基づく定期予防接種や、任意の予防接種に対する助成を行う

ことで、感染の恐れのある疾病の発生及び蔓延を予防するとともに、発症時における重症化を予防しま

す。

さらに、保護者の医療費の負担軽減等を図ることを目的として、子ども医療費助成をはじめ低出生体

重児の養育医療や小児慢性特定疾病児等の医療費助成等を行います。

そのほか、障がいの早期発見・早期療育及び障がい児（者）の在宅生活を支援する療育の拠点施設と

して、「宮崎市総合発達支援センター（指定管理者：社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団）」の運営を行

っています。
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1．沿　　革

　　宮崎市は、大正13年4月1日に宮崎郡宮崎町・大淀町および大宮村の配置分合を行い、市制を施行

　しました。当時は、面積45.15㎞
2
、人口42,920人の田園都市でした。

　　その後、市の発展とともに、昭和7年4月に檍村を、昭和18年4月に赤江町を、また現行地方自治

　法施行後の昭和26年3月に瓜生野・木花・青島・倉岡の4村を編入合併しました。さらに町村合併促

　進法施行後の昭和32年10月に住吉村を、昭和38年4月に生目村を編入合併し、平成10年4月1日からは

　中核市へ移行しました。平成の大合併では、平成18年1月に近隣の佐土原・田野・高岡の3町を編入

　合併し、更に平成22年3月に清武町を編入合併したことで、人口約40万人、面積643.54k㎡の新宮崎

　　本市は「太陽と緑」に象徴され、南北に約36㎞にわたる海岸線を有し、太平洋に沿って流れる黒

　潮によって温暖な気候風土に恵まれています。美しい松の大樹海の一ツ葉海浜をはじめ、亜熱帯植

　物の繁茂する青島の国定公園日南海岸につらなる風光はまさに南国的色彩に富んでいます。

　また、昭和63年に国のリゾート法適用第1号の承認を受けた｢宮崎・日南海岸リゾート構想」にもと

　づき、ホスピタリティ豊かな国際リゾート都市を目指すほか、近年では、生目の杜運動公園を核と

　して「スポーツランドみやざき」の実現に積極的に取り組んでいます。

　　平成30年度からは、『未来を創造する太陽都市「みやざき」』を将来像に、第五次宮崎市総合計

　画を策定し、地域の多様な主体が持つ知恵やノウハウを共有し、新たな価値を共に見出す「共創」

　の考え方に基づき、地域の特性や住民ニーズにあった取組により、多様で自律性の高いまちづくり

　を推進していきます。

2．位置及び地勢

　　宮崎市は、九州の南東部の太平洋岸に位置しており、地形は北部から西部にかけて丘陵地が連な

　り、南部は鰐塚山系・双石山系の山地で占められます。市内の北端には一ツ瀬川が、中央部には大

　淀川・清武川・加江田川などが東流し、広大な宮崎平野を形成して日向灘に注いでいます。

　　東部の海岸は白砂青松の砂浜が続き、市南部に位置する青島以南は山地が海岸まで迫り、複雑な

　海岸線を呈しています。

　位　　置

東経 ° 30 ′ 21 ″

° 11 ′ 21 ″

北緯 ° 03 ′ 57 ″

° 43 ′ 16 ″

㎞

㎞

市　　　勢

　市として新たなスタートを切り、平成26年4月1日で市制90周年の節目を迎えました。

方　　向 地　　　点 経緯・緯度

極　　東 佐土原町下富田 131

極　　西 高岡町内山西和石 〃 131

極　　北 佐土原町上田島巨田 32

極　　南 大字内海 〃 31

東　　西 29.9

南　　北 38.3
距　　離
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3．市域の変遷

大正 13. 4. 1 45.15 45.15

昭和  7. 4.20 16.04 61.19

18. 4. 1 26.38 87.57

26. 3.25 17.94 105.51

〃 11.51 117.02

〃 64.86 181.88

〃 42.11 223.99

29.11. 1 境 界 変 更 ( 清 武 町 へ ) 　△  0.05 223.94

30.10. 1 0.10 224.04

32.10. 1 27.54 251.58

35.10. 1 0.17 251.75

38. 4. 1 34.16 285.91

40.10. 1 0.03 285.94

48.10. 1 公有水面埋立 ( 大 字 内 海 ) 0.02 285.96

51. 5. 1 境 界 変 更 ( 国 富 町 へ ) 　△  0.04 285.92

52. 3. 1 〃 〃 　△  0.03 285.89

54.10.26 公有水面埋立 ( 大 字 田 吉 ) 0.01 285.90

62. 7.30 境 界 変 更 ( 高 岡 町 よ り ) 0.01 285.91

63.10. 1 0.36 286.27

平成 元. 2.21 公有水面埋立 ( 大 字 内 海 ) 0.01 286.28

元. 5. 1 修 正 ( 木 花 支 所 ) 0.03 286.31

 3. 1.18 公有水面埋立 ( 宮 崎 港 ) 0.10 286.41

 4. 3.17 〃 ( 高 洲 町 ) 0.18 286.59

 8.10.31 〃 ( 港 東 3 丁 目 ) 0.02 286.61

10. 3.16 〃 ( 港 東 3 丁 目 ) 0.06 286.67

10.11.12 〃 ( 新 別 府 町 字 前 浜 ) 0.12 286.79

11. 4. 9 〃 ( 港 東 3 丁 目 ) 0.16 286.95

11. 7.29 〃 ( 大 字 内 海 ) 0.00 286.96

12.11. 2 〃 ( 阿 波 岐 原 町 字 前 浜 ) 0.02 286.98

13. 7.23 〃 ( 阿 波 岐 原 町 字 前 浜 ) 0.01 286.99

〃 〃 ( 新 別 府 町 字 前 浜 ) 0.00 286.99

 14. 2.25 境 界 変 更 ( 高 岡 町 よ り ) 0.00 286.99

 14. 3. 4 〃 ( 清 武 町 よ り ) 0.00 286.99

15. 7.31 公有水面埋立 ( 港 東 3 丁 目 ) 0.08 287.07

16. 1.15 〃 ( 新 別 府 町 字 前 浜 ) 0.01 287.08

17. 1.13 〃 ( 大 字 加 江 田 ) 0.00 287.08

18. 1. 1 309.71 596.79

22. 3.23 47.81 644.61

26．10.1 △ 0.94 643.67

令和  3. 1. 1 △ 0.13 643.54

（単位：km2）

編入年月日 編　入　町　村　名 編入面積 総面積

市 制 施 行

檍 村

赤 江 町

瓜 生 野 村

倉 岡 村

木 花 村

青 島 村

改 測

住 吉 村

改 測

生 目 村

改 測

改 測

佐土原町、田野町、高岡町編入合併

清 武 町 編 入 合 併

改 測

海 岸 線 の 修 正

※改測、境界修正、及び海岸線の修正は国土地理院による
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4．人口の推移

人口・世帯数の推移 毎年10月１日現在（現住人口）

　

年齢別人口統計

将来推計総人口

区分 人　　　　口

年度 総　数 男 女

平成元 102,693 286,857  135,333  151,524  

 5 110,526 293,590  137,903  155,687  

10 122,177 305,004  143,331  161,673  

11 123,944 306,321  144,062  162,259  

12 123,810 305,755  143,752  162,003  　第17回国勢調査

13 125,321 306,527  143,875  162,652  

14 127,018 307,553  144,331  163,222  

15 129,051 308,852  144,910  163,942  

16 130,941 310,621  145,769  164,852  

17 129,907 310,123  145,263  164,860  
  第18回国勢調査
　平成18年1月1日　1市3町合併

18 152,812 367,829  172,422  195,407  

19 154,905 368,777  172,810  195,927  

20 156,866 369,427  172,959  196,468  

21 158,541 369,706  172,877  196,829  　平成22年3月23日　清武町合併

22 170,136 400,583  187,619  212,964  　第19回国勢調査

23 172,130 401,654  188,012  213,642  

24 173,924 402,436  188,495  213,941  

25 175,585 402,572  188,581  213,991  

26 176,993 402,433  188,634  213,799  

27 175,408 401,138  188,177  212,961  　第20回国勢調査

28 177,059 399,979  187,846  212,133  

29 178,581 399,565  187,654  211,911  

30 179,927 398,841  187,335  211,506  

令和元 181,569 398,307  187,162  211,145  

2 184,237 401,339  189,342  211,997  　第21回国勢調査

3 185,812 400,775  189,070  211,705  

4 187,295 399,476  188,448  211,028  

年次

年齢別

65歳以上 30,866 39,647 48,849 57,434 85,048 100,475 113,692 

40～64歳 93,277 101,228 104,312 106,589 136,747 132,900 133,806 

30～39歳 43,642 40,727 39,946 43,715 55,063 48,275 43,929 

15～29歳 59,359 65,008 62,517 55,051 62,375 56,898 55,744 

 0～14歳 59,265 53,434 49,755 47,106 58,326 56,273 54,168 

計 286,409 300,044 305,379 309,895 397,559 394,821 401,339 

年齢不詳 943 24 376 228 3,024 6,317 －

計 287,352 300,068 305,755 310,123 400,583 401,138 －

年次

分類

全国 127,094,745 122,544,103 115,215,698 106,421,185 

宮崎県 1,104,069 1,023,170 928,034 824,806 

宮崎市 401,138 394,839 378,275 353,770 

　※出典：国立社会保障・人口問題研究所資料『日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）』

世帯数 備　　　　考

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

2015年 2025年 2035年 2045年
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5．令和5年度福祉部及び子ども未来部の組織

（令和5年4月1日現在）

管 理 係

福祉総務課 地 域 福 祉 係

福 祉 防 災 係

市 社 会 福 祉 協 議 会 派 遣

日本赤十字社 宮崎市地区派遣

管 理 係

医 療 福 祉 係

障がい福祉課 認 定 サ ー ビ ス 係

審 査 給 付 係

生 活 支 援 係

介 護 予 防 係
地域包括ケア

推進課 包 括 ケ ア 企 画 係

権 利 擁 護 係

福 祉 サ ー ビ ス 係

保 健 ・ 介 護 予 防 連 携 推 進 室

管 理 係

介 護 サ ー ビ ス 係

福祉部 介護保険課
保 険 料 係

認 定 審 査 係

事 業 所 支 援 係

管 理 係

医 療 介 護 係

社会福祉第一課
自 立 就 労 支 援 係

新 規 相 談 係

保 護 第 一 係

保 護 第 二 係

保 護 第 三 係

保 護 第 四 係

保 護 第 五 係

保 護 第 六 係

社会福祉第二課
保 護 第 七 係

保 護 第 八 係

福祉事務所 保 護 第 九 係

保 護 第 十 係

保 護 第 十 一 係

指 導 監 査 第 一 係

指導監査課
指 導 監 査 第 二 係

子 ど も 政 策 係
子育て支援課

母 子 父 子 支 援 係

市 社 会 福 祉 事 業 団 派 遣

管 理 係

子ども家庭支援課 家 庭 支 援 係

育 児 支 援 係

管 理 係

保 育 入 所 係

施 設 給 付 係

子ども未来部 保育幼稚園課 認 可 指 導 係

児 童 給 付 係

保 育 所 （ ４ 施 設 ）

幼 稚 園 （ １ 施 設 ）

医 療 給 付 係

親子保健課
幼 児 健 康 診 査 係

合計　2部 11課 46係 1室 4保育所 1幼稚園　
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6．福祉部及び子ども未来部の事務分掌 （令和5年4月1日現在）

福祉部
課名 係名 分　　掌　　事　　務 　 課名 係名 分　　掌　　事　　務

・福祉の総合企画及び総合調整に関すること。 　 ・障がい福祉サービス等に関すること。

・部内事務の連絡調整に関すること。 　 ・障がい児通所支援に関すること。

・小規模災害見舞金に関すること。 　 ・障がい支援区分認定審査会に関すること。

・特別給付金、特別弔慰金に関すること。 　 ・障がい支援区分の認定調査に関すること。

・所管施設（福祉センター・生きがい支援施設） 　 ・障がい者自立支援給付費、障がい児通所給付費、

　の管理業務に関すること。 　 　地域生活支援給付費に関すること。

・宮崎特攻基地慰霊祭に関すること。 　 ・障がい福祉サービス等事業所指定及び支援に関

・平和の資料継承事業に関すること。 　 　すること。

・厚生労働省統計調査に関すること。 　

・社会福祉法人設立審査会及び社会福祉施設整備 　 ・基幹相談支援・虐待防止センター事業に関すること。

　審査会に関すること。 　 ・地域生活支援事業に関すること。

・宮崎市社会福祉大会に関すること。 　 ・自立支援協議会に関すること。

・社会福祉審議会に関すること。 　 ・補装具に関すること。

・みやざき健康ふくしまつりに関すること。 　 ・福祉有償運送運営協議会に関すること。

・成年後見制度に関すること。 　 ・障がい者相談室の業務に関すること。

・日本赤十字社支援に関すること。 　

・献血に関すること。 　

・課内予算の編成、執行及び決算に関すること。 課名 係名 分　　掌　　事　　務

・部内の他課及び課内の他係に属さないこと。 ・介護予防事業に関すること。

・地域福祉計画に関すること。 ・介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

・民生委員・児童委員に関すること。 ・課内の庶務及び課内の他係に属さないこと。

・地区社会福祉協議会に関すること。

・総合福祉相談・見守りネット台帳に関すること。 ・介護保険事業計画等に関すること。

・孤立死防止対策に関すること。 ・地域包括ケアシステム構築に関すること。

・更生保護に関すること。 　 ・生活支援体制整備等事業に関すること。

・再犯の防止等に関すること。 ・地域包括支援センターの運営に関すること。

・敬老祝金支給事業に関すること。 　 ・認知症に係る対策及び支援に関すること。

・敬老バス事業に関すること。 　 ・高齢者の権利擁護に関すること。

・百歳長寿祝品贈呈事業に関すること。 　

・要配慮者避難支援プランに関すること。 　 ・高齢者の生活支援に関すること。

・要配慮者防災行動マニュアルに関すること。 　 ・老人福祉施設の設置、許認可等に関すること。

・福祉避難所に関すること。 　 ・老人福祉施設等の入所措置等に関すること。

・個別避難計画に関すること。 　

・被災者生活再建支援、災害見舞金等（火災を除 　 ・自立支援型地域ケア会議に関すること。

　く）に関すること。 　 ・在宅医療介護連携推進事業に関すること。

・保健事業と介護予防の一体的実施事業の準備に

　関すること。

課名 係名 分　　掌　　事　　務

・障がい者施策推進協議会に関すること。 　

・障がい者計画に関すること。 　

・障がい福祉計画に関すること。 　 課名 係名 分　　掌　　事　　務

・障がい者の虐待防止に関すること。 　 ・予算編成及び決算、執行管理に関すること。

・障がい者の差別解消に関すること。 　 ・課内の庶務及び課内の他係に属さないこと。

・障がい者体育センターの運営に関すること。 　

・予算の編成及び決算並びに執行管理に関するこ 　

　と。 　 ・受給者管理に関すること。

・課内の庶務及び課内の他係に属さないこと。 　 ・給付実績の管理及び適正化に関すること。

　 ・その他介護サービスに関すること。

・身体障がい者手帳に関すること。 　

・療育手帳に関すること。

・精神障がい者保健福祉手帳に関すること。 ・被保険者の資格管理に関すること。

・重度心身障がい者医療費助成事業に関すること。 ・介護保険料の賦課徴収に関すること。

・自立支援医療（更生医療、精神通院医療）に関

　すること。 ・要介護認定及び要支援認定の審査に関すること。

・心身障がい者扶養共済事業に関すること。 ・介護認定審査会に関すること。

・各種手当及び介護金に関すること。 ・認定調査に関すること。

・公共料金、運賃の割引及び税の減免に関すること。

・社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会に ・介護サービス事業者の指定に関すること。

　関すること。 ・有料老人ホーム等の届出や支援に関すること。

・窓口受付等事務に関すること。 ・社会福祉法人の設立認可等に関すること。

・ケアプラン指導・研修に関すること。
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課名 係名 分　　掌　　事　　務 課名 係名 分　　掌　　事　　務

・生活保護法による保護金品の支給に関すること。 ・社会福祉施設の指導監査に関すること。

・中国残留邦人等の支援金品の支給に関すること。 ・障がい福祉サービス事業所等の指導監査に関す

・社会福祉法人の設立認可等に関すること。 　ること。

　（他課の所管を除く） ・介護サービス事業所の指導監査に関すること。

・社会福祉第一・第二課の庶務及び両課内の他の ・有料老人ホーム等の立入調査に関すること。

　係に属さないこと。 ・課内の庶務及び課内の他係に属さないこと。

・行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 ・社会福祉法人の指導監査に関すること。

・生活保護法等による医療・介護機関等の指定に ・社会福祉施設の指導監査に関すること。

　関すること。 ・指導監査会議に関すること。

・生活保護法による指定医療・介護機関等の指導 ・社会福祉法人、社会福祉施設等からの相談に関

　監査に関すること。 　すること。

・医療券及び介護券の発行に関すること。

・中国残留邦人等の医療券及び介護券の発行に関

　すること。

・健康支援に関すること。

・生活保護法による保護の面接相談及び申請に関

　すること。

・年金受給権調査・相談に関すること。

・生活保護法に基づく就労支援事業に関すること。

・生活困窮者自立支援法に基づく自立支援事業に

　関すること。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・中国残留邦人等の自立支援に関すること。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　ること。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　ること。

課名 係名 分　　掌　　事　　務

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

・生活保護法による保護の決定及び実施に関する

　こと。

指
導
監
査
第
一
係

指
導
監
査
第
二
係

新　

規

相
談
係

自
立
就
労

支
援
係

保　

護

第
一
係

保　

護

第
二
係

保　

護

第
三
係

保　

護

第
四
係

保　

護

第
五
係

保　

護

第
六
係

保　

護

第
七
係

保　

護

第
八
係

保　

護

第
九
係

保　

護

第
十
係

保　

護

第
十
一
係

社　

会　

福　

祉　

第　

一　

課

管　

理　

係
指
導
監
査
課

医
療
介
護
係

社　

会　

福　

祉　

第　

二　

課
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子ども未来部
課名 係名 分　　掌　　事　　務 　 課名 係名 分　　掌　　事　　務

・少子化対策に係る施策の総合調整に関するこ ・こども家庭センターの設置に関すること。

　と。 ・児童相談所の設置検討に関すること。

・結婚支援に関すること。 ・要保護児童対策地域協議会調整機関事務に関すること。

 ・子育て短期支援事業に関すること。

・宮崎市子ども・子育て支援プランに関するこ  ・支援対象児童等見守り強化事業に関すること。

　と。 ・在宅支援ニーズ把握事業に関すること。

・子ども・子育て会議に関すること。  ・乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認

・社会福祉審議会児童福祉専門分科会に関する  　調査に関すること。

　こと。  ・ヤングケアラーの支援に関すること。

・子どもの貧困対策に関すること。 ・子どもの人権に関すること。

・子ども・子育て支援交付金に関すること。  ・課内の庶務に関すること。

・子どもの未来応援基金に関すること。  ・子ども総合相談に関すること。

・子どもの第三の居場所の運営に関すること。 ・特定妊婦に関すること。

・児童館、児童センター、くる・くる児童館、  ・養育支援訪問事業に関すること。

　ハロー・キッズルームの運営に関すること。  ・安全確認訪問事業に関すること。

・子ども食堂に関すること。  ・児童虐待防止の啓発に関すること。

・児童プールの運営に関すること。  ・児童相談所からの送致対応に関すること。

・児童福祉週間に関すること。 ・子育て世代包括支援センター（産前産後サポート室）の

・児童遊園等の設置運営に関すること。 　統括に関すること。

・ちびっこ広場整備費補助に関すること。 ・妊娠届、親子健康手帳に関すること。

・地域子育て支援拠点事業に関すること。 ・産婦健康診査事業に関すること。

・ファミリー・サポート・センター事業に関す  ・産前産後サポート事業に関すること。

　ること。 ・多胎妊産婦の支援に関すること。

・子育て情報誌の作成に関すること。 ・産後ケア事業に関すること。

・宮崎市子育てナビに関すること。  ・出産・子育て応援事業に関すること。

・課内の庶務及び他の係に属さないこと。  ・乳児家庭全戸訪問事業に関すること。

・妊産婦新生児訪問事業に関すること。

・母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福  ・乳幼児健康診査に関すること。

　祉資金に関すること。  ・母子保健・地域子育て情報配信事業に関すること。

・母子・父子福祉団体に関すること。  ・母子保健支援体制連絡会に関すること。

・母子生活支援施設広域入所及び助産施設に関  

　すること。  

・母子家庭等自立支援給付金に関すること。  

・女性相談に関すること。

・児童扶養手当に関すること。  

・ひとり親家庭医療費助成に関すること。  

・寡婦医療費助成に関すること。  

・その他母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関す  

　ること。  
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子ども未来部
　

課名 係名 分　　掌　　事　　務 課名 係名 分　　掌　　事　　務

・予算及び決算に関すること。 ・子ども医療費助成に関すること。

・公立保育所及び幼稚園の運営、維持管理等に関す ・小児慢性特定疾病、養育医療、育成医療の医療費助成に

　ること。    関すること。　

・課内の庶務及び課内の他係に属さないこと。  ・小児慢性特定疾病児童自立支援事業に関すること。

 ・市総合発達支援センター管理運営に関すること。

・支給認定事務に関すること。  ・乳幼児等の予防接種に関すること。

・保育の利用調整に関すること。  ・不妊症等への支援に関すること。

・利用者負担額（保育料）の決定及び変更に関する ・性と妊娠ＳＯＳ相談事業に関すること。

　ること。  ・課内の庶務及び他の係に属さないこと。

・保育料の徴収、滞納整理に関すること。  

・幼児集団健康診査事業に関すること。　　

・保育所等に係る運営費の給付に関すること。  ・乳幼児発達相談事業に関すること。

・施設等利用費の給付に関すること。  ・離乳食教室事業に関すること。

・地域子ども子育て支援事業の実施に関すること。  

・社会福祉法人の設立認可等に関すること。

　（他課の所管に係るものを除く。）

・保育所の設置認可に関すること。

・認定こども園の認可・認定に関すること。  

・教育保育施設の指導監査・監督に関すること。

・私立保育所等の施設整備に関すること。

・認可保育所等の給食に関すること。  

・宮崎市子ども・子育て支援プランに関すること。  

・児童手当に関すること。  

・遺児福祉手当に関すること。  

 

・児童の保育並びに給食に関すること。  

・その他保育全般に関すること。  

 

・幼稚園の運営に関すること。

・幼児の教育に関すること。  
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7．福祉部及び子ども未来部職員配置表

福祉部 （令和5年4月1日現在）（単位：人）

部長 次長 参事 課長
課長
補佐

主幹
副

主幹
係長 所長 主査 主任

副
主任

主任
主事

主任
技師

主事 技師
任期
付

任期
付短
時間

会計年
度任用

計

1 1
課 長 1 1
課 長 補 佐 1 1
管 理 係 1 1 4 1 4 11
地 域 福 祉 係 1 2 2 3 8
福 祉 防 災 係 1 1 1 1 1 5
市 社 会 福 祉 協 議 会 1 1
日本赤十字社　宮崎市地区 1 1

小　　 計 1 1 3 5 8 1 1 8 28
課 長 1 1
管 理 係 1 1 2 2 4 10
医 療 福 祉 係 1 2 4 2 1 6 5 21
認 定 サ ー ビ ス 係 1 4 2 5 2 1 3 18
審 査 給 付 係 1 1 3 2 1 1 9
生 活 支 援 係 1 1 4 4 10

小　　 計 1 1 2 5 2 9 17 7 2 6 17 69
課 長 1 1
介 護 予 防 係 1 2 2 1 1 2 9
包 括 ケ ア 企 画 係 1 2 2 1 6 12
権 利 擁 護 係 1 1 2 1 1 1 7
福 祉 サ ー ビ ス 係 1 1 2 1 1 6
保健・介護予防連携推進室 1 1 4 1 1 8

小　　 計 1 2 2 3 1 10 6 4 3 11 43

課 長 1 1

管 理 係 1 1 1 3

介 護 サ ー ビ ス 係 1 2 1 1 1 4 10

保 険 料 係 1 1 2 3 1 8 16

認 定 審 査 係 2 2 3 5 1 3 8 24

事 業 所 支 援 係 1 1 2 3 1 1 3 12

小　　 計 1 1 3 4 2 9 12 3 7 24 66
課 長 1 1
課 長 補 佐 1 1
管 理 係 1 1 3 1 9 15
医 療 介 護 係 1 1 2 2 4 10
新 規 相 談 係 1 1 1 1 8 12
自 立 就 労 支 援 係 1 2 1 9 13
保 護 第 一 係 1 1 3 1 2 8
保 護 第 二 係 1 1 2 2 1 2 9
保 護 第 三 係 1 1 1 1 2 1 1 8

小　　 計 1 2 6 4 10 11 5 3 35 77
課 長 1 1
課 長 補 佐 2 2
保 護 第 四 係 1 1 4 2 1 9
保 護 第 五 係 1 2 5 1 9
保 護 第 六 係 1 2 4 2 9
保 護 第 七 係 1 1 3 2 1 1 9
保 護 第 八 係 1 1 2 4 8
保 護 第 九 係 1 1 1 4 1 1 9
保 護 第 十 係 1 2 4 1 1 9
保 護 第 十 一 係 1 1 1 3 1 1 8

小　　 計 1 2 5 4 1 11 29 14 2 4 73
課 長 1 1
指 導 監 査 第 一 係 1 2 4 4 11
指 導 監 査 第 二 係 1 2 1 4

小　　 計 1 1 1 2 2 4 1 4 16

1 0 0 7 10 22 22 6 0 56 0 0 87 8 38 0 7 6 103 373

区　　　分

　　　　福   祉   部   長

福祉部計

指
導
監
査
課

福
祉
総
務
課

障
が
い
福
祉
課

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

介
護
保
険
課

社
会
福
祉
第
一
課

社
会
福
祉
第
二
課
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子ども未来部 （令和5年4月1日現在）（単位：人）

部長 次長 参事 課長
課長
補佐

主幹
副

主幹
係長 所長 主査 主任

副
主任

主任
主事

主任
技師

主事 技師
任期
付

任期
付短
時間

会計
年度
任用

計

1 1 

課 長 1 1 

課 長 補 佐 1 1 

少子化対策推進担当 1 1 

子 ど も 政 策 係 1 2 4 15 22 

母 子 父 子 支 援 係 1 2 2 3 32 40 

市社会福祉事業団 1 3 4 

小　　 計 1 3 1 1 2 1 4 6 3 47 69 

課 長 1 1 

課 長 補 佐

管 理 係 1 1 1 7 10 

家 庭 支 援 係 1 3 4 1 1 10 

育 児 支 援 係 1 1 1 1 1 14 19 

小　　 計 1 1 1 1 4 6 1 2 1 1 21 40 

課 長 1 1 

課 長 補 佐 1 1 

管 理 係 1 3 1 2 7 

保 育 入 所 係 1 1 2 3 1 11 19 

施 設 給 付 係 1 1 4 1 3 10 

認 可 指 導 係 1 2 2 1 2 1 9 

児 童 給 付 係 1 1 2 1 7 12 

小 戸 保 育 所 1 2 2 2 3 14 24 

青 島 保 育 所 1 3 2 8 14 

跡 江 保 育 所 1 1 3 1 2 1 5 1 18 33 

福 島 保 育 所 1 1 1 1 3 3 9 19 

清 武 幼 稚 園 1 1 2 4 

小　　 計 1 1 5 3 3 1 13 2 3 13 8 8 12 5 75 153 

課 長 1 1 

医 療 給 付 係 1 3 4 1 1 1 9 20 

幼 児 健 康 診 査 係 1 4 3 12 20 

小　　 計 1 1 1 3 4 5 1 3 1 21 41 

2 0 3 4 4 9 3 5 1 24 2 3 29 14 14 16 7 0 164 304 

3 0 3 11 14 31 25 11 1 80 2 3 116 22 52 16 14 6 267 677 

区　　　分

子 ど も 未 来 部 長

子ども未来部計

福祉部・子ども未来部
職員合計

子
ど
も
家
庭
支
援
課

親
子
保
健
課

子
育
て
支
援
課

保
育
幼
稚
園
課
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予　　　算





福祉部

福祉総務課

【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

福祉総務事務管理費（社会福祉審議会費を含む） 9,540 10,000 4.8％

みやざき健康ふくしまつり補助事業 3,227 3,227 0.0％

宮崎特攻基地慰霊祭補助事業 300 300 0.0％

宮崎県・市町村災害時安心基金支援金事業 850 850 0.0％

小規模災害援護事業 900 900 0.0％

社会福祉統計調査費 1,770 360 －79.7％

宮崎市社会福祉事業団補助事業 52,365 49,890 －4.7％

宮崎市社会福祉協議会補助事業 199,479 208,139 4.3％

地域福祉活動推進補助事業 53,000 52,500 －0.9％

福祉総務施設管理費 5,800 5,000 －13.8％

総合福祉相談補助事業 977 977 0.0％

見守りネット台帳整備補助事業 1,000 1,000 0.0％

宮崎市総合福祉保健センター指定管理料 87,604 87,604 0.0％

宮崎市田野総合福祉館指定管理料 37,195 37,496 0.8％

宮崎市清武総合福祉センター指定管理料 33,169 33,169 0.0％

民生委員活動費 106,000 101,000 －4.7％

宮崎市佐土原地域福祉センター指定管理料 14,440 15,571 7.8％

宮崎市佐土原地域福祉センター等ＥＳＣＯ事業 5,000 0 皆減

被災者生活再建支援事業 15,000 15,000 0.0％

平和の資料継承事業 2,000 1,300 －35.0％

宮崎市総合福祉保健センター等改修事業 289,000 113,000 －60.9％

災害時要配慮者支援体制推進モデル事業 1,300 0 皆減

災害時要配慮者支援事業 0 7,400 皆増

社会福祉総務費計　① 919,916 744,683 －19.0％

成年後見制度利用支援事業 2,200 3,400 54.5％

障がい者自立支援費計　② 2,200 3,400 54.5％

922,116 748,083 －18.9％

1．令和５年度福祉部及び子ども未来部 当初予算
※令和４年度は、例外的に各月補正を経て当初予算が確定したため、肉付け予算である。

科　　目 事　　　業　　　名

社会福祉費　　計　①＋②

障
が
い
者

自
立
支
援
費

福

祉

総

務

課

民

生

費

社

会

福

祉

費
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会

福

祉

総

務

費
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【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

敬老バス事業 270,000 263,280 －2.5％

敬老祝金支給事業 81,000 24,400 －69.9％

百歳長寿祝品贈呈事業 6,300 7,000 11.1％

敬老会支援事業 1,228 0 皆減

金婚祝賀会事業 2,500 2,600 4.0％

老人クラブ活動助成事業 19,200 23,353 21.6％

小規模老人クラブ育成支援事業 1,400 0 皆減

老人福祉センター等指定管理料 53,244 53,365 0.2％

老人福祉センター等事務管理費 4,000 3,700 －7.5％

大塚台地域福祉コミュニティセンター指定管理料 1,702 1,702 0.0％

内海やっこ荘指定管理料 3,535 0 皆減

内海やっこ荘管理運営事業 0 1,274 皆増

高岡老人福祉館「百寿荘」指定管理料 7,924 7,924 0.0％

高齢者移動安全確保事業 2,600 3,400 30.8％

成年後見利用促進事業 1,200 900 －25.0％

老人福祉センター等整備事業 3,000 2,700 －10.0％

北部老人福祉センター指定管理料 17,490 17,490 0.0％

市民後見推進事業 7,000 0 皆減

認知症高齢者等の権利擁護体制整備事業 0 7,000 皆増

老人クラブ活動活性化推進事業 3,173 0 皆減

486,496 420,088 －13.7％

1,408,612 1,168,171 －17.1％

【介護保険特別会計】

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

26,022 30,179 16.0％

科　　目 事　　　業　　　名

老人福祉費計　③

　　　　　合　　　　　　計　　　①＋②＋③

科　　目 事　　　業　　　名

合　　　　　　　計

福

祉

総

務

課

地
域
支
援
事
業
費

包
括
的
支
援
事
業

・
任
意
事
業
費

包
括
的
支
援
事
業

・
任
意
事
業
費

成年後見制度利用支援事業 26,022 30,179 16.0％

福
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総

務

課

民
 
 
生
 
 
費

社
 
 
会
 
 
福
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費

老
 
 
人
 
 
福
 
 
祉
 
 
費

- 24 -



【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

障がい福祉事務管理費 7,300 7,400 1.4％

社会福祉費計　① 7,300 7,400 1.4％

特別障がい者手当等給付事業 255,000 259,000 1.6％

重度障がい者介護金支給事業 14,000 2,500 －82.1％

重度障がい者福祉タクシー料金等助成事業 42,000 39,000 －7.1％

ふれあい福祉体験研修事業 700 0 皆減

障がい者福祉関係大会補助 0 265 皆増

重度心身障がい者医療費助成事業 947,000 930,000 －1.8％

宮崎市障がい者体育センター運営費 3,560 3,620 1.7％

重度身体障がい者福祉電話料金助成事業 47 47 0.0％

視覚障がい者鍼灸マッサージ業支援事業 400 400 0.0％

視覚障害者マラソン宮崎大会開催事業 1,600 1,600 0.0％

腎臓機能障がい者通院費助成事業 4,600 4,400 －4.3％

障がい児通所支援事業 2,200,000 2,360,000 7.3％

福祉機器等リサイクル推進事業 2,410 2,410 0.0％

障がい者差別解消・虐待防止対策事業 880 880 0.0％

障がい者就労事業所魅力アップ応援事業 4,800 4,800 0.0％

宮崎市自立支援協議会活動推進事業 860 750 －12.8％

共生社会ホストタウン推進事業 1,700 0 皆減

障がい福祉サービス等継続支援事業 5,000 7,500 50.0％

障がい福祉窓口業務電子処理化事業 3,961 8,099 104.5％

生活のしづらさなどに関する調査実施事業 600 0 皆減

第４期宮崎市障がい者計画策定事業 4,000 0 皆減

障がい理解啓発事業 0 3,910 皆増

障がい者福祉費計　② 3,493,118 3,629,181 3.9％

障がい者支援施設入所者等へのＰＣＲ検査費用助成事業 477 276 －42.1％

在宅の障がい者へのＰＣＲ検査事業 1,135 651 －42.6％

障がい福祉施設への抗原定性検査キット等配付事業 9,533 5,379 －43.6％

新型コロナウイルス感染症対策費計　③ 11,145 6,306 －43.4％

3,511,563 3,642,887 3.7％

障がい福祉課

科　目 事　　　業　　　名

　　　　　障がい者福祉費　　計　①＋②＋③

社
会
福
祉
費

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
費

障

が

い

福
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生

費
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い
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福

祉

費

障
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い

者

福

祉

費
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（単位：千円）

名課 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

障がい福祉サービス事業 9,150,000 9,750,000 6.6％

更生医療給付事業 930,000 850,000 －8.6％

補装具費支給事業 110,000 110,000 0.0％

自立支援給付費計　④ 10,190,000 10,710,000 5.1％

日常生活用具給付事業 111,000 112,000 0.9％

重度身体障がい者移動支援事業 3,500 3,500 0.0％

地域生活支援給付事業 430,000 440,000 2.3％

福祉バス運行事業 3,800 3,800 0.0％

地域活動支援センターⅠ型事業 25,200 25,200 0.0％

地域活動支援センターⅢ型事業 16,692 16,692 0.0％

福祉ホーム運営支援事業 7,864 8,120 3.3％

身体障がい者自動車運転免許取得改造助成事業 1,200 1,200 0.0％

宮崎市障がい者基幹相談支援・虐待防止センター事業 123,000 129,500 5.3％

重度障がい者住宅改修費助成事業 4,000 5,200 30.0％

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 600 600 0.0％

情報保障・コミュニケーション支援事業 16,383 20,678 26.2％

障がい児等療育支援事業 5,600 6,200 10.7％

重度障がい者等就労・修学支援事業 1,130 4,400 289.4％

依存症関連問題改善活動支援事業 1,350 1,800 33.3％

発達障がい児等早期支援強化事業 0 7,000 皆増

地域生活支援費計　⑤ 751,319 785,890 4.6％

障がい者総合支援福祉サービス事務事業 16,700 16,600 －0.6％

自立支援給付費等審査支払事務委託事業 12,600 13,900 10.3％

障がい福祉サービス等システム改修事業 1,380 1,697 23.0％

医療的ケア児等支援事業 9,200 14,500 57.6％

医療的ケア児在宅レスパイト事業 0 6,000 皆増

障がい者自立支援費計　⑥ 39,880 52,697 32.1％

10,981,199 11,548,587 5.2％

14,492,762 15,191,474 4.8％

科　目 事　　　業　　　名

　　　　　障がい者自立支援費計　④＋⑤＋⑥

合　　　計　①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥

自
立
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援
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い
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自
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支
援
費

障

が

い

福

祉

課

民

生

費

障

が

い

者

自

立

支

援

費

地

域

生

活

支

援

費

- 26 -



地域包括ケア推進課

【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

地域包括ケア推進事務管理費 1,387 0 皆減

シニア介護助手導入促進事業 420 0 皆減

介護職員就業定着促進支援事業 800 600 －25.0％

小　　　　　　　　　計 2,607 600 －77.0％

高齢者虐待等一時保護事業 900 900 0.0％

気づいて防ごう！脳力チェック事業 79 0 皆減

小　　　　　　　　　計 979 900 －8.1％

ふれあい会食補助事業 4,200 3,900 －7.1％

小　　　　　　　　　計 4,200 3,900 －7.1％

生活支援ショートステイ事業 314 314 0.0％

高齢者はり・きゅう・あんま施術助成事業 7,200 0 皆減

小　　　　　　　　　計 7,514 314 －95.8％

生活支援ハウス事業 55,310 55,310 0.0％

老人福祉施設保護措置事業 685,000 685,000 0.0％

軽費老人ホーム事務費補助事業 264,000 264,000 0.0％

養護老人ホーム清流園指定管理料 13,168 13,168 0.0％

老人福祉施設整備利子補給事業 84 11 －86.9％

養護老人ホーム清流園空調設備改修事業 76,000 28,000 －63.2％

小　　　　　　　　　計 1,017,562 1,045,489 2.7％

納骨堂管理事業 197 383 94.4％

高齢者福祉計画等推進協議会運営事業 342 528 54.4％

小　　　　　　　　　計 539 911 69.0％

1,033,401 1,052,114 1.8％

科　　目 事　　　業　　　名

合　　　　　　　　計

社
会
福
祉
総
務
費

介護保険
関連事業

介護保険
関連事業

介護予防
事業

生活支援
事業

その他
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推

進
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民

生

費

社

会

福

祉

費

老
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福

祉

費

施設福祉
サービス

事業
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【介護保険特別会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

地域包括ケア推進事務管理費 6,656 9,727 46.1％

小　　　　　　　　　計 6,656 9,727 46.1％

地域包括支援センター運営事業 653,302 630,000 －3.6％

生活支援体制整備等事業 15,238 22,000 44.4％

認知症カフェ等推進事業 2,400 2,700 12.5％

認知症初期集中支援チーム推進事業 21,800 23,990 10.0％

認知症地域支援推進事業 33,120 32,430 －2.1％

地域ケア会議推進事業 4,279 4,120 －3.7％

在宅医療・介護連携推進事業 21,879 21,842 －0.2％

家族介護者交流事業 1,330 1,330 0.0％

認知症高齢者支援事業 2,770 2,304 －16.8％

高齢者虐待防止推進事業 360 360 0.0％

緊急通報システム事業 7,600 7,021 －7.6％

764,078 748,097 －2.1％

介護予防・生活支援サービス事業 817,274 750,000 －8.2％

栄養ケアマネジメント配食サービス事業 1,800 900 －50.0％

介護予防ケアマネジメント事業 79,895 70,000 －12.4％

898,969 820,900 －8.7％

地域包括ケアシステム啓発事業 745 280 －62.4％

ぐるみん宮崎推進拠点事業 10,701 6,125 －42.8％

シニア応援ボランティア事業 6,052 6,052 0.0％

みんなで体操みんなで健幸事業 24,462 20,417 －16.5％

住民参画型介護予防・生活支援推進事業 6,180 798 －87.1％

通いの場創出事業 9,253 1,500 －83.8％

多様な介護予防の効果検証事業 3,944 0 皆減

フレイル予防短期スクール事業 25,115 25,082 －0.1％

介護予防手帳配布事業 0 19,708 皆増

７６歳市民一斉健幸チェック事業 0 2,864 皆増

86,452 82,826 －4.2％

介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ審査支払手数料 3,534 3,195 －9.6％

3,534 3,195 －9.6％

保健事業と介護予防の一体的実施事業 0 3,574 皆増

オーラルケア・フレイル予防事業 0 15,685 皆増

0 19,259 皆増

1,753,033 1,674,277 －4.5％

介護用品支給事業 40,645 44,162 8.7％

生活支援配食サービス事業 36,931 37,455 1.4％

小　　　　　　　　　計 77,576 81,617 5.2％

77,576 81,617 5.2％

1,837,265 1,765,621 －3.9％

科　　目 事　　　業　　　名

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　計

総務費 総務管理費

介護予防・
生活支援
サービス
事業費

その他の諸費

介護予防推進
事業費

保
健
福
祉

事
業

保健福祉事業費

地

域

包

括

ケ

ア
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進
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域　
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援　
　

事　
　

業

包括的
支援事業・
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一般介護予防
事業費
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介護保険課

【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

介護保険利用者負担軽減対策事業 6,800 8,000 17.6％

介護保険特別会計繰出金（介護） 6,126,498 6,187,237 1.0％

高齢者施設への抗原定性検査キット等配付事業 18,396 20,568 11.8％

高齢者施設入所者等へのＰＣＲ検査費用助成事業 4,924 2,845 －42.2％

在宅の要介護者へのＰＣＲ検査事業 5,448 3,124 －42.7％

介護保険居宅サービス利用者支援事業 800 3,472 334.0％

法定外住宅改修事業 23,000 23,000 0.0％

在宅介護・介護人材実態調査事業 0 3,103 皆増

介護保険課事務管理費 680 680 0.0％

新型コロナウイルス感染症対応力強化事業 3,300 3,300 0.0％

小　　　　　　　　　計 6,189,846 6,255,329 1.1％

6,189,846 6,255,329 1.1％

【介護保険特別会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

介護保険事務管理費 14,028 20,643 47.2％

給付管理事業費 14,718 15,572 5.8％

介護保険システム改修事業 2,750 2,750 0.0％

小　　　　　　　　　計 31,496 38,965 23.7％

賦課徴収事業 20,609 21,234 3.0％

滞納整理事業 3,094 3,403 10.0％

収納率向上対策事業 28,393 28,787 1.4％

小　　　　　　　　　計 52,096 53,424 2.5％

介護認定審査会共同運営事業 71,619 75,336 5.2％

認定調査事業 289,063 307,865 6.5％

小　　　　　　　　　計 360,682 383,201 6.2％

444,274 475,590 7.0％

居宅介護サービス給付事業 15,286,980 15,406,000 0.8％

特定施設入居者生活介護給付費 1,328,000 1,257,000 －5.3％

地域密着型介護サービス給付事業 5,289,000 5,344,000 1.0％

施設介護サービス給付事業 8,809,000 8,678,000 －1.5％

居宅介護福祉用具購入費給付事業 31,000 30,000 －3.2％

居宅介護住宅改修費給付事業 62,000 63,000 1.6％

居宅介護サービス計画給付事業 1,669,000 1,684,000 0.9％

32,474,980 32,462,000 －0.0％

介護予防サービス給付事業 405,000 427,000 5.4％

介護予防特定施設入居者生活介護給付費 128,000 108,000 －15.6％

地域密着型介護予防サービス給付事業 72,000 64,000 －11.1％

介護予防福祉用具購入費給付事業 15,000 14,000 －6.7％

介護予防住宅改修費給付事業 56,000 59,000 5.4％

介護予防サービス計画給付事業 98,000 108,000 10.2％

774,000 780,000 0.8％

介護給付費審査支払手数料 34,000 40,000 17.6％

34,000 40,000 17.6％

高額介護サービス費支給事業 742,000 918,000 23.7％

高額介護予防サービス費支給事業 1,000 1,000 0.0％

743,000 919,000 23.7％

高額医療合算介護サービス費支給事業 159,000 141,000 －11.3％

高額医療合算介護予防サービス費支給事業 1,000 1,000 0.0％

160,000 142,000 －11.3％

特定入所者介護サービス給付事業 811,000 655,000 －19.2％

特定入所者介護予防サービス給付事業 2,000 1,000 －50.0％

813,000 656,000 －19.3％

緊急短期入所サービス事業 230 230 0.0％

在宅復帰支援介護サービス費用助成事業 790 770 －2.5％

1,020 1,000 －2.0％

35,000,000 35,000,000 0.0％

科　　目 事　　　業　　　名

合　　　　　計　　

科　　目 事　　　業　　　名

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

総務管理費

徴収費

介護認定
審査会費

その他の諸費

高額介護
サービス

等費

高額医療合算
介護サービス

等費

特定入所者
介護サービス

等費

市町村特別
給付費
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保
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（単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

介護保険適正化事業 1,664 4,118 147.5％

介護保険住宅改修等技術審査事業 6,500 6,500 0.0％

住宅改修支援事業 600 600 0.0％

認知症チームケアマネジメント推進事業 1,078 1,996 85.2％

住宅改修適正化事業 5,211 5,310 1.9％

15,053 18,524 23.1％

介護予防・生活支援サービス事業 3,488 3,472 －0.5％

3,488 3,472 －0.5％

18,541 21,996 18.6％

介護予防福祉用具購入補助事業 2,400 2,400 0.0％

2,400 2,400 0.0％

2,400 2,400 0.0％

基 金 積 立 金 介護保険運営基金積立金 200 416 108.0％

200 416 108.0％

公 債 費 一時借入金利子 70 70 0.0％

70 70 0.0％

第1号被保険者保険料還付金 12,000 12,500 4.2％

第1号被保険者還付加算金 50 50 0.0％

12,050 12,550 4.1％

予 備 費 予備費 70,623 70,791 0.2％

70,623 70,791 0.2％

35,548,158 35,583,813 0.1％

科　　目 事　　　業　　　名

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　　 　　計

包括的支援事業
・任意事業費

介護予防・生活支
援サービス事業費

保
健
福
祉
事
業

保健福祉事業費

基
金
積
立
金

公
債
費

諸
支
出
金

償 還 金 及 び
還 付 加 算 金

予
備
費

介

護

保

険

課

地
域
支
援
事
業
費
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社会福祉第一・第二課

【一般会計】 （単位：千円）

課名 事　　　業　　　名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

社会福祉管理費 100 100 0.0％

行旅病人・死亡人扶助事業 1,000 800 －20.0％

生活困窮者自立相談支援事業 31,390 36,880 17.5％

生活困窮者住居確保給付金 37,800 18,000 －52.4％

生活困窮者等就労準備支援事業 25,800 26,040 0.9％

生活困窮者等家計改善支援事業 10,840 11,020 1.7％

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 359,808 0 皆減

3,369,000 0 皆減

706,146 0 皆減

小　　　　　　　　　計 4,541,884 92,840 －98.0％

生活保護事務管理費 38,000 39,000 2.6％

生活保護適正実施推進事業 11,000 38,000 245.5％

生活保護者就労支援事業 330 330 0.0％

子どもの居場所づくり事業 6,770 23,200 242.7％

生活保護業務における行政ＩＣＴ化事業 22,312 3,600 －83.9％

査察指導台帳システム化事業 0 5,811 皆増

社会保障生計調査事業 0 2,380 皆増

小　　　　　　　　　計 78,412 112,321 43.2％

生活扶助費 3,887,200 3,687,200 －5.1％

住宅扶助費 1,900,000 1,900,000 0.0％

教育扶助費 55,000 55,000 0.0％

介護扶助費 401,300 401,300 0.0％

医療扶助費 6,925,000 6,925,000 0.0％

出産扶助費 1,000 1,000 0.0％

生業扶助費 30,000 30,000 0.0％

葬祭扶助費 33,000 33,000 0.0％

施設事務費 160,000 160,000 0.0％

就労自立給付金 4,500 4,500 0.0％

進学準備給付金 3,000 3,000 0.0％

小　　　　　　　　　計 13,400,000 13,200,000 －1.5％

中国残留邦人等生活支援事業 1,668 1,710 2.5％

小　　　　　　　　　計 1,668 1,710 2.5％

生活支援給付費 6,200 6,200 0.0％

住宅支援給付費 1,440 1,440 0.0％

介護支援給付費 960 960 0.0％

医療支援給付費 12,654 12,654 0.0％

葬祭支援給付費 218 218 0.0％

配偶者支援金 528 528 0.0％

小　　　　　　　　　計 22,000 22,000 0.0％

18,043,964 13,428,871 －25.6％

科　　目

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業

合　　　　　　　　　　　　　計

総
務
費

生
活
支
援
費

社

会

福

祉

課

民

生

費

社
会
福
祉
費

社
会
福
祉
総
務
費

生

活

保

護

費

生
活
保
護
総
務
費

扶　
　

助　
　

費

支
援
給
付
費

- 31 -



指導監査課

【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

2,060 1,895 －8.0％

科　　目 事　　　業　　　名

合　　　　　　　　　　 計

指

導

監

査

課

民
生
費

社
会
福
祉
費

社
会
福
祉

総
務
費

社会福祉施設指導監査等事業 2,060 1,895 －8.0％
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子ども未来部

子育て支援課
【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

みやざき恋文プロジェクト事業 2,500 0 皆減

小　　　　　　　　　計 2,500 0 皆減

2,500 0 皆減

女性相談事業 190 262 37.9％

小　　　　　　　　　計 190 262 37.9％

ファミサポ多子・ひとり親世帯等支援事業 1,700 4,500 164.7％

ちびっ子広場整備補助事業 741 699 －5.7％

地域子育て支援センター事業 29,800 31,172 4.6％

清武地域子育て支援センター指定管理料 10,197 10,197 0.0％

地域子育て支援センター運営費補助事業 31,435 31,435 0.0％

子育て支援サービス利用支援事業（基本型） 3,700 3,450 －6.8％

男女共同参画ｾﾝﾀｰ指定管理料（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ） 14,634 14,634 0.0％

宮崎市子ども・子育て支援プラン推進事業 850 800 －5.9％

子ども食堂ネットワーク応援事業 6,808 6,808 0.0％

宮崎市子どもの未来応援基金積立金 0 3,300 皆増

子どもの第三の居場所運営事業 20,219 18,847 －6.8％

ファミリー・サポート・センター利用料補助事業 11,000 8,900 －19.1％

子どもの未来応援活動支援事業※事業名変更 2,500 5,700 128.0％

宮崎市子ども・子育て支援プラン策定事業 0 4,600 皆増

地域子育て支援センター安全対策推進事業 4,850 0 皆減

子育て支援事務管理費 3,340 3,300 －1.2％

母子生活支援施設広域入所措置費 6,500 6,500 0.0％

助産施設措置費 7,800 7,100 －9.0％

みやざき出会い・結婚総合支援事業 0 3,600 皆増

小　　　　　　　　　計 156,074 165,542 6.1％

ドメスティックバイオレンス被害者支援事業 600 600 0.0％

母子寡婦福祉協議会補助事業 540 700 29.6％

ひとり親家庭等医療費助成事業 240,000 250,000 4.2％

寡婦医療費助成事業 3,000 3,000 0.0％

母子家庭等自立支援給付金事業 42,000 50,000 19.0％

ひとり親福祉事務管理費 1,278 1,400 9.5％

母子世帯等生活つなぎ資金貸付事業 1,500 1,500 0.0％

母子・父子相談事業 62 328 429.0％

母子家庭等就業・自立支援事業 2,170 0 皆減

ひとり親キャリア支援事業 0 2,354 皆増

ひとり親家庭等日常生活支援事業 2,500 0 皆減

母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 508 1,983 290.4％

ひとり親家庭等学習支援ボランティア事業 4,924 4,900 －0.5％

母子家庭等生活支援事業 680 660 －2.9％

養育費確保支援事業 850 750 －11.8％

ひとり親ホームヘルプサービス事業 0 2,605 皆増
小　　　　　　　　　計 300,612 320,780 6.7％

児童館・児童センター運営事業 3,900 3,900 0.0％

児童館・児童センター指定管理料 158,495 160,275 1.1％

ハロー・キッズルーム運営事業 5,930 6,000 1.2％

巡回児童館事業（くる・くる児童館） 12,310 12,390 0.6％

児童プール運営事業 21,750 20,800 －4.4％

児童遊園・児童広場運営事業 3,710 3,800 2.4％

児童館・児童センター施設空調機整備事業 25,700 5,000 －80.5％

宮崎市児童プール改修事業 11,897 0 皆減

児童館・児童センター整備及び長寿命化改修事業 0 9,900 皆増

児童館・児童センター非常通報装置更新事業 4,000 4,400 10.0％

児童館・児童センター安全対策推進事業 1,700 0 皆減

児童館・児童センターLED化改修事業 0 15,000 皆増

小　　　　　　　　　計 249,392 241,465 －3.2％

児童扶養手当給付事業 2,280,000 2,296,000 0.7％

小　　　　　　　　　計 2,280,000 2,296,000 0.7％

2,986,268 3,024,049 1.3％

一　　　般　　　会　　　計　　　計 2,988,768 3,024,049 1.2％

科　　目 事　　　業　　　名

総　　　務　　　費　　　計

民　　　生　　　費　　　計

総
務
費

総務
管理費
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社会
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児
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福
祉
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費
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子育て支援課

【母子父子寡婦福祉資金特別会計】 （単位：千円）

課名 事　　　業　　　名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 8,254 13,755 66.6％

母子父子寡婦福祉資金償還金 12,822 5,354 －58.2％

母子父子寡婦福祉資金繰出金 6,924 2,891 －58.2％

小　　　　　　　　　計 28,000 22,000 －21.4％

28,000 22,000 －21.4％

科　　目

特　　　　別　　　　会　　　　計　　　　計

子
育
て
支
援
課

母子父子
寡婦福祉
資　　金
特別会計
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【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

家庭児童相談事業 2,400 2,350 －2.1％

子育て短期支援事業 1,600 1,500 －6.3％

支援対象児童等見守り強化事業 7,000 6,000 －14.3％

在宅育児支援ニーズ把握事業 0 4,160 皆増

宮崎市いじめ問題再調査事業 120 110 －8.3％

小　　　　　　　　　計 11,120 14,120 27.0％

11,120 14,120 27.0％

妊産婦・新生児訪問事業 6,900 7,200 4.3％

こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業） 810 770 －4.9％

妊婦健康診査事業 288,800 270,000 －6.5％

乳幼児健康診査事業 59,000 56,800 －3.7％

親子健康手帳交付事業 6,000 5,990 －0.2％

新生児聴覚検査事業 14,900 14,200 －4.7％

産婦健康診査事業 31,000 30,000 －3.2％

母子保健・地域子育て情報配信事業 792 792 0.0％

新型コロナウイルス感染症妊産婦支援事業 5,600 6,281 12.2％

産前・産後サポート事業 780 130 －83.3％

子育て世代包括支援センター利用者支援事業 1,580 1,580 0.0％

産後ケア事業 1,650 2,257 36.8％

多胎妊産婦支援事業 5,323 4,900 －7.9％

出産・子育て応援事業 297,148 454,285 52.9％

小　　　　　　　　　計 720,283 855,185 18.7％

720,283 855,185 18.7％

一　　　般　　　会　　　計　　　計 731,403 869,305 18.9％

子ども家庭支援課

科　　目 事　　　業　　　名

民　　　生　　　費　　　計

衛　　　生　　　費　　　計

児
童
福
祉
費

児
童
福
祉
総
務
費
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家
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保育幼稚園課

【一般会計】

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

私立保育所運営費 7,989,000 8,200,000 2.6％

認定こども園施設型給付事業 9,430,000 9,810,000 4.0％

幼稚園施設型給付事業 819,000 830,000 1.3％

地域型保育給付事業 356,000 360,000 1.1％

施設等利用費給付事業 160,000 190,000 18.8％

宮崎市保育団体補助事業 5,000 5,000 0.0％

児童福祉施設等整備資金利子補給金交付事業 21 13 －38.1％

保育所等整備交付金事業（老朽化） 360,280 0 皆減

就学前教育・保育施設整備交付金事業 0 324,171 皆増

保育士等確保・定着促進事業 11,000 9,700 －11.8％

保育士等確保のための処遇改善補助事業 110,000 105,000 －4.5％

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 294,000 0 皆減

夜間保育（延長部分）の運営費加算補助事業 3,500 3,500 0.0％

病児保育事業 74,600 70,000 －6.2％

延長保育事業 83,000 80,000 －3.6％

子育て支援（教育・保育）動画作成事業 2,814 0 皆減

一時預かり事業費補助事業 210,000 240,000 14.3％

一時預かり事業（幼稚園型）補助事業 148,000 169,000 14.2％

子育て支援サービス利用支援事業 530 595 12.3％

実費徴収に係る補足給付事業 1,300 1,190 －8.5％

病児保育施設等安全対策推進事業 2,000 0 皆減

地域活動事業費補助事業 10,000 9,000 －10.0％

特別支援保育事業費補助事業 87,000 88,000 1.1％

特別支援児受入促進事業 1,000 1,000 0.0％

遺児福祉手当支給事業 9,200 9,400 2.2％

児童福祉事務管理費 9,200 8,900 －3.3％

過年度保育料過誤納返納金 500 500 0.0％

保育所等敷地維持管理事業 239 9,000 3,665.7％

児童福祉事務ＩＣＴ化推進事業 1,772 0 皆減

保育料等コンビニ収納システム改修事業 26,713 0 皆減

保育入所に係る電子申請入力フォーム維持管理事業 0 1,100 皆増

認可外保育施設健康診断補助事業 1,100 1,000 －9.1％

認可外保育施設従事者研修費補助事業 300 280 －6.7％

保育教諭確保のための資格併有促進事業 980 480 －51.0％

保育所等安全対策推進事業 89,400 0 皆減

一時預かり利用者負担軽減事業 5,040 1,000 －80.2％

20,302,489 20,527,829 1.1％

（単位：千円）

科　　目 事　　　業　　　名

小　　　　　　　　　計
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保育幼稚園課

【一般会計】 （単位：千円）

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

公立保育所運営費 71,700 71,900 0.3％

公立保育所施設整備事業 6,000 7,600 26.7％

東高岡保育所指定管理料 77,729 77,879 0.2％

跡江保育所子育て支援拠点事業 810 810 0.0％

公立保育所給食調理等業務委託事業 26,941 26,944 0.0％

小戸保育所整備事業 100,000 0 皆減

283,180 185,133 －34.6％

児童手当給付事業 6,370,000 6,235,000 －2.1％

6,370,000 6,235,000 －2.1％

26,955,669 26,947,962 －0.0％

幼稚園管理費 7,500 4,500 －40.0％

幼稚園施設整備事業 995 3,200 221.6％

私立幼稚園等特別支援教育・保育事業 7,500 7,900 5.3％

宮崎市幼稚園協会補助事業 3,000 3,000 0.0％

18,995 18,600 －2.1％

18,995 18,600 －2.1％

26,974,664 26,966,562 －0.0％

科　　目 事　　　業　　　名

小　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　計

民　　　　生　　　　費　　　　計

小　　　　　　　　　計

教　　　　育　　　　費　　　　計

一　　　　般　　　　会　　　　計　　　　計

児
童

措
置
費

教　
　

育　
　

費

幼　

稚　

園　

費

幼　

稚　

園　

費

保

育

幼

稚

園

課

民　
　

生　
　

費

児　

童　

福　

祉　

費

児
童
福
祉
施
設
費

- 37 -



親子保健課

【一般会計】

課名 令和4年度 令和5年度 伸 び 率

宮崎市総合発達支援センター指定管理料 458,279 495,418 8.1％

宮崎市総合発達支援センター備品更新・施設改善事業 14,200 75,000 428.2％

宮崎市総合発達支援センター機能拡充事業 177,000 0 皆減

宮崎市総合発達支援センターＤＸ環境整備事業 0 61,211 皆増

小　　　　　　　　　計 649,479 631,629 －2.7％

子ども医療費助成事業 1,550,000 1,550,000 0.0％

小　　　　　　　　　計 1,550,000 1,550,000 0.0％

2,199,479 2,181,629 －0.8％

親子保健事務管理費 9,300 9,000 －3.2％

離乳食教室事業 500 470 －6.0％

幼児集団健康診査事業 23,000 27,000 17.4％

未熟児等養育医療事業 23,000 22,500 －2.2％

育成医療給付事業 10,000 8,000 －20.0％

小児慢性特定疾病支援事業 175,000 175,000 0.0％

小　　　　　　　　　計 240,800 241,970 0.5％

乳幼児等定期予防接種事業 1,115,716 950,000 －14.9％

乳幼児等任意予防接種事業 31,150 25,000 －19.7％

子宮頸がん予防接種キャッチアップ事業 4,124 0 皆減

子宮頸がん予防接種償還払い事業 4,726 1,000 －78.8％

子宮頸がん予防(ＨＰＶ)ワクチン接種推進事業 0 10,000 皆増

乳幼児等定期予防接種健康被害救済給付事業 15,284 14,803 －3.1％

小　　　　　　　　　計 1,171,000 1,000,803 －14.5％

乳幼児発達相談事業 2,200 2,000 －9.1％

未熟児・障がい児等支援事業 100 100 0.0％

性と妊娠ＳＯＳ相談事業 2,390 2,400 0.4％

不妊治療支援事業 48,700 2,000 －95.9％

不育症検査費用助成事業 550 0 皆減

不妊検査費助成事業 4,050 1,500 －63.0％

妊活支援推進事業 0 1,260 皆増

小　　　　　　　　　計 57,990 9,260 －84.0％

1,469,790 1,252,033 －14.8％

3,669,269 3,433,662 －6.4％

（単位：千円）

科　　目 事　　　業　　　名

民　　　　生　　　　費　　　　計
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新型コロナウイルス感染症関連事業

（福祉部・子ども未来部）





（単位：千円）

課名 予算額 決算額

(1)  障がい福祉サービス等継続支援事業 15,000 7,365

(2)　障がい福祉窓口業務電子処理化事業  9,759 8,876

(3)  障がい者支援施設入所者等へのＰＣＲ検査費用助成事業 477 0

(4)  在宅の障がい者へのＰＣＲ検査事業 851 222

(5)  障がい福祉施設への抗原定性検査キット等配付事業 13,518 13,352

(6)  障がい者施設への価格高騰支援事業 8,025 2,541

小　　　　計 47,630 32,356

(1)　高齢者施設への価格高騰支援事業 795 795

小　　　　計 795 795

(1)  高齢者施設入所者等へのＰＣＲ検査費用助成事業 3,363 3,363

(2)  在宅の要介護者へのＰＣＲ検査事業 3,200 443

(3)  新型コロナウイルス感染症対応力強化事業 3,300 3,300

(4)  高齢者施設への抗原定性検査キット等配付事業 41,848 26,992

小　　　　計 51,711 34,098

(1)　生活困窮者自立相談支援事業 31,390 25,451

(2)　生活困窮者住居確保給付金 37,800 26,165

(3)　新型コロナウイルス感染症生活困窮者支援金支給事業 356,208 220,072

(4)　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 2,168,463 1,986,481

(5)　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業 3,369,000 2,746,512

小　　　　計 5,962,861 5,004,681

(1)　ファミリー・サポート・センター利用料補助事業 11,000 13,247

(2)　子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（Ｒ４ひとり親世帯分） 381,000 365,602

(3)　地域子育て支援センター安全対策推進事業 4,850 3,443

(4)  児童館・児童センター安全対策推進事業 1,700 1,613

(5)  夏休み子どもの食支援事業 3,450 630

(6)  宮崎市子育て応援ギフトカード給付事業 731,000 719,264

小　　　　計 1,133,000 1,103,799

(1)　病児保育施設等安全対策推進事業 1,350 1,216

(2)　保育所等安全対策推進事業 65,181 59,610

(3)　子育て世帯応援給付金支給事業 1,300 602

(4)　子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業 20,400 18,039

(5)　子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（Ｒ３国補正） 19,600 17,400

(6)　子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）支給事業 253,396 9,528

(7)　子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（Ｒ４その他低所得世帯分） 357,477 333,886

小　　　　計 718,704 440,281

(1)　新型コロナウイルス感染症妊産婦支援事業 5,600 11,261

小　　　　計 5,600 11,261

7,919,506 6,626,476

1．令和４年度 新型コロナウイルス感染症関連事業一覧

　宮崎市福祉部及び子ども未来部では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国の経済対策「新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策～国民の命と生活を守り抜き、経済再生～」に呼応する形で、または独自の支援策を

講じること等により、市民の暮らしや福祉サービス事業所の運営に対して多面的な支援を行いました。

　令和４年度の予算につきましては、総計30事業、約80億円規模の対応を行ったところです。

事　　　業　　　名

合　　　　計

※端数の関係で合計が合わないことがあります。
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2．令和４年度 新型コロナウイルス感染症関連事業概要

福祉部

【 障がい福祉課 】

(1) 障がい福祉サービス等継続支援事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、感染者が発生した事業所に対し

て、サービス提供の継続に要した費用を助成しました。

（2）障がい福祉窓口業務電子処理化事業

新型コロナウイルス感染症対策及び障がい者手帳等の申請書記入などに係る申請者の負担

軽減や窓口滞在時間の短縮、並びに職員の事務処理の効率化及び正確性の向上のため、窓口

業務の電子処理化を行いました。

・消耗品費（タブレット用アダプタ等） 329,973円

・委託料（窓口電子システム構築（+ＭＡＲＣＨ）） 6,624,200円

・使用料（システム用ソフトウェア使用料） 359,700円

・備品購入費（システム用サーバー機、窓口用タブレット等） 1,562,110円

（3）在宅の障がい者へのＰＣＲ検査事業

新型コロナウイルス感染症について、在宅で生活している障がい者等の感染拡大及び重症

化を予防するため、感染に不安を感じる無症状の外出困難な障がい者に対して、ＰＣＲ検査

を行いました。

（4）障がい福祉施設への抗原定性検査キット等配付事業

施設の継続的な運営とクラスター化の防止を図るため、新型コロナウイルス感染症が発生

した障がい福祉施設に対して、衛生用品等の配付を行いました。

（5）障がい者施設への価格高騰支援事業

物価高騰の影響を受けている障がい福祉サービス等を提供する施設を対象として、障がい

者等への安定的なサービス確保のために必要な経費を助成しました。

補助件数 補助金額

15 件 7,365,000円

委託件数 委託金額

13 件 221,169円

配付物品 購入金額

検査キット 12,304,600円

衛生用品 1,047,305円

補助件数 補助金額

23 件 2,541,000円
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【 地域包括ケア推進課 】

(1) 高齢者施設への価格高騰支援事業

物価高騰の影響を受けている高齢者福祉サービスを提供する高齢者施設を対象として、高

齢者への安定的なサービス確保のために必要な経費を助成しました。

【 介護保険課 】

(1) 高齢者施設入所者等へのＰＣＲ検査費用助成事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防することを目的として、市内の介

護保険施設等の入所者及び新規入所者で本人の希望によりＰＣＲ検査を受ける者に対し、そ

の費用を助成しました。

(2) 在宅の要介護者へのＰＣＲ検査事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防することを目的として、訪問看護

事業所及び検査機関に業務委託を行い、市内に居住する在宅の要介護認定者に対し、訪問看

護事業所が訪問、検体採取し、検査機関でのＰＣＲ検査を実施しました。

(3) 新型コロナウイルス感染症対応力強化事業

介護サービス事業所及び高齢者施設の職員等に対し、新型コロナウイルス感染症対策対応

力強化のための研修や相談窓口を設置する業務委託を行いました。

・委託料 3,300,000円

(4) 高齢者施設への抗原定性検査キット等配付事業

新型コロナウイルス感染症対策として、感染が発生した高齢者施設等に抗原検査キットや

衛生用品の配付を行いました。

補助件数 補助金額

4件 795,000円

配付物品 実績値 金額

抗原検査キット 40,975 個 23,169,020円

防護服 31,400 枚 2,378,728円

フェイスシールド 9,600 枚 799,920 円

N95 マスク 4,850 枚 566,852 円

ヘアキャップ 10,000 枚 77,000 円

補助件数・人数 補助金額

210 件・285 人 3,362,510円

検査件数 委託金額

26件 442,338円
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【 社会福祉第一課 】

(1) 生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立支援法に基づき、宮崎市自立相談支援センターにおいて、生活困窮者の仕

事や生活などに関する困りごとの相談を包括的に受け付け、就労支援や専門機関との連携な

どを通じて、自立に向けた支援を行いました。

・ 実施場所：宮崎市橘通東1丁目5番8号 グリーンリッチホテル宮崎206号

・ 実施時間：平日午前9時～午後5時

(2) 生活困窮者住居確保給付金

離職・廃業又は新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による休業等に伴う収入の減少に

より経済的に困窮し、住宅喪失又はそのおそれのある者に対し、住宅及び就労機会の確保を

目的として住居確保給付金を支給しました。

(3) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会からの貸付が終了した等、さ

らなる貸付を利用できず困窮状態にある世帯を対象に、新たな就労や生活保護の受給に繋が

るまでの支援策として、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給しました。

(4) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮

らしの支援を図るため、令和3年度・4年度分住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、給

付金を支給しました。

・ 支 給 額：1世帯当たり100,000円

・ 支給件数：19,207 件 （①住民税非課税世帯 18,578 件 ②家計急変世帯 629 件）

項目 実績

新規相談件数 1,077 件

申請件数 91 件

自立件数 29 件

項目 実績

新規相談件数 329 件

新規支給決定件数 89 件

支給対象件数（延べ件数） 859 件

住宅確保給付総支給額 26,164,916 円

項目 実績

申請件数 717 件

支給対象件数 704 件

自立支援金総支給額 203,000,000 円
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(5) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業

電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響により、厳しい状況にある低所得世帯（住民税非

課税世帯）の生活・暮らしの支援を図るため、令和4年度分住民税非課税世帯及び家計急変世

帯に対し、給付金を支給しました。

・ 支給額：1世帯当たり50,000円

・ 支給件数：53,099件 （①住民税非課税世帯 52,480 件 ②家計急変世帯 619 件）

子ども未来部

【子育て支援課】

(1) ファミリー・サポート・センター利用料補助事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって金銭的、精神的な負担が増加している子育

て世帯を支援するため、ファミリー・サポート・センター事業を利用した依頼会員が援助会

員に支払う謝礼金を助成しました。

・ 補助対象実人数：389人

（児童１人当たり600円／時を助成）

(2) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（R4ひとり親世帯分）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実

情を踏まえた生活の支援を行う観点から特別給付金を支給しました。

【支給実績】支給額計 361,500千円

・支給者 ① 児童扶養手当受給者 4,360人

② 公的年金等受給者 61人

③ 家計急変者 238人

・給付額 児童1人当たり一律5万円

(3) 地域子育て支援センター安全対策推進事業

新型コロナウイルス感染症防止対策のため、市直営の地域子育て支援センターにおいて、

マスクや消毒液等の衛生用品を購入しました。また、地域子育て支援センター事業を実施し

ている指定管理者等に対し、マスクや消毒液等の衛生用品の購入費用を助成しました。

補助施設：地域子育て支援センター33か所

実 績 額：市直営 2か所 294,451円

その他31か所 3,148,000円

(4) 児童館・児童センター安全対策推進事業

新型コロナウイルス感染症防止対策のため、児童館・児童センターにおいて、衛生用品や

医療用抗原検査キット等を購入しました。

対象施設：児童館・児童センター16施設

実 績 額：1,612,193円
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(5) 夏休み子どもの食支援事業

物価高騰により子育て世帯の負担が増す中、地域で活動を行う団体に対し、夏休み中に児

童へ栄養バランスのとれた食事を提供する経費の一部を助成しました。

交付団体数：18団体

実 績 額：629,901円

(6) 宮崎市子育て応援ギフトカード給付事業

新型コロナウイルス感染症の長期化やエネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する子

育て世帯の経済的負担を軽減するため、平成16年4月2日以降に出生した児童を養育する世帯

に対し、児童1人当たり10,000円分のギフトカードを給付しました。

対象児童：69,160人

【保育幼稚園課】

(1) 病児保育施設等安全対策推進事業

新型コロナウイルス感染症に対する感染防止体制を強化するため、病児保育施設に対し、

感染症対策に要する人件費や衛生用品等の購入費等を助成した。

また、跡江保育所地域子育て支援センターにおいて、マスク等の衛生用品を購入した。

・ 病児保育施設

対象施設： 4施設 実績額：1,077,000円

・ 地域子育て支援センター（跡江保育所）

対象施設： 1施設 実績額： 138,621円

(2) 保育所等安全対策推進事業

新型コロナウイルス感染症に対する感染防止体制を強化するため、私立保育所等に対し、

感染症対策に要する人件費や衛生用品等の購入費等を助成した。

また、公立保育所において、マスク等の衛生用品を購入した。

・ 私立保育所等

補助施設：140 施設 実績額：57,834,000 円

・ 公立保育所

補助施設： 5施設 実績額： 1,775,711 円

(3) 子育て世帯応援給付金支給事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全ての子育て世帯に等しく支援を実施する

ため、所得制限により「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象外となる児童を養育す

る人に給付金を支給しました。

・ 支 給 額 児童一人あたり 100,000円

・ 受給者数 6人

・ 児 童 数 6人
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(4) 子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業／子育て世帯への臨時特別給付金支給

事業（Ｒ３国補正）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て世帯を支

援するため、0歳から18歳(高校3年生)までの児童の養育者等に対し、臨時特別給付金を支給

しました。

・ 支 給 額 児童一人あたり 100,000円

・ 受給者数 337人

・ 児 童 数 348人

(5) 子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）支給事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全ての子育て世帯に等しく支援を実施する

ため現に児童を養育しているにもかかわらず基準日において児童手当の受給者でなかったた

め「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象外となった児童を養育する人に給付金を支

給しました。

・ 支給額 児童一人あたり 100,000円(一部額の受給者あり）

・ 受給者数 54人

・ 児童数 99人

(6) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（Ｒ4その他低所得世帯分）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏

まえた支援を実施するため、低所得世帯において児童を養育する人へ給付金を支給しました。

・ 支 給 額 児童一人あたり 50,000円

・ 受給者数 3,236人

・ 児 童 数 6,437人

【親子保健課】

(1) 新型コロナウイルス感染症妊産婦支援事業

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦の不安や孤立を解消し、感染拡大を

防止するため、不安を抱える妊婦の分娩前のＰＣＲ検査費用の助成や、新型コロナウイルス

感染症に関する情報提供や育児不安の解消等のための相談・支援等にかかる寄り添い型支援

を行った。

① 不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス検査業務

延べ 939件

② 寄り添い型支援事業

延べ 6件
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（ 福祉部 ）

福祉総務課





　「宮崎市福祉のまちづくり条例」第6条に基づき、社会福祉法第107条に定められた市町村

の地域福祉計画として平成31年3月に「第四次宮崎市地域福祉計画」を策定しました。

　この計画は、本市の福祉分野における各計画の上位計画として位置づけられるほか、その

他の分野の関連計画とも連携を図りながら、本市の地域福祉を推進することで、全ての市民

が幸せを実感できる地域共生社会の実現を目指すことを目的としています。

（1）第四次宮崎市地域福祉計画の概要

① 計画期間：令和元年度～７年度（７年間）

② 計画の構成

　「ともに支え合い、安心して暮らせる福祉のまちづくり」を基本理念に掲げ、その

実現に向けて、以下の3つの基本目標を定めて、施策を展開します。

③ その他

　本計画は、地域のまちづくりとも密接に関係することから、宮崎市地方創生総合戦

略の取組の中で整理された宮崎市における地域のまちづくりの基本的な考え方などに

ついても記載しています。

（2）計画の進行管理

　本計画の実効性を高めるために、それぞれの取組の方針に成果指標を設定し、その成果

指標に関係する事業の評価と、成果指標の結果について分析を行います。

　本計画の評価と分析の結果については、宮崎市社会福祉審議会に対して報告を行うとと

もに意見を求めることで、事業の見直しと必要に応じた計画の見直しに活用します。

1．宮崎市地域福祉計画推進事業

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本理念　　ともに支え合い、安心して暮らせる福祉のまちづくり

地域の方たちや地域の団体が、ともに支え合うために行う活動と、その

活動に対する支援など、地域が主役となるまちづくりの目標です。地域

福祉の担い手となる個人や団体に対する支援、居場所づくりなどの施策

を展開します。

ともに支え合う人・地域づくり

宮崎市と宮崎市社会福祉協議会が担うべき部分として、個別計画や施策

に基づく事業・活動により、全市的に取り組む目標です。「子ども・子

育て支援プラン」「障がい者計画」「市民長寿支援プラン」などの福祉

分野の個別計画や「地域防災計画」といった関連する計画に基づく施策

を展開します。

安心して暮らせるまちづくり

社会福祉法改正の目的である「我が事・丸ごとの地域共生社会」の実現

に向けて、新たに取り組む目標です。包括的な支援体制の構築や、生活

支援の体制づくり、地域のまちづくり活動を推進するための財源確保の

支援といった施策を展開します。

福祉の困り事を解決する

しくみづくり

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本理念　　ともに支え合い、安心して暮らせる福祉のまちづくり

地域の方たちや地域の団体が、ともに支え合うために行う活動と、その

活動に対する支援など、地域が主役となるまちづくりの目標です。地域

福祉の担い手となる個人や団体に対する支援、居場所づくりなどの施策

を展開します。

ともに支え合う人・地域づくり

宮崎市と宮崎市社会福祉協議会が担うべき部分として、個別計画や施策

に基づく事業・活動により、全市的に取り組む目標です。「子ども・子

育て支援プラン」「障がい者計画」「市民長寿支援プラン」などの福祉

分野の個別計画や「地域防災計画」といった関連する計画に基づく施策

を展開します。

安心して暮らせるまちづくり

社会福祉法改正の目的である「我が事・丸ごとの地域共生社会」の実現

に向けて、新たに取り組む目標です。包括的な支援体制の構築や、生活

支援の体制づくり、地域のまちづくり活動を推進するための財源確保の

支援といった施策を展開します。

福祉の困り事を解決する

しくみづくり
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（3）地域における避難行動要支援者の避難支援体制の推進

　　要する方について、本市では、以下の取組を行っています。

① 　避難行動要支援者名簿

　宮崎市では、平成27年3月に「宮崎市避難行動要支援者名簿に関する条例」を制定し、

同年6月に最初の避難行動要支援者名簿を作成しました。名簿には、氏名、生年月日、

性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする事由等が記載されており、定期的に内

容の更新を行っています。

② 　個別避難計画

　令和3年5月の災害対策基本法の改正で、避難行動要支援者に対する個別避難計画の

作成が市町村に努力義務化され、災害ハザードや心身の状況、居住実態等によって優

先度が高いと判断された方については、法施行から5年間で取組むこととされました。

　　　　　　宮崎市では、個別避難計画の作成について、本人の心身の状況や生活実態を把握し

　　　　　 ている福祉専門職や、地域の避難支援等関係者と連携して作成を進めます。

③ 　地域における避難行動要支援者避難支援体制の構築

　自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会などに、避難行動要支援者への

地域における避難支援の必要性について理解を深めてもらい、地域における避難支援

体制の構築への協力を得るための説明会等を実施しています。

　また、それぞれの地域で結成された避難支援団体と市との間で「避難行動要支援者

名簿の個人情報の取扱いに関する協定」を締結し、個人情報の取扱いに関する研修を

実施したうえで、名簿情報を提供しています。

　さらに、今後作成が進められる個別避難計画についても、地域の避難支援等関係者

と共有し、地域による共助を高める取組を進めます。

（4）福祉避難所の整備

　 　市が直接的に管理する拠点型の福祉避難所として、「生目の杜遊古館」を平成24年3月1日

に、「みやざき中央支援学校」及び「赤江まつばら支援学校」を令和5年4月1日に、それぞ

れ指定しました。

　また、民間社会福祉施設等との協定による福祉避難所について、協定や開設・運営マニュ

アル等を策定し、協定締結を進めています。

○福祉避難所施設数（令和5年5月末）

施設

施設

施設

（5）孤立死防止対策

「宮崎市孤立死防止対策庁内連絡会議」において、孤立死を未然に防止することを目指し

庁内各課の連絡体制を構築しています。

　また、全職員で業務中や日頃の生活の中で気づいたことを「孤立死防止のための連絡・

通報ガイドライン」に沿って連絡・通報することによる孤立死防止に努めています。

　　　災害発生時に自ら避難することが困難で、その円滑かつ迅速な避難の確保のために特に支援を

高齢者施設 84

障がい福祉サービス事業所等 25

その他の施設 11 施設

計 120
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　　社会福祉法の規定に基づき、本市の社会福祉に関する事項を調査審議するため、社会福祉審議会

　を設置しています。

　①全体会（委員26名・臨時委員10名）

　　　宮崎市地域福祉計画の進捗確認や、各専門分科会からの報告を行います。

　②民生委員審査専門分科会（委員6名）

　　　民生委員・児童委員の適否の審査に関する事項の調査審議を行います。

　③身体障がい者福祉専門分科会（委員9名・臨時委員10名）

　　　身体障がい者の福祉に関する事項の調査審議を行います。

　④身体障がい者福祉専門分科会審査部会（委員3名・臨時委員10名）

　　　身体障がい者手帳交付に関する事項及び更生医療を担当させる医療機関に関する事項等の調査

  　　審議を行います。

　⑤児童福祉専門分科会（委員13名）

　　　児童、妊産婦､知的障がい者及び母子家庭の福祉並びに母子保健に関する事項の調査審議を行

  　　います。

　⑥高齢者福祉専門分科会（委員11名）

　　　高齢者の福祉に関する事項の調査審議を行います。

　　民生委員は、民生委員法（昭和23年 法律198号）に基づき、地域福祉の向上のために、宮崎市長

　の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱された民間の奉仕者です。また、民生委員は、すべて児童委

　員を兼ねることになっています。

　　民生委員・児童委員は、地域住民の身近な所で住民の方々の立場に立って相談を受け、地域福祉

　の担い手として活動しています。それぞれの担当地域で、福祉等に関する相談・援助活動に携わる

　とともに、地域の関係機関・団体やボランティアの方たちと協力して、地域福祉のネットワークづ

　くりに努めています。

　　地域を担当する民生委員・児童委員の他に、児童問題等を専門に担当する主任児童委員も活動し

　ています。宮崎市の民生委員・児童委員の定数は740名、うち54名が主任児童委員です。また、宮

　崎市内には、27地区の民生委員児童委員協議会が設置され、すべての民生委員・児童委員（主任児

　　民生委員・児童委員の資質向上、各地区民生委員児童委員協議会との情報交換、関係機関との連

　絡等を図るために、宮崎市民生委員児童委員協議会では、毎月1回の地区会長会及び各地区ごとの

　地区民生委員児童委員協議会定例会を開催しています。

2．社会福祉審議会

3．民生委員・児童委員

　童委員）はそれぞれの地区民生委員児童委員協議会へ所属します。
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(1)　民生委員・児童委員の状況

　

事務局 ： 住所　花山手東3-25-2　℡　59-0466

※会長･副会長は地区会長を兼務

各地区に会長1名　副会長2名～4名

(2)　地区別民生委員・児童委員数                          （令和元.12.1～令和4.11.30）

（　）内は主任児童委員数

（令和5.5.1現在）

地 区 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 27 地区

民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 740 名 定数

（　主　任　児　童　委　員　）  (54) 名 定数

民生委員数から見た1人当りの担当世帯数 約274 世帯 全 187,777 世帯

宮崎市民生委員児童委員協議会組織

会 長 1 名

副 会 長 4 名

地 区 会 長 27 名

地　区　名 定　　　員 地　区　名 定　　　員

中 央 東 29   (2) 生 目 35   (2)

中 央 西 31   (2) 赤 江 東 35   (2)

東 大 宮 28   (2) 赤 江 西 28   (2)

大 宮 41   (2) 本 郷 35   (2)

檍 北 26   (2) 木 花 26   (2)

檍 南 31   (2) 青 島 16   (2)

橘 24   (2) 広 瀬 17   (2)

小 戸 25   (2) 久 峰 24   (2)

大 淀 39   (2) 佐 土 原 那 珂 20   (2)

大 塚 33   (2) 田 野 28   (2)

大 塚 台 16   (2) 高 岡 35   (2)

生 目 台 17   (2) 清 武 32   (2)

住 吉 30   (2) 加 納 21   (2)

北 18   (2)

計 740   (54)
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区
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生

目

地
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地
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地

区
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目

台
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台
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大

塚

地
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大

淀

地

区

小

戸

地

区

橘

地

区

檍
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区
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地
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東

大

宮

地
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中
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西

地
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中
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東

地

区
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(3)　民生委員・児童委員の活動状況（令和4年度）

(4)　民生委員・児童委員活動費及び協議会補助（令和4年度）

○民生委員・児童委員活動費補助金 円

○主任児童委員活動費補助金 円

○地区会長活動費補助 円

○民生委員全国大会出席補助 円

○全国主任児童委員研修会出席補助 円

○民生委員協議会運営費補助 円

○地区会長研修補助 円

○地区民児協運営補助 円

円

円

○市民生委員児童委員大会補助 円

民生委員・児童委員 民生委員・児童委員

うち　　　　　　　　　　　　　
主任児童委員

うち　　　　　　　　　　　　　
主任児童委員

在 宅 福 祉 508 7 調 査 ・ 実 態 把 握 3,597 345

介 護 保 険 465 4
行事･事業・会議へ
の 参 加 ・ 協 力 14,058 1,362

健 康 ・ 保 健 医 療 777 62
地域福祉活動 ・
自 主 活 動 45,933 4,285

子育て・母子保健 385 173 民児協運営・研修 19,289 1,387

子どもの地域生活 2,003 617 証 明 事 務 692 41

子 ど も の 教 育
・ 学 校 生 活 1,293 803

要保護児童の発見の
通 告 ・ 仲 介 169 70

生 活 費 340 43

年 金 ･ 保 険 54 4 訪 問 ・ 連 絡 活 動 78,014 1,334

仕 事 98 36 そ の 他 37,451 471

家 族 関 係 525 41

住 居 268 12 委 員 相 互 40,003 4,972

生 活 環 境 733 47 その他の関係機関 23,064 2,699

日 常 的 な 支 援 5,748 288
※連絡調整回数

そ の 他 4,739 223 活 動 日 数 104,855 8,202

合 計 17,936 2,360

高齢者に関すること 9,350 201

障がい者に関すること 1,023 74

子どもに関すること 4,555 1,790

そ の 他 3,008 295

合 計 17,936 2,360

区　　　分 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

83,523,400

6,555,600

1,404,000

500,000

0

557,250

0

5,326,700

○部会研修補助 893,000

○地区民児協研修補助 1,486,000

0

項　　　目 項　　　目

訪
問
回
数

連
絡
回
数

分　
　

野　
　

別

民 生 委 員 活 動 費
補 助 金

91,483,000 円

そ
の
他
の
活
動
件
数

 
相
 
談
 
・
 
支　

援
 
件
 
数

内　
　

容　
　

別

8,762,950 円宮 崎 市 民 生 委 員
児 童 委 員 協 議 会
運 営 補 助 金
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4．生きがい活動支援事業

高齢社会において価値観が多様化する中、高齢者が心の豊かさや生きがいを実感できるよう、令

和 3年度から 5年度までを計画期間とする宮崎市民長寿支援プラン「第 9次高齢者福祉計画・第 8

期介護保険事業計画」に基づいた施策の充実に努めます。また、高齢者自身も豊かな知識・経験を

活用して自発的な社会参加に取り組むなど、自らの生きがいを見つける姿勢が求められています。

(1) 老人クラブ活動に対する支援

老人クラブ(さんさんクラブ)は、高齢者が多年にわたる知識や経験を活かし、地域の諸団体と協

同して地域を豊かにする社会活動を行う自主団体です。

その指導機関である市老人クラブ連合会(市老連)は、単位クラブの運営全般に係る指導助言・連

絡調整の他、加入促進など組織強化の取組みを行い、活動を支援しています。

市老連の主な活動内容としては、スポーツや研修などの生きがいと健康づくり事業、友愛・奉仕

活動、啓発広報活動などですが、これらの活動を支援することで高齢者の社会参加を促しています。

① 老人クラブ数・会員数の推移 （各年度末現在）

② 単位老人クラブに対する助成

単位老人クラブに対し、会員の社会奉仕、教養の向上、健康増進活動を推進するためその活動

費用を助成しています。

○ 単位老人クラブ活動育成補助

○令和 4年度活動状況

③ 市老人クラブ連合会に対する助成

単位老人クラブの指導機関である市老人クラブ連合会（市老連）に対して、活動費や運営費を

助成しています。

【市老連の実施する主な事業】

・さんさんクラブ大会

年度

区分
平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

ク ラ ブ 数 197 191 189 181 179

会 員 数 （ 人 ） 8,603 8,302 8,116 7,693 7,440

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

クラブ数
正規 155 143 136

小規模 34 38 43

助成額（円） 9,184,032 8,812,224 8,580,672

社会奉仕活動 教養健康講座 健康増進活動

開催回数（回） 延べ参加人員（人） 開催回数（回） 延べ参加人員（人） 開催回数（回） 延べ参加人員（人）

13,431 41,482 1,164 13,856 6,331 62,018

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

助成額（千円） 4,824 4,721 4,679

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

参 加 人 員（人） 中止 450 461
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・スポーツ大会

・研修会の開催…女性部役員研修会等

・広報活動…広報紙の作成等

④ 事務局運営費補助

市老連事務局の運営費及び、旧 4町の地区老人クラブ連合会が地域性のある事業実施を維持す

るための運営費を補助しています。

⑤ 老人クラブ新規結成補助事業

新規結成に係る経費を助成するため、結成時に 1クラブあたり 30,000 円を交付しています。

⑥ 老人クラブ組織強化事業

会員数が減少傾向にある単位クラブの組織を強化し、新規会員の加入促進を図るため、市老連

に活動推進員を置き、クラブ活動の助言・支援を行うとともに、リーダーとなる人材を育成する

ための活動費を助成しています。

助成額 2,165 千円

⑦ 若手リーダー育成強化事業

会員拡大に向けた活動の充実や若手リーダーの養成を図るため、活動費の一部を助成していま

す。

助成額 3,173 千円

(2) 百歳長寿祝品贈呈事業

百歳の長寿者に深く敬意を表すとともに多年の努力と功績を祝福するため、祝品を贈呈していま

す。

(3) 金婚祝賀会事業

結婚以来 50 年、苦楽を共にし、お互いに励まし合い、今日の平和な時代を築き上げてこられた

御夫妻に感謝するとともに、一層の円満な生活と長寿を願い、昭和 50 年度から毎年開催していま

す。なお、合併に伴い、清武町域については平成 22 年度から、旧宮崎市域と金婚祝賀会を合同で

開催しています。

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

参 加 人 員（人） 中止 地区毎分散開催 地区毎分散開催

年度

地域
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

助
成
額
（
千
円
）

宮 崎 2,000 2,000 2,000

佐土原 813 813 813

田 野 326 326 326

高 岡 338 338 338

清 武 386 386 386

合計（千円） 3,863 3,863 3,863

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

新規結成クラブ数 （クラブ） 5 3 4

助 成 額 (千円) 150 90 120

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

祝

品
対 象 者 （ 人 ） 158 165 156
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○旧宮崎市域及び清武町域

【参考】

佐土原町・田野町・高岡町域については、それぞれの町域で金婚祝賀会が開催され、総合支所に

て事業費の補助を行っています。

○佐土原町域

○田野町域

○高岡町域

(4) 敬老バス事業

高齢者の社会参加を促進するため、70 歳以上の高齢者に対し、1乗車 100 円でバスの利用ができ

る宮崎市敬老バスカの発行と、65 歳以上 69 歳以下の方に宮崎交通㈱の販売する悠々パスの購入補

助を行っています。

・宮崎市敬老バスカ

※但し、Ａについては有効期限切れカード等を含む

・悠々パス半年券購入補助

(5) 高齢者移動安全確保事業

高齢者が自動車運転免許証を返納した後でも、安心して生活を送れるよう、路線バス利用に必

要な交通系ＩＣカードの購入費用の助成や、特典付与を行っています。（令和元年度新規事業）

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

申 込 組 数 （組） 72 83 80

参 加 組 数 （組） 46 59 54

事 業 費 (千円) 1,307 1,425 1,515

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

申 込 組 数 （組） 23 32 21

参 加 組 数 （組） 10 28 17

事 業 費 (千円) 20 353 263

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

申 込 組 数 （組） 8 12 6

参 加 組 数 （組） 8 11 6

事 業 費 (千円) 111 151 120

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

申 込 組 数 （組） 10 5 6

参 加 組 数 （組） 10 5 6

事 業 費 (千円) 171 139 151

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

年度末保有者（人） Ａ 55,608 56,541 57,427

保有

率

年 度 末 現 在 で の

70歳以上人口(人) Ｂ
85,746 87,906 89,137

（Ａ）／（Ｂ）（％） 64.85 64.32 64.43

委託金額（千円） 221,266 221,237 238,320

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

交 付 実 績 （ 枚 ） 142 136 163

補 助 金 額 （ 千 円 ） 355 340 408
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(6) 敬老祝金支給事業

市単独事業により高齢者に対し、敬老祝金を贈呈することにより、敬老の意を表すとともに、そ

の福祉の増進を図ることを目的として毎年 9月に実施しています。

○対象者：9月 15 日現在において、次の各号に該当する方

(ア)88 歳の者

(イ)1 年以上宮崎市の住民基本台帳に記録されている者

(7) 老人福祉センター、老人いこいの家

高齢者が趣味や娯楽を通じ、相互の信頼・親睦を深めることで、老後の生きがいを高めることを

目的としています。

令和3年度から北部老人福祉センターは、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 九州･

沖縄支店、南部老人福祉センター外 3施設は、社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団を指定管理者と

して運営しています。

年度

区分

令和 3年度 令和 4年度

助成件数（人） 事業費（千円） 助成件数（人） 事業費（千円）

敬 老 バ ス カ 特 典 付 与 590 2,950 553 2,765

悠 々 パ ス 購 入 費 一 部 助 成 12 90 11 83

区分

年度

80 歳 88 歳 合 計

人数(人) 金額(千円) 人数(人) 金額(千円) 人数(人) 金額(千円)

2 3,213 32,130 2,028 40,560 5,241 72,690

3 3,998 39,980 2,213 44,260 6,211 84,240

4 3,876 38,760 2,136 42,720 6,012 81,480

施設名

区 分

北 部 老 人

福祉 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

南 部 老 人

福祉 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

赤 江 老 人

福祉 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
住 吉 老 人
い こ い の 家

古 城 老 人
い こ い の 家

建 物 の 構 造

鉄筋コンク

リート造

3階建

鉄筋コンク

リート造

2階建

鉄筋コンク

リート造

平屋建

木造平屋建

敷 地 面 積 ( ㎡ ) 5,150.31 5,676.61 2,175.00 2,863.59 4,523.98

延 床 面 積 ( ㎡ ) 1,834.23 853.80 416.39 285.69 274.32

開 館 年 月 日 H23.10.1 S55.5.1 S57.5.1 S52.4.1 S58.7.1

令和 4 年度利用者数(人) 50,063 20,159 13,832 3,657 7,700

内

訳

延

人

数

サ

ー

ク

ル

活

動

囲 碁 ・ 将 棋 5,129 2,213 431 0 0

カ ラ オ ケ 1,411 827 566 295 766

ダ ン ス ・ 舞 踊 4,610 171 421 0 112

ゲ ー ト ボ ー ル

グランドゴルフ
0 1,854 1,404 433 133

健康体操・体操 1,207 4,000 3,973 1,529 102

そ の 他 6,547 4,090 1,332 0 726

浴 場 10,966 8,401 4,342 0 5,017

マ ッ サ ー ジ 機 6,663 4,722 3,488 2,068 1,593

相 談 147 88 76 53 57

高 電 位 治 療 器 8,279 13,759 4,531 3,880 6,072
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(8) 老人福祉館

昭和 49年 4月 1日より、旧高岡町で運営してきた老人福祉館を、平成 18 年 1 月の合併により宮

崎市老人福祉館として運営しています。平成 30 年度から社会福祉法人慶明会を指定管理者として

運営しています。

福祉館利用者数 （単位：人）

(9) 高齢者ふれあい室

地域の高齢者がより身近な場所で、談話や趣味を通してふれあい交流できるよう、複合施設等に

高齢者用の和室を設置しています。 利用者数（単位：人）

(10) 内海やっこ荘管理運営事業

高齢者等の地域の人はもとより、広く市民が利用出来る施設として、旧内海貯木場跡地に平成 2

年 7月に開館しました。

(11) 大塚台地域福祉コミュニティセンター管理運営事業

地域の高齢化対策と地域住民の福祉活動の拠点として、学校の空き教室を利用し平成 10年 10 月

に開設しました。平成 18 年度から大塚台地区社会福祉協議会を指定管理者として運営しています。

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

高岡老人福祉館「百寿荘」 1,998 1,829 3,110

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

生 目 台 地 区 交 流 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

高 齢 者 ふ れ あ い 室
1,384 1,044 1,477

自 然 休 養 村 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

高 齢 者 ふ れ あ い 室
8,392 7,726 7,437

宮崎西地区交流センター

ふ れ あ い 室
1,243 1,038 1,434

宮 崎 東 地 区 交 流 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

高 齢 者 ふ れ あ い 室
372 377 706

宮 崎 地 区 交 流 セ ン タ ー

高 齢 者 ふ れ あ い 室
2,837 2,141 2,890

西部地区農村環境改善ｾﾝﾀｰ

高齢者ふれあい室・浴室
6,204 4,156 4,819

佐土原地区交流センター

高 齢 者 ふ れ あ い 室
92 135 295

広 瀬 地 区 交 流 セ ン タ ー

高 齢 者 ふ れ あ い 室
33 15 67

加 納 地 区 交 流 セ ン タ ー

高 齢 者 ふ れ あ い 室
528 498 697

青 島 地 区 交 流 セ ン タ ー

高 齢 者 ふ れ あ い 室
37 28 251

清 武 地 区 交 流 セ ン タ ー

高 齢 者 ふ れ あ い 室
544 617 832

生 目 地 区 交 流 セ ン タ ー

高 齢 者 ふ れ あ い 室
― ― 738

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

利 用 者 （ 人 ） 1,990 1,957 1,856

年度

区分
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

利 用 者 （ 人 ） 5,435 4,808 6,426
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5．成年後見制度

(1) 成年後見制度利用支援事業

認知症やその他の障がいにより判断能力が低下し、本人や親族等による申立て手続きが期待できな

い方について、市長が後見等開始の申立て手続き（市長申立て）を行います。また、助成を受けなけ

れば成年後見制度の利用が困難な状況にある場合には、申立てに要する費用の助成や、後見人等への

報酬助成を行っています。

・高齢 （※介護保険特別会計）

・知的障がい

(2) 認知症高齢者等の権利擁護体制整備事業

2025 年問題を背景とする認知症高齢者等の増加に伴い、成年後見制度の利用者数も年々増加してお

り、今後も利用者数が増えることが予想されます。それに伴い、後見人等の受任者が足りなくなるこ

とも考えられるため、新たな後見人等の受任者として、専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士等）

以外の市民後見人でも選任される仕組みを構築し、認知症高齢者等が安定的に成年後見制度を利用で

きる体制を整備します。

(3) 成年後見利用促進事業

認知症やその他の障がいにより判断能力が低下した方の身上保護や財産管理を図るため、成年後見

制度利用の必要性が高まっています。制度の利用が必要でも制度を知らないことで利用に繋がらない

可能性もあるため、制度の周知・広報や必要な支援等を行い、制度の利用を必要とする方が、尊厳の

ある本人らしい生活を継続することができる体制の整備を目指します。

年度
区分

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

市長申立件数 (件) 28 31 34

年度
区分

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

市長申立件数 (件) 3 2 2

年度
区分 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

受任件数 （件） 34 31 31

後見支援員数 （人） 34 31 36

市民後見人数 （人） 2 4 5



(1) 社会福祉施設の設置認可等

　　社会福祉法人が社会福祉施設を設置する際に、その設置の認可等を与える権限が中核市に移譲さ

　れました。

　　［設置認可等対象施設］

　　　＜障がい福祉対象施設＞

　　①　障がい者支援施設

　　　＜老人福祉施設＞

　　①　養護老人ホーム　　　　②　特別養護老人ホーム　　　　③　軽費老人ホーム

　　　＜児童福祉施設等＞

　　①　保育所　　　　　　　　②　幼保連携型認定こども園　　③　保育所型認定こども園

　　④　母子生活支援施設　　　⑤　助産施設　　　　　　　　　⑥　家庭的保育事業等

　　　＜保護施設＞

　　①　救護施設　　　　　　　②　更生施設　　　　　　　　　③　医療保護施設

　　④　授産施設　　　　　　　⑤　宿泊提供施設

(2) 社会福祉法人の認可等

　　社会福祉法人の認可等の権限が中核市に移譲されました。

(3) 民間社会福祉施設整備に対する助成

　　社会福祉事業の円滑な発展のためには、民間団体、あるいは個人に期待することが大きく、この

　ため民間社会福祉施設の運営に対しては、国、県、市から措置費が支弁されるほか、施設の新設、

　増改築の整備に対しては市においても助成しています。

（単位：円）

※施設名称は、補助決定時点のもの。

6．その他の福祉施策

令　和　2　年　度 令　和　3　年　度 令　和　4　年　度

施 設 名 称 金 額 施 設 名 称 金 額 施 設 名 称 金 額

5 ヶ所 318,314,000 3 ヶ所 203,017,000 1 ヶ所 73,312,000 

グ ル ー プ ホ ー ム
ワ ン デ ィ 18,395,000 レキップささき取越 10,456,000 ぎ ん な ん 保 育 園 73,312,000 

グループホーム共生 33,600,000 大塚あけぼの幼稚園 101,424,000 

グ ル ー プ ホ ー ム
あ お ぞ ら 33,600,000 曽 師 保 育 所 91,137,000 

中央ヴィラこども園 194,160,000 

第２あけぼの保育園 38,559,000 
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(4) みやざき健康ふくしまつり補助事業

　

【令和4年度実績】 ※令和2、3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止

日　　時：令和4年11月3日（木・祝）　10:00～15:00

場　　所：フローランテ宮崎

参加団体：51団体

来場者数：8,113人

主要イベント内容：福祉団体等による買い物・グルメコーナー、体験・プレイコーナー、

　　　　　　　　　  防災コーナー、ステージイベント、健康づくりコーナー　等

(5) 宮崎特攻基地慰霊祭の開催

宮崎特攻基地慰霊碑：昭和58年3月建立　　　799柱合祀

【令和4年度実績】 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、実行委員会委員のみで開催

日　　時：令和4年4月10日（日）　11：00～11：25

参加人数：24人

(6) 火災等見舞金の支給

①災害見舞金及び災害弔慰金の支給

　　宮崎市内で発生した火災や自然災害等により、住家に被害を受けた被災者へ見舞金等を支

　給します。

　 【令和4年度実績】

②宮崎県・市町村災害時安心基金支援金の交付

　　自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者に対して支給される「宮崎県・市町村

　災害時安心基金支援金」の交付を行います。

【令和4年度実績】

区　　分 世帯当たり支給金額（円） 支給件数（件）

全 焼 ( 全 壊 ) 50,000 4
半 焼 ( 半 壊 ) 30,000 22
部分焼(床上浸水) 10,000 18

弔慰金（一人につき 100,000円） 2
計 46

区分 世帯当たり支給金額（円） 支給件数（件）

全壊 200,000 0

大規模半壊 150,000 3

半壊(床上浸水含む) 100,000 29

計 32

　福祉・医療・健康づくり団体やボランティアと協力して、市民に健康づくりや福祉について
考える機会を提供するとともに、障がい者団体等との交流を通して相互理解を深める為に開催
される「みやざき健康ふくしまつり」に対して、実行委員会へ運営費の一部を補助しています。

　恒久平和についての認識を深め、二度と悲惨な戦争を行わないように意識啓発を行うため、
旧赤江飛行場の跡地に建立された「宮崎特攻基地慰霊碑」において、宮崎特攻基地慰霊碑奉賛
会、赤江・本郷地区、宮崎市の三者により開催される慰霊祭の費用の一部を補助しています。
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(7) 宮崎市社会福祉大会の開催

　て宮崎市社会福祉大会を開催しています。

【令和4年度実績】

　 令和5年2月10日(金) 14：00～16：00

第72回宮崎市福祉大会

宮崎市民文化ホール　大ホール

宮崎市

社会福祉法人　宮崎市社会福祉協議会

社会福祉法人　宮崎県共同募金会宮崎市共同募金委員会

<厚生労働大臣表彰>

□ 民生委員・児童委員功労者　2名

<宮崎市長表彰>

□ 民生委員・児童委員（15年以上）46名　（9年以上）86名

□ 保護司　2名

□ 社会福祉施設職員　5名

□ ホームヘルパー　1名

□ 社会福祉事業団体関係者　4名

□ ボランティア個人　13名

□ ボランティア団体　3団体

□ 自立更生者　1名

<宮崎市社会福祉協議会会長表彰>

□ 民間社会福祉事業功労者　4名

□ 社会福祉事業協力者（ボランティア）108名、4団体

□ 自助努力者

<宮崎県共同募金会宮崎市共同募金委員会会長表彰>

□ 奉仕功労者　1団体

演題「地域で守る子どもの命」

講師　宮崎県立看護大学名誉教授　花野　典子　氏

　市民と社会福祉事業関係者が一堂に会し、社会福祉の発展に功績のあった人々の顕彰を行い、感謝

　の意を表するとともに、相互の連携と決意を新たにし、社会福祉の一層の充実を図ることを目的とし

日　時：

名　称：

場　所：

主　催：

表　彰：

講　演：
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（ 福祉部 ）

障がい福祉課
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1．第 4期 宮崎市障がい者計画

宮崎市では、平成 25 年 3 月に策定した「宮崎市障がい者計画（第 3期）」の計画期間が令和 4年

度で終了することに伴い、令和 5年 3月に「第 4 期 宮崎市障がい者計画」を策定しました。

○障がい者計画について

障がい者計画は、宮崎市における障がいのある人の状況等を踏まえ、障がいのある人のための

施策に関する基本的な計画として、障害者基本法に基づき策定するものです。

○計画の策定について

計画の策定にあたり、アンケート調査を実施したほか、宮崎市自立支援協議会、宮崎市障がい

者施策推進協議会の開催等を通じて、幅広い意見を反映させた計画の策定に努めました。

○計画の基本理念

○計画の期間

令和 5年度から令和 11 年度までの 7年間

○計画の基本目標及び基本施策

裏面「施策の体系」のとおり。

障がいのある人もない人も共に支え合い、安心して暮らし、社会に参加できるまちづくり

本計画については、宮崎市ホームページ（以下のＵＲＬ）に全文を掲載しています。

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1368443902574/index.html
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○施策の体系
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2．障がい者（児）の状況

(1) 身体障がい者手帳

① 障がい別 （令和 5年 3月 31 日現在） （単位：人）

② 者・児別 （令和 5年 3月 31 日現在） （単位：人）

(2) 療育手帳

知的障がいのある人が交付の対象で、各種の福祉サービスを受けるための基本となるもので

す。

療育手帳所持者数 3,882 人（Ａ 1,601 人、Ｂ1 1,078 人、Ｂ2 1,203 人）

（令和 5年 3月 31 日現在）

(3) 精神障がい者保健福祉手帳

精神障がい者の自立と社会復帰・社会参加の促進を図るため、県が行う精神障がい者保健福

祉手帳の交付に係る申請受付等を行います。

手帳所持者数 5,280 人（1級 281 人、2級 2,680 人、3級 2,319 人）

（令和 5年 3月 31 日現在）

区 分 視覚障がい
聴覚・平衡

機能障がい

音声・言語・そし

ゃく機能障がい
肢体不自由 内部障がい 計

18 歳未満

18 歳以上

12

1,185

29

1,508

2

198

237

8,158

87

5,715

367

16,764

区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計

視 覚 障 が い

聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい

肢 体 不 自 由

内 部 障 が い

548

81

10

1,981

3,239

389

277

19

1,825

85

56

136

105

1,379

703

54

595

66

1,901

1,775

113

8

―

886

―

37

440

―

423

―

1,197

1,537

200

8,395

5,802

計 5,859 2,595 2,379 4,391 1,007 900 17,131
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3．自立支援給付

障がいの種別（身体・知的・精神）にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用

できるよう、サービスの仕組みを一元化する「障害者自立支援法」が平成 18年 4 月に施行され、そ

れまでの支援費制度から、「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」からなる、自立支

援給付に再編されました。その後、平成 25 年 4 月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（障害者総合支援法）」が施行され、障がい者の範囲に「難病等」が追加されまし

た。

(1) 居宅介護

自宅にヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事の介護や家事援助などを行います。

支給決定者数 942 人 指定事業所数 70 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(2) 重度訪問介護

重度の肢体不自由者で、常に介護を要する人の自宅にヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食

事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

支給決定者数 29 人 指定事業所数 53か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(3) 同行援護

重度の視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者に対しヘルパーを派遣し、移動

時及びそれに伴う外出先において必要な支援・援助を行います。

支給決定者数 237 人 指定事業所数 35 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(4) 行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有し、常時介護が必要な障がい者等

に対し、外出時の必要な援助を行います。

支給決定者数 3人 指定事業所数 1か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(5) 生活介護

常に介護を必要とする人に、日中、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的

活動又は生産活動の機会を提供します。

支給決定者数 1,074 人 指定事業所数 44 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(6) 自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。

支給決定者数 124 人 指定事業所数 20 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(7) 就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の取得のために

必要な訓練を行います。

支給決定者数 262 人 指定事業所数 24 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(8) 就労継続支援(Ａ型・Ｂ型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。

Ａ型・・・雇用契約に基づき継続的に就労が可能と見込まれる人が対象

支給決定者数 595 人 指定事業所数 30か所 （令和 5年 4月 1日現在）

Ｂ型・・・雇用が困難な人、雇用に結びつかなかった人が対象

支給決定者数 1,075 人 指定事業所数 39 か所 （令和 5年 4月 1日現在）
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(9) 就労定着支援

就労移行支援や就労継続支援(Ａ型・Ｂ型)から一般就労した人に対して、一定期間就労定着

の支援を行います。

支給決定者数 45 人 指定事業所数 7か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(10) 自立生活援助

障がい者の理解力、生活力等を補う観点から、定期的な巡回訪問や随時の対応により、適切

な支援を行います。

支給決定者数 17 人 指定事業所数 5か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(11) 療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日

常生活の世話を行います。

支給決定者数 85 人 指定事業所数 1か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(12) 短期入所

自宅で介護をする人が病気の場合などで、短期間のみ施設に入所した人に、入浴・排せつ・

食事の介護などを行います。

支給決定者数 1,801 人 指定事業所数 33 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(13) 共同生活援助

共同生活を行う住居で、入浴・排せつ・食事の介護、相談、日常生活上の援助を行います。

支給決定者数 454 人 指定事業所数 43 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(14) 施設入所支援

施設に入所した人に、主に夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

支給決定者数 427 人 指定事業所数 7か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(15) 計画相談支援

障がい福祉サービス申請に係る障がい者の心身の状況、その置かれている環境、意向等を勘

案し、「サービス等利用計画」を作成します。

支給決定者数 4,016 人 指定事業所数 47 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(16) 地域移行支援

障がい者支援施設や矯正施設等、若しくは精神科病院から退所、退院する際の住居の確保や

地域生活に移行するための相談、その他必要な支援を行います。

支給決定者数 1人 指定事業所数 23 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(17) 地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に

起因して生じた緊急の事態等に相談、その他必要な支援を行います。

支給決定者数 42 人 指定事業所数 23か所 （令和 5年 4月 1日現在）
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(18) 更生医療

障がいの軽減や機能の回復を図るために必要な治療費の助成を行います。なお、医療機関は

県、市が指定した医療機関に限られます。

（角膜手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法、腎移植術など）

令和 4 年度実績

※保険世帯の前年の所得等に応じた自己負担有り

(19) 自立支援医療（精神通院医療）

精神障がい者の通院について、精神疾患を軽減・回復させることを目的とする医療費の助成

を行います。

受給者数 9,347 人 （令和 5年 3月 31 日現在）

(20) 補装具費支給事業

障がいを補うための装具の購入又は修理に要する費用の支給を行います。

（視覚障害者安全つえ、義眼、補聴器、義手、義足、車椅子等）

令和 4年度実績

給付決定者数（人）
医療費助成

医療事務費（円） 計（円）
件 数 金額（円）

1,771 26,511 824,012,431 1,576,099 825,588,530

項目
購入 修理 計

件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

身体障がい者 602 62,299,568 294 13,860,722 896 76,160,290

身体障がい児 226 25,874,769 83 5,610,456 309 31,485,225
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4．障がい児通所給付

「障害者自立支援法」及び「児童福祉法」の一部改正により、障がい児が身近な地域で障がい特

性に応じた専門的な療育と適切な支援を受けられるよう、児童デイサービス（障害者自立支援法・

市実施）と、知的障がい児通園施設及び肢体不自由児通園施設（児童福祉法・県実施）が「障が

い児通所支援」に再編されました。

(1) 児童発達支援

就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活へ

の適応訓練などを行います。

支給決定者数 215 人 指定事業所数 26 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(2) 医療型児童発達支援

就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活へ

の適応訓練及び治療を行います。

支給決定者数 0人 指定事業所数 0か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(3) 居宅訪問型児童発達支援

児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために、外出することが著しく困難である

と認められた障がい児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生

活への適応訓練その他の必要な支援を行います。

支給決定者数 0人 指定事業所数 1か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(4) 放課後等デイサービス

就学中の障がい児に対して、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流の促進などを行います。

支給決定者数 1,256 人 指定事業所数 79 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(5) 保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための

専門的な支援その他必要な支援を行います。

支給決定者数 92 人 指定事業所数 13か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(6) 障がい児相談支援

障がい児通所給付費の支給申請に係る障がい児の心身の状況、その置かれている環境、障が

い児・保護者の意向等を勘案し、「障がい児支援利用計画」を作成します。

支給決定者数 1,473 人 指定事業所数 40 か所 （令和 5年 4月 1日現在）
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5．地域生活支援事業

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、市が中心となって「地域生活支援事業」を実施します。

(1) ふれあい福祉体験研修事業

市内の教育機関及び民間事業所等において、障がい者及び障がい者福祉関係者による福祉講

話及び福祉体験研修を実施することにより、障がい者との共生社会の実現に向けて市民への理

解促進を図ります。

令和 4年度実績

(2) 障がい理解啓発事業

市民に対する障がい理解啓発のため、（公財）日本財団パラスポーツサポートセンター主催の

あすチャレ！スクールを開催し、市内の小中学生を対象にパラスポーツの体験授業を行うほか、

大街市祭においてパラスポーツであるボッチャ体験会を行います。

また、障害者差別解消法に基づく合理的配慮について理解を促す動画を作成し、事業者に対

し周知啓発を図ります。

令和 4年度実績

(3) 障がい者就労事業所魅力アップ応援事業

障がい者施設や福祉作業所が共同で実施する授産品販売の経営指導や研修により、事業者間

又は企業との連携を強化するとともに、請負業務の受注促進を図るなど、障がい者の自立に向

けた総合的な取組を支援します。

令和 4年度実績

(4) 情報保障・コミュニケーション支援事業

意思疎通を図るうえで困難を伴う障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、障がいの特性に応じた各種支援を実施します。

○ 手話通訳者・要約筆記者派遣事業

聴覚障がい者等の社会生活におけるコミュニケーションの仲介を行うため、手話通訳者・要

約筆記者を派遣します。

令和 4年度実績

○ 手話奉仕員等養成事業

聴覚障がい者や、音声又は言語機能障がい者等の意思疎通を図るため、手話奉仕員及び手話

通訳者の養成講座を行います。

委託先
委託料

(円)

派遣回数

(回)

延べ受講者数

(人)

延べ講師派遣

(人)

(社福)宮崎市社会福祉協議会 700,000 71 4,350 147

イベント名 参加者数（人） 備考

あすチャレ！スクール 314 （小学校 2校、中学校 2 校）

ボッチャ体験会 115

補助先
補助金額

(円)
参加事業所数

製品の販売額

(円)

業務の請負額

(円)

（一社）わくわくネットワーク 4,800,000 36事業所 2,489,740 14,581,205

委託先 委託料（円）
手話通訳者

登録数（人）

要約筆記者

登録数（人）

利用登録

者数（人）

延べ利用

回数（回）

(社福)宮崎県聴覚障害者協会 5,371,948 41 27 165 736
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令和 4年度実績

○ 要約筆記者養成事業

聴覚障がい者や、音声又は言語機能障がい者等の意思疎通を図るため、要約筆記者の養成講

座を行います。

令和 4年度実績

○ 手話ビデオ等作製事業

市の広報紙を手話ビデオ等にして貸し出すことにより、情報バリアフリーを推進するととも

に、聴覚障がい者の自立と社会参加の推進による在宅福祉の向上を図ります。

令和 4年度実績

○ 手話通訳者設置事業

聴覚障がい者等の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行い、さらにその福祉の増

進を図ることを目的に手話通訳者を設置します。

令和 4年度実績

○ 聴覚障がい者支援事業

本市に在住する聴覚障がい者が日常生活や社会生活上で抱える様々な問題に対し、聴覚障が

い者支援員がコミュニケーション等の支援を行い、また聴覚障がい者に必要な情報を収集し発

信する情報支援を行います。

令和 4年度実績

○ 視覚障がい者社会参加支援事業

視覚障がい者の社会参加を促進するため各種教室を開催します。

令和 4年度実績

○ 視覚障がい者相談支援事業

本市に在住する視覚障がい者が日常生活や社会生活上で抱える様々な問題に対し、視覚障が

い者支援員がコミュニケーション等の支援を行い、また視覚障がい者に必要な情報を収集し発

信する情報支援を行います。

令和 4年度実績 （単位：件）

委託先 委託料（円） 項目 修了者数（人）

(社福)宮崎県聴覚障害者協会 2,596,052
手話奉仕員 51

手話通訳者 44

委託先 委託料（円） 項目 受講者数（人）

(社福)宮崎県聴覚障害者協会 981,000 要約筆記者 29

委託先 委託料（円）年間作製本数（本）貸出件数（件）

(社福)宮崎県聴覚障害者協会 1,464,000 535 331

委託先 委託料（円） 手話通訳者設置数（人） 活動件数（件）

(社福)宮崎県聴覚障害者協会 2,614,000 1 605

委託先 委託料（円）
聴覚障がい者

支援員数（人）
活動件数（件）

宮崎市聴覚障害者協会 1,481,000 2 95

委託先 委託料（円） 回数（回） 延べ参加者数（人）

(特非)宮崎市視覚障害者福祉会 312,169 61 499

委託先 サービス関係 生活関係 就業関係 その他 計

(特非)宮崎市視覚障害者福祉会 18 1 0 388 407
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(5) 障がい者の相談支援

障がい福祉課内に障がい者相談員 1名を配置し、生活上の諸問題や諸手続き、案内、代書等

のほか各種の相談業務を行います。

令和 4年度相談状況 （単位：件）

(6) 日常生活用具給付事業

在宅の重度障がい者（児）の日常生活を支援するため、介護・訓練支援用具等の購入費用の

一部を助成します。

令和 4年度実績

(7) 重度障がい者住宅改修費助成事業

在宅の重度障がい者（児）を対象に、住居のバリアフリー化のための改修費を助成すること

により、在宅福祉の増進を図ります。

令和 4年度実績

(8) 福祉バス運行事業

障がい者の団体等が行うスポーツ、レクリエーション、各種講習会等の地域活動及び社会活

動へ参加を促進し、障がい者（児）の福祉の増進を図るため、福祉バスを運行します。

令和 4年度実績

(9) 重度身体障がい者移動支援事業

一般の交通手段の利用が困難な重度身体障がい者に対し、住民参加型による移送サービスを

実施することにより、身体障がい者の在宅福祉の推進及び市民ボランティア活動の促進を図り

ます。

令和 4年度実績

生活関係 職業関係 教育関係 その他 計

119 23 0 697 839

項目 件数（件） 支給金額（円） 備考

日常生活用具 10,062 112,074,713 ストーマ用装具、紙おむつ 他

小児慢性特定疾病児童等

日常生活用具
7 509,000 たん吸引器、ネブライザー(吸入器) 他

補助者数

（人）
改造箇所内訳(箇所)

助成金額

（円）

20

天井リフト 手摺 床段差 床材変更

6,916,318

0 6 3 2

扉 屋外スロープ 車椅子昇降 階段昇降

6 3 1 0

台所 洗面台 エレベーター スペース確保

1 1 0 2

浴槽昇降 浴室 トイレ 給水栓

0 8 1 0

委託先 委託料（円） 運行回数（回） 利用者数（人）

(社福)宮崎市社会福祉協議会 3,271,508 61 889

委託先 利用登録者数（人）延べ利用件数（件）登録ボランティア数（人）

(社福)宮崎市社会福祉協議会 47 428 27
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(10) 外出介護事業

社会生活上の必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の介護を行います。

支給決定者数 1,495 人 指定事業所数 48 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(11) 地域活動支援センターⅠ型事業

精神保健福祉士等の専門職員を配置して、医療･福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための

調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等を行う。また、ピ

アサポーター養成研修を受けた障がい者等が相談に応じる「障がい者ピア活動支援事業」を実施し、

障がい者等の自立や社会参加の促進を図ります。

令和 4年度実績

(12) 地域活動支援センターⅡ型事業

障がい者等に、日常生活における基本的な動作や集団生活への適応訓練、創作的活動又は生

産活動の機会の提供、社会との交流等の機会を提供します。

支給決定者数 31 人 指定事業所数 3か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(13) 地域活動支援センターⅢ型事業

障がい者等に対し、創作的活動及び生産活動の機会を提供する取組を支援します。

令和 4年度実績

(14) 福祉ホーム事業

住居を必要としている障がい者に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に

必要な支援を行います。

入居者数 21 人 （令和 5年 4月 1 日現在）

(15) 訪問入浴サービス事業

家庭において入浴することが困難な重度障がい者（児）に対し、入浴車を派遣して入浴サー

ビスを行います。

支給決定者数 36 人 指定事業所数 6か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(16) 日中一時支援事業

日中に介護者のいない障がい者（児）の一時的な見守りの支援を行います。

支給決定者数 2,066 人 指定事業所数 36 か所 （令和 5年 4月 1日現在）

(17) 宮崎市自立支援協議会活動推進事業

市民への障がい理解、障がい者（児）の就労、医療、生活、教育に関することなど、障がい

者（児）への支援体制に関する課題等の情報を共有し、関係機関との連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた体制の整備など各課題解決に向けた取組を支援します。

令和 4年度実績 研修会（災害に関する研修、シンポジウム等） 7回

委託先 延べ利用者数（人）
専門職員による相談支援

延べ件数（件）

ピアスタッフによる相談

延べ件数（件）

(社福)清樹会 4,176 408 58

(社福)敬尚会 5,482 3,967 65

補助先 施設名 延べ利用者数（人） 補助金額（円）

（特非）はばたき福祉作業所 はばたき 1,683 4,031,000

（特非）宮崎もやいの会 かふぇらて 761 4,758,000

（一社）あわいや 工房・あわいや 370 3,770,000
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(18) 障がい支援区分認定事業

障がい福祉サービス等の利用に必要な障がい支援区分の判定を行うための認定審査会を設置

し、審査会委員及び認定調査員等の資質向上を図りながら、適正な審査判定業務等を行います。

また、国富町及び綾町との事務委託規約に基づき、両町の障がい支援区分の審査判定を行い

ます。

※合議体数 4 審査会委員数 20 人 審査会開催回数 67 回

令和 4年度実績（宮崎市分のみで、国富町分及び綾町分は除く） （単位：件）

(19) 身体障がい者自動車運転免許取得改造助成事業

身体障がい者の社会参加支援のため、自動車の運転免許取得費及び改造費の一部助成を行い

ます。

令和 4年度実績

(20) 障がい者差別解消・虐待防止対策事業

障がい者差別を解消するため、市民への出前講座啓発や職員研修を行うほか、有識者による「障が

い者差別解消地域支援協議会」を設置し、障がい者差別に関する事例報告や対応について検討しま

す。

また、障がい者虐待を防止するため、一時保護委託施設の確保、虐待防止ネットワークの構築、

弁護士会や医師会等の専門機関との連携・協力による介入・支援等を実施することにより、権

利利益の擁護を図ります。

令和 4年度実績 差別相談受付件数 5件

虐待相談・通報・届出件数 108 件 虐待認定件数 5件

(21) 宮崎市障がい者基幹相談支援・虐待防止センター事業

障害者総合支援法及び障害者虐待防止法に基づき、市民の福祉の向上を図るため、障がい者

（児）に対する専門的な相談支援を実施するとともに、地域の相談支援事業所等に対し、専門的

な助言、人材育成を図る取組を実施します。

令和 4年度実績

(22) 医療的ケア児等支援事業

人工呼吸器を装着している障がい児など日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児

等が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉などの関連分野の支援を受けられるために、

コーディネーターを配置し、相談支援や関係機関による会議等を実施することで、医療的ケア児への

支援や介護者の負担軽減等を図りながら、地域移行を推進します。

区分 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計

件数 0 9 171 298 222 162 261 1,123

項目 件数（件） 助成金額（円）

運転免許取得 2 200,000

自動車改造 7 630,000

事業名 事業内容 ＜委託先＞ 実績

基幹相談支援

センター・虐待

防止センター

事業

障がい者（児）とその家族の安定的かつ快適な地域生活

を支援するとともに、各種福祉サービスの相談・利用支

援や生活基盤の確立を行うための必要な支援を実施。

＜(社福)宮崎市社会福祉協議会、(社福)宮崎市社会福祉

事業団、(社福)清樹会、(社福)敬尚会＞

（相談支援件数）

計 8,864 件

巡回支援専門

員整備事業

発達が気になる子どもへの福祉の向上を図るため、保育

所等に通う子どもやその保護者が集まる施設・場に、発

達障がい等に関する知識を有する専門員が巡回支援を

実施。

＜(社福)宮崎市社会福祉事業団＞

（実施回数）

171 回

（相談支援件数）

229 件
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(23) 依存症関連問題改善活動支援事業

アルコール関連問題、薬物依存症及びギャンブル等依存症の理解を深め、適切な治療や支援、

地域での生活を促進するため、民間団体が取り組む依存症についての周知、啓発、相談に係る

活動を支援します。

令和 4年度実績

(24) 重度障がい者等就労・修学支援事業

重度の障がいがある人への就労や修学の支援を充実させ、障がい者の自立や社会参加の促進を

図るため、重度訪問介護等の事業を行うサービス事業者が、一般企業等に就労している対象者に対

し、通勤時や職場等において、座位保持、体位変換、トイレ介助等の支援を行います。

令和 4年度実績

補助先 情報提供（件） 普及啓発（件） 相談活動（件）

（一社）宮崎県精神保健福祉士協会 1 1 0

項目 利用者数 (人) 支給金額

重度障がい者等就労支援 1 677,840 円
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6．その他の障がい福祉施策

(1) 特別障がい者手当等の支給

在宅の重度障がい者に対する福祉施策の一環として、重度障がいにより生じる特別な費用

負担の軽減と重度障がい者の福祉の向上を目的として、昭和 50 年 10 月福祉手当の支給が開

始されました。また、昭和 61 年 4月国民年金法が改正され、障がい基礎年金が創設されたこ

とに伴い、特別児童扶養手当等の支給に関する法律が改正され、特別障がい者手当、障がい

児福祉手当及び福祉手当の支給が開始されました。

令和 4年度実績

(2) 重度障がい者介護金支給事業

在宅の重度障がい者と生計を共にし、介護している人に手当を支給することにより、介護に

要する費用の軽減を図るとともに、その家庭の福祉の向上を図ります。

令和 4年度実績

(3) 重度障がい者福祉タクシー料金等助成事業

外出困難な在宅の重度障がい者（児）に対し、タクシー券又はガソリン券を交付し、日常生

活の利便と社会参加の促進を図ります。

令和 4年度実績

(4) 重度心身障がい者医療費助成事業

重度心身障がい者（児）に対し、医療費を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を

図るもので、身体障がい者手帳 1・2級、療育手帳Ａ又は身体障がい者手帳 3級かつ療育手帳Ｂ

1を所持し、国民年金法に規定する所得制限以下の方を対象にしています。（20 歳未満は所得制

限なし）

平成 7年 4月 1日から保険診療の自己負担額を入院・入院外とも 1人 1か月あたり 1,000 円

を控除した額(20 歳未満は全額)の助成、また、平成 18 年 12 月から入院分の現物給付化(医療

機関窓口で 1,000 円／月だけの支払い)、さらに、令和 2年 8月から入院以外の現物給付化（医

療機関窓口で 1診療報酬明細書ごとに 500 円（調剤は無料）の支払い）の制度改正を行い実施

しています。

令和 4年度実績

項目 特別障がい者手当 障がい児福祉手当 福祉手当 計

受給者数（人） 583 402 9 994

支給金額（円） 184,138,650 70,502,340 1,604,340 256,245,330

受給者数（人） 支給金額（円）

396 13,792,500

交付者数 使用枚数 助成金額（円）

タクシー券 3,364 人

ガソリン券 1,882 人

タクシー券(500 円)：53,311 枚

ガソリン券(500 円)：23,483 枚
38,397,000

受給資格者数（人） 助成延べ人数（人） 延べ件数（件） 助成金額（円）

8,184 80,996 217,844 876,917,514
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(5) 宮崎市障がい者体育センターの運営

障がい者等に、スポーツと健全なレクリエーションの場を提供し、体力の向上と交流を深め

ることにより、障がい者の福祉の増進に資するための体育館を運営します。

(6) 視覚障がい者鍼灸マッサージ業支援事業

視覚障がい者にとって貴重な生業である、あんま、マッサージ、はり、きゅう施術業の奨励

と育成を図るため、施術室等の整備費用の助成を行います。

令和 4年度実績

(7) 視覚障害者マラソン宮崎大会開催事業

平成 3年に開催された「第 1回世界盲人マラソン宮崎大会」をきっかけに、青島太平洋マラ

ソン大会の中に「視覚障がい者の部」が創設されました。現在は「視覚障害者マラソン宮崎大

会」として同時開催されており、障がい者の相互交流や社会参加の促進を図るため、本大会を

支援します。

令和 4年度実績

(8) 腎臓機能障がい者通院費助成事業

在宅の腎臓機能障がい者（児）に対し、通院に利用するためのタクシー券又はガソリン券を

交付し、障がい者本人及び家族の経済的負担の軽減を図ります。

令和 4年度実績

(9) 福祉機器等リサイクル推進事業

在宅の障がい者（児）、高齢者の増加に伴う福祉機器の市民への幅広いニーズを背景に、利用

者の負担軽減と資源の再利用化を目的として、福祉機器、介護用品のリサイクル事業を実施し

ます。

令和 4年度実績

構 造
規 模

設 備
総工費

（千円）

開 館

年月日

令和 4年度

延べ利用状況（人）敷地面積（㎡） 建築面積（㎡）

鉄骨造（一部

ＲＣ造）平屋建
2,358.59 1,076.08

体育室

休憩室
111,380 S55.10.9

障がい者 4,300

その他 7,046

計 11,346

項目 助成件数(件) 助成金額(円)

施術所新規開設 0 0

施術所開設後の整備 1 100,000

参加者数（人） 伴走者数（人） 補助金額（円）

32 52 1,600,000

交付者数 使用枚数 助成金額（円）

タクシー券 438 人

ガソリン券 265 人

タクシー券(500 円)：5,188 枚

ガソリン券(500 円)：3,165 枚
4,176,500

委託先 委託料（円） 取扱物品 受領件数（件） 譲渡件数（件）

(公財)宮崎身体障害者福祉協会 2,410,000
車ｲｽ、特殊ﾍﾞｯﾄﾞ、

ｼｬﾜｰﾁｪｱ他
153 140
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(10) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の言語習得やコミュニケー

ション能力の向上等を図ることを目的に、補聴器の購入及び修理費用の一部を助成します。

令和 4年度実績

(11) 障がい児等療育支援事業

療育に関する専門的な支援を必要とする障がい児等やその家族が、身近な地域で療育等に関する

相談等を受けられるよう、専門員による訪問支援や障がい児等の療育支援に関わる職員への技術的

な指導等を行い、地域における療育の向上を図ります。

令和 4年度実績

項目 給付決定者数（人） 助成金額（円）

新規購入 5 493,210

更新 1 74,765

修理 2 24,641

委託先 訪問療育支援 外来療育支援 施設職員等支援

(社福)宮崎市社会福祉事業団 11 138 10

(社福)宮崎県社会福祉事業団 0 200 110

(社福)巴会 129 1 66



（ 福祉部 ）

地域包括ケア推進課
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1．介護保険事業・高齢者福祉事業

［高齢者福祉の状況］

「超高齢社会」に突入しているわが国の高齢化率は、先進国のなかでも最も高く、今後も上昇を続

けていくことが見込まれています。また、70 歳を迎えた団塊の世代も 2025 年にはすべて 75 歳となり、

高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯の増加や高齢者が高齢者を介護する、いわゆる「老老介護」の増

加など、在宅での介護力が低下し、在宅生活を継続できなくなるケースの増加も見込まれています。

本市でも同様の傾向にあり、高齢者を取り巻く環境はますます厳しくなることから、一人暮らしの

高齢者や認知症高齢者などをボランティアや地域内の身近な住民で支え合うなど、地域ぐるみでの支

援体制の充実が求められます。

このような状況の中、本市では、すべての高齢者が住み慣れた地域の中で、安心して暮らせるよう、

「地域包括ケアシステム」の構築をさらに進めていくため、関係各課並びに関係機関と連携し取り組

んでいきます。

今年度は、３箇年の事業計画となる宮崎市民長寿支援プラン「第 9次高齢者福祉計画・第 8期介護

保険事業計画」の最終年度となり、併せて、次期計画の策定の年となることから、これまで実施して

きた各種施策及び各種事業の成果を検証し、ますます高齢者福祉が充実できるための方策を検討して

いきます。

宮崎市の 65 歳以上の人口

10 月 1 日現在の住基人口に基づく割合

令和４年度

○ 65 歳以上の総人口に占める割合 ×100＝28.7％

○ 75 歳以上（後期高齢者）の人口 57,790 人（男 22,381 人、女 35,409 人)

46,169 47,054 47,912 48,568 48,815

62,615 63,685 64,616 65,538 66,019

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

26.0%

26.5%

27.0%

27.5%

28.0%

28.5%

29.0%
男 女 総人口に占める割合

108,784 110,739 112,528 114,106 114,834

年度

区分
H30 R1 R2 R3 R4

全 人 口 （ 人 ） 403,149 402,615 401,790 401,226 399,927

75 歳以上人口（人） 53,054 54,424 55,073 55,365 57,790

後期高齢者の割合(％) 13.2 13.5 13.7 13.8 14.5

114,834 人

399,927 人



- 78 -

(１) 地域支援事業

地域支援事業は、市町村が実施主体となり、介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が

要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても可能な限り地域

において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために創設されたものです。

地域支援事業は、包括的支援事業・任意事業、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防

事業で構成されています。

①介護予防・日常生活支援総合事業

１．介護予防・生活支援サービス事業

ア．訪問型および通所型サービス

要支援認定者や事業対象者の方の訪問介護（ホームヘルプ）と通所介護（デイサービス）

と、宮崎市独自に自立支援・重度化防止の観点から高齢者のニーズに対応できるよう下表の

サービスを構築し、介護保険事業所等で提供しています。

〈介護予防・生活支援サービス事業者数（令和 5年 4月 1日現在）〉

イ．栄養ケアマネジメント配食サービス事業

栄養面からの高齢者の自立支援・重度化防止を図るために、在宅の高齢者の身体状態や疾

患に合った食事を一定期間提供することで、食生活の改善を目指します。

ウ．介護予防ケアマネジメント事業

高齢者が地域において自立した日常生活を送るため、地域包括支援センター等が要支援者

等のアセスメントを実施し、介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合に、介護予防

プラン(支援計画書)を作成します。

②一般介護予防事業

ア．地域包括ケアシステム啓発事業

幅広い世代の市民ニーズに対応するため、市のホームページ内に地域包括ケアシステムの

特設ページを設け、市民意識の醸成を図ります。今後も、介護保険制度や地域包括ケアシス

テムの重要性について、積極的な広報活動に努めます。

介護予防・生活支援サービス名 事業者数 介護予防・生活支援サービス名 事業者数

介護予防型訪問サービス 113 介護予防型通所サービス 187

訪問型家事援助サービス 8
通所型短期集中サービス
（運動プログラム）

14

訪問型短期集中サービス
（運動プログラム）

8
通所型短期集中サービス
（教室型プログラム）

9

訪問型短期集中サービス
（栄養プログラム）

4
通所型短期集中サービス
（栄養プログラム）

6

訪問型短期集中サービス
（口腔プログラム）

5
通所型短期集中サービス
（口腔プログラム）

7

訪問型短期集中サービス
（介護予防ヘルプサービス）

3
栄養ケアマネジメント
配食サービス

2
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イ．ぐるみん宮崎推進拠点事業

地域包括ケアシステム（ぐるみん宮崎）の地域拠点を設置し、地域の介護予防・生活支援の

充実を図ります。集いの場の設置、各団体向けの介護予防講座の実施、地域共生活動などを委

託し実施します。

ウ．フレイル予防短期スクール事業

運動の実践や、栄養、口腔の改善に取り組まないでいると要介護状態に至りやすい虚弱高齢

者（フレイル層）を対象に、介護予防の正しい知識を習得し、介護予防の取り組みを日常生活

の中で習慣化できるよう3か月の短期スクールを実施します。市内の介護事業所などに委託し

実施します。

エ. 介護予防手帳配布事業

健康づくりやフレイル予防の情報等を盛り込んだ「手帳本体」と、自身の日々の健康状態を

管理する「記録ノート」をセットにした「介護予防手帳」の配布を通じて、高齢者自身の自己

管理の意識を高め、日々や人生の過ごし方について行動変容を促します。

オ．シニア応援ボランティア事業

65 歳以上の高齢者が、地域貢献や社会参加を行うと共に、自らの健康増進を図ることを支

援するため、ボランティア活動を行った場合にポイントを付与し、ポイントに応じて商品券を

支払います。

カ．みんなで体操みんなで健幸事業

概ね 65歳以上の高齢者を対象に、健康の維持・増進のため「健幸運動指導員」による「宮

崎いきいき健幸体操」を盛り込んだ運動教室を市内の老人福祉センター等の拠点施設で開催

しており、併せて地域の自治公民館での開催を支援します。

キ. 住民参画型介護予防・生活支援推進事業

自立支援・重度化防止につながる介護予防活動に身近な地域で参加できるように、通いの場

の設置、介護予防教室（運動、栄養、口腔、認知症予防）の開催を地域住民団体等に補助をし

て実施します。

年度
区分 R1 R2 R3 R4

シニア応援ボランティア登録者総数（ 人 ） 713 705 605 592

シニア応援ボランティア登録施設総数（施設） 307 286 278 282

年度
区分 R1 R2 R3 R4

実施回数 （回） 3,474 2,277 2,871 2,874

参加延べ人数 （人） 44,139 28,750 28,571 32,978

年度
区分 R1 R2 R3 R4

実施箇所 （箇所） 3 8 7 7

延べ開催数 （回） 189 512 551 639

延べ参加者数 （人） 1,971 6,732 5,692 7,518
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ク． 通いの場創出事業

徒歩圏域内に、通いの場を創出することを目的に実施します。通いの場がない地域にお

いて、協定先からの講師等を派遣して、介護予防の必要性を学ぶ 1か月の体験教室を実施

します。終了後は、参加者が主体となって同じ場所で介護予防の取り組みを継続していき

ます。

ケ． 76歳市民一斉健幸チェック事業

76 歳に到達する市内在住者に対し、健幸チェック票（アンケート）を郵送し、返送して

もらうことで実態把握を行います。支援が必要な方を早期に把握し、市の事業等の情報提供

を行うことで、早期の介護予防の取組みを推進します。

③介護予防推進事業

1．保健事業と介護予防の一体的実施事業

高齢者がフレイル状態に移行しないために、後期高齢者健康診査の結果等から把握したフレイ

ル疑いのある高齢者に対して保健師等が個別に支援を行うとともに、医療費や介護給付費等に関

するデータから把握した地域別の健康課題をもとに、地域の実情に合わせ、通いの場等において、

保健師等の医療専門職が健康教育を行います。本事業は、宮崎県後期高齢者医療広域連合から委

託を受けて実施します。

2．オーラルケア・フレイル予防事業

高齢者のフレイルを予防するため、口腔機能の維持向上を目的として、口腔ケア及びフレイル

予防に関する情報誌を作成し、70歳になる方、いきいき歯つらつ健診の対象者である 76歳、81
歳になる方に配付し、受診を促します。また、いきいき歯つらつ健診を受けて口腔機能の低下が

ある方については、歯科医院で口腔プログラムを提供し、口腔機能の改善に繋げます。
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④包括的支援事業及び任意事業

1．地域包括支援センター運営事業

介護予防の中核を担う機関として、市町村が責任主体となって地域包括支援センターの設置が

義務付けられており、平成 22 年 3 月から現在 19箇所設置しております。

この地域包括支援センターの運営に関しては、専門性の確保、中立性・公平性の担保等が求め

られます。

地域包括支援センターの主な役割として、介護予防ケアマネジメント、高齢者の総合相談窓口、

権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント支援等があります。

※表中の委託先法人名及びセンター名については、令和 5年 3月 31 日現在のものです。

委 託 先 センター名 R4 年度委託料(円) 開設年月

社会医療法人 如 月 会 小戸・橘 27,792,442 H20.4

社会医療法人 善 仁 会 中央東・檍北 29,553,394 H18.4

社会福祉法人 慶 明 会 中央西 22,744,437 H22.4

社会福祉法人 親 和 会 檍南 30,455,916 H20.4

一般財団法人 弘 潤 会 東大宮 23,164,070 H20.4

医療法人社団 仁 和 会 大宮 34,407,950 H18.4

社会福祉法人 信 和 会 住吉 36,580,000 H20.4

社会福祉法人 芳 生 会 北 23,310,285 H20.4

社会福祉法人 凌 雲 堂
大塚台・生目台

53,436,384
H18.4

生目・小松台 H24.4

一般社団法人 藤元メディカルシステム 大塚 21,030,928 H20.4

社会医療法人 耕 和 会 赤江 46,915,868 H20.4

社会福祉法人 春 光 会 本郷 25,583,842 H20.4

社会福祉法人 愛 鍼 福 祉 会 木花・青島 27,681,000 H20.4

社会福祉法人 宮崎市社会福祉協議会

大淀

137,613,784

H18.4

佐土原 H18.4

田野 H19.4

高岡 H19.4

清武 H22.3

合計 540,270,300
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2．家族介護者交流事業

高齢者を在宅で介護している家族等を対象に、適切な介護知識や技術を習得し、日頃の身体

的・精神的な負担の軽減を図るための交流会を開催します。

3．認知症高齢者支援事業

ア 認知症サポーター養成

地域住民や様々な職種の方と共に、認知症の人とその家族を地域全体で見守り、支援する

体制づくりを構築します。認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を多様な形で見守

り支援できる認知症サポーターを養成し、その講師役のキャラバンメイトを併せて育成して

います。

平成 28年度からは、小学 5年生を対象としたキッズサポーターの養成にも取り組んでいま

す。

イ 「SOS ネットワークみやざき」運営事業

認知症高齢者等に対する理解を深める啓発活動を行うとともに、地域ネットワークによる

行方不明高齢者等の保護及びその後の適切な対応を図るため、「SOS ネットワークみやざき」

を運営しています。

区分
年度 参加人数(人) 開 催 場 所 委 託 先

R1 218 地域の公民館等で開催（計 17回） ・各地域包括支援センター設置法人

R2 257 地域の公民館等で開催（計 21回）
・各地域包括支援センター設置法人

・認知症の人と家族の会宮崎県支部

R3 39 地域の公民館等で開催（計 7回）

・一般財団法人潤和リハビリテーシ

ョン振興財団

※プロポーザル選定方式による委託

R4 89 地域の公民館等で開催（計 17回）

・一般財団法人潤和リハビリテーシ

ョン振興財団

※プロポーザル選定方式による委託

年度
区分 R1 R2 R3 R4

認知症サポーター養成人数

(延べ人数)
3,914 1,307 1,573 2,123

年度
区分 R1 R2 R3 R4

利 用 者 数 (人) 35（市外 18 含） 52（市外 32含） 52（市外 31 含） 51（市外 39含）
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ウ 認知症高齢者防火支援事業

一人暮らしの認知症高齢者等の防火対策として、電磁調理器、火災警報器、自動消火器、

Ｓｉセンサーコンロ、電子ケトル等の購入費を助成します。

助成件数

エ 認知症高齢者位置検索サービス事業

認知症高齢者等が外出中に道に迷うなどして帰宅できなくなり行方不明になった場合の早

期発見を目的として、認知症高齢者等を抱える家族に対し、現在位置を検索するシステムを

導入する際の初期費用及び利用料の全部または一部を助成します。

新規登録者数

4．高齢者虐待防止推進事業

関係機関及び団体との連携を深め、高齢者虐待防止の取り組みを強化するため、高齢者・障が

い者虐待防止ネットワーク運営委員会を開催するとともに、パンフレットの作成や研修会を開催

し市民への周知・啓発を行います。

5．緊急通報システム事業

慢性疾患などにより、常時注意が必要な一人暮らし高齢者などの緊急時に備えるため、民間

の緊急通報サービスを提供し、利用料の全部または一部を助成します。

年度

区分
R1 R2 R3 R4

電 磁 調 理 器 （ 件 ）

（ 電 磁 調 理 器 、 両 手 鍋 、

片 手 鍋 、 や か ん ）

2 5 8 4

火 災 警 報 器 （ 件 ） 0 1 1 1

自 動 消 火 器 （ 件 ） 1 1 0 0

Ｓ ｉ コ ン ロ （ 件 ） 2 1 0 1

電 子 ケ ト ル （ 件 ） 0 0 1 1

年度

区分
R1 R2 R3 R4

見 守 り ケ ー タ イ ( 件 ) 1 0 1 0

ＧＰＳ端末、ＧＰＳ端末付靴（件） 5 5 9 6

見 守 り シ ー ル （ 件 ） 17 20 11 4

年度

区分
R1 R2 R3 R4

年 度 末 利 用 者 数 ( 人 ) 167 154 152 167

助 成 金 額 ( 円 ) 5,553,331 5,652,959 5,233,500 5,392,866
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6．在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、宮

崎東諸県在宅医療介護連携推進協議会を設置し関係団体の連携を推進するとともに、本市の現状

分析、課題抽出、施策立案を行います。

7．生活支援体制整備等事業

高齢者が自身の意欲や能力を活かして社会に関わり続け、周囲の支えにより地域で自立して暮

らし続けられることが重要です。そのため、市では生活支援コーディネーターの配置を行い、地

域内で不足する住民同士の支え合いや民間等のサービスに係る問題を解決するため、地域住民や

ＮＰＯ等の多様な主体の参画による定期的な情報の共有や地域課題を解決していくための協議

体を設置し、本市の実情にあった地域包括ケアシステム(ぐるみん宮崎)の考え方を普及啓発する
とともに、地域資源の開発や担い手の育成を支援します。

ここでは、地域資源とは、介護予防を促進したり高齢者の日常生活を支えたりしている人や団

体、住民活動や企業の地域貢献を行うために必要なカネ（資金）、住民活動等を行うような箱物

や地域にもともとあり認知されている資源を含んだモノ、関係者や関係機関団体をつなぐネット

ワークと言っています。

ここでは、地域課題とは、地域自治区内に住む高齢者の困りごとを解決するため、地域として

取り組むべきことと言っています。

8. 認知症初期集中支援チーム推進事業

認知症の方及び認知症が疑われる方やその家族で、医療や介護サービスを受けていない方等を

対象に、在宅生活の継続を目的として、地域を巻き込みながら認知症専門医及び複数の専門職で

構成された認知症初期集中支援チームによる支援を行います。

9．認知症カフェ等推進事業

認知症の方やその家族が地域の中で孤立することがないよう、認知症の方が自ら活動し、楽し

める場として、また、介護者にとっては介護負担の相談の場として、地域の人や専門職と相互に

情報を共有し、お互いを理解しあう認知症カフェを支援します。

10．認知症地域支援推進事業

認知症になっても住み慣れた地域のよい環境で生活を継続できるよう、認知症地域支援推進員

を配置し、認知症の方やその家族への相談支援を実施するとともに、医療や介護をはじめとす

る関係機関の連携を図るなど、地域における認知症支援の体制づくりを推進します。

11．地域ケア会議推進事業

高齢者の自立した日常生活の支援や要介護状態の軽減、関係機関の資質向上を図るため、市内

全地域包括支援センター圏域を対象として、薬剤師や管理栄養士、作業療法士等の専門家が助言

者として参画し、要支援認定者等の介護予防プランを検討する「自立支援型地域ケア会議」を通

年開催することにより、「生活の質（ＱＯＬ）」の向上に資する自立支援・重度化防止の取り組み

を強化します。
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（２）介護人材確保

1．家事援助スタッフの養成

総合事業で実施する緩和した基準によるサービス（訪問型サービス A）における新たな担い手
「家事援助スタッフ」を養成するため、「家事援助訪問スタッフ養成講習」を実施します。

2．介護職員就業定着促進支援事業

介護職員等の人材確保に向け、就労支援・定着促進及び離職防止を図るため、6か月以上継続

して就労するなどの要件を満たす場合に、介護職員初任者研修の受講料を補助（上限 4万円）

します。

3．シニア介護助手導入促進に向けた取り組み

人材が不足している介護現場において、身体介護と日常生活支援の業務の機能分化を支援する

とともに、元気な高齢者が介護助手として活躍することで、高齢者自身の生きがいや介護予防に

繋がることを期待し、リーフレットを作成して普及啓発に努めます。

（３）生活支援事業（一般会計で実施）

1．高齢者虐待等一時保護事業

虐待を受けている高齢者又は認知症による身元不明高齢者等の生命及び身体の安全確保を図

るため、養護老人ホーム等において一時的に保護し、心身機能の維持を図るサービスを提供しま

す。（利用に当たっては、対象者世帯の所得状況に応じて負担段階を設定、最大 30日間利用可能）

年度
区分 H30 R1 R2 R3 R4

開催回数 （回） 35 38 32 45 41

検討事例数 （件） 113 139 124 145 96

年度
区分 R1 R2 R3 R4

区

分

利

用

者

虐待による延べ人数 （人） 2 0 5 2

徘徊による延べ人数 （人） 0 0 0 0

そ の 他 延 べ 人 数 （人） 0 1 0 0

延 べ 利 用 日 数 (日間) 92 6 165 10
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(４) その他の生活支援事業

居宅において、日常生活に何らかの支障がある要援護高齢者等で、一人暮らしや高齢者のみの

世帯に属する高齢者や、要援護高齢者等を介護する家族に対して次の事業を行い、高齢者の福祉

の向上に努めています。

①生活支援ショートステイ事業

一時的に在宅での日常生活が困難となる高齢者を対象に、養護老人ホーム等における短期滞在

サービスを提供し、在宅生活の自立を支援します。

事業者：宮崎市内の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

②ふれあい会食補助事業

地域において支援が必要と認められる高齢者を対象に、民生委員児童委員協議会、地区社会福

祉協議会、老人クラブ等の地域で活動する団体による集会型の会食会を行っています。

(５) 保健福祉事業

市町村においては、地域支援事業のほかに第 1号被保険者の保険料を財源として、被保険者全

体や家族等の介護者を対象とした保健福祉事業を実施することができます。

被保険者及び介護者（支援者）全体を対象とし、介護の負担軽減等を図ることにより、在宅生

活の維持向上を目的とした事業であり、高齢化に伴う利用者の増加が予測される状況において安

定した事業運営が必要です。

① 介護用品支給事業

要介護認定を受けている高齢者を在宅で介護している家族に対し家族介護を支援するため、

介護に必要な紙おむつ等の介護用品を支給します。

年度

区分
R1 R2 R3 R4

区

分

利
用
者

生活保護受給者（人） 0 0 0 0

一 般 （ 人 ） 4 4 3 1

利 用 延 べ 日 数 ( 日 間 ) 31 42 39 2

年度

区分
R1 R2 R3 R4

開 催 回 数 ( 回 ) 406 77 120 181

参 加 延 べ 人 数 ( 人 ) 10,694 1,629 2,522 3,964

年度

区分
R1 R2 R3 R4

認 定 者 数 ( 人 ) 969 1,041 1,135 1,207

支 給 金 額 ( 円 ) 33,545,702 35,704,899 38,118,719 39,869,679
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② 生活支援配食サービス事業

在宅で生活する軽度な支援や見守りが必要な高齢者等に対し、それぞれの身体の状況に応じた

食事を提供することで、高齢者等の健康の維持を図り在宅生活の維持・継続を支援することを目

的として実施します。

委 託 先 事業開始 対象地区
年度末

登録人員

（人）

延配食数

(食)

令和4年度委託費

(円)

社会福祉法人 光 輪 会 H9.10
橘、小戸、檍南、中央

東、中央西
49 12,013 10,554,118

社会福祉法人 愛鍼福祉会 H9.10 木花、青島 27 5,950 4,712,100

社会福祉法人 春 生 会 H9.10
赤江西、赤江東、本郷、

大塚台、生目台、大淀、

大塚の一部
41 7,793 6,491,762

社会福祉法人 清 樹 会 H17.4
東大宮、住吉、檍北、

北、生目、小松台、大

宮、大塚の一部
7 2,159 2,045,830

社会福祉法人 明照福祉会 R2.4 佐土原町 14 2,794 2,320,340

社会福祉法人 信 愛 会 H26.4 高岡町 6 1,375 1,438,250

計 144 32,084 27,562,400
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(６) 施設福祉サービス事業

おおむね自立した高齢者のための老人福祉施設として、宮崎市内には養護老人ホーム６箇所、

軽費老人ホーム９箇所（Ａ型２箇所、ケアハウス７箇所）、生活支援ハウス４箇所があります。

（施設数：令和５年３月３１日現在）

① 養護老人ホーム

《養護老人ホームの措置条件》

1）65 歳以上の者

2）環境上の事情による場合

I 日常生活に支障があり、かつ、その者の世話を行なう養護者がないか、又はあっても適切

に養護が出来ないと認められる場合

II 家族又は家族以外の同居者との同居の継続がその者の心身を著しく害すると認められる

場合

III 住居がないか、又は住居があっても狭あいであり環境が劣悪な状態にあるためその者の心

身を著しく害すると認められる場合

3）経済的事情による場合

IV 生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合

V その者、その者の属する世帯の生計中心者が地方税法に規定する市町村民税の所得割を課

されていない者である場合

VI 災害の発生により所得の状況に著しく変動がある等のため、その者の属する世帯又はその

生計中心者がⅣ又はⅤに相当する状態にあると認められる場合

（令和 4年度養護老人ホーム措置状況）

区 分 場 所
定員

(人)

令和 5.3.31 現在

本市措置人員

(人)

令和４年度

毎月 1日付措

置延人数(人)

措置費(円)

養

護

老

人

ホ

ー

ム

明 星 園 宮崎市阿波岐原町 50 49 588 116,421,915

カリタスの園松の寮 〃 吉村町 70 61 737 132,320,566

生 目 幸 明 荘 〃 大字跡江 54 31 370 81,692,488

望 洋 園 〃 佐土原町 50 42 491 98,534,333

長 寿 園 〃 大字浮田 70 55 655 125,716,541

清 流 園 〃 清武町 50 44 552 96,740,119

清 風 園 日南市北郷町 50 1 12 2,812,238

若 葉 荘 延岡市 50 1 12 1,853,896

ラ イ ト ホ ー ム 熊本市 100 1 12 2,005,144

八田荘老人ホーム 堺市 50 1 12 1,861,703

アシステッドリビングみまた 三股町 50 1 9 1,712,550

南 天 園 姶良市 60 1 1 213,742

計 288 3,451 661,885,235
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老人ホーム費用徴収階層別措置人員（令和 5年 3月 31 日現在）

[被措置者分]

[扶養義務者分]

② 軽費老人ホーム

③ 生活支援ハウス

費 用 徴 収 区 分
養 護 老 人 ホ ー ム に

入 所 し て い る 人 （ 人 ）
割 合（％）

非費用徴収者
対 象 収 入 1 階 層

（270,000 円以下）
40 13.9

費 用 徴 収 者
対 象 収 入 2 ～ 3 9 階 層

（270,001 円以上）
248 86.1

計 288 100.0

費 用 徴 収 区 分
養 護 老 人 ホ ー ム に

入 所 し て い る 人 （ 人 ）
割 合（％）

非費用徴収者
扶 養 義 務 者 な し

生 活 保 護 者 ( Ａ 階 層 )

市民税非課税者(Ｂ階層)

276 95.8

費 用 徴 収 者
所得税非課税者(Ｃ階層) 3

4.2
所得税課税者(Ｄ階層) 9

計 288 100.0

区 分 場 所
定員

（人）

令和 5.3.31 現在

入所者数（人）

令和４年度

毎月 1日付

延べ入所者

数（人）

令和４年度

補助金交付額

（円)

Ａ
型

コーポ住吉荘 宮崎市大字塩路 50 46 584 66,547,000

青島荘 〃 大字本郷南方 50 48 568 58,067,000

ケ

ア

ハ

ウ

ス

壱番館 〃 生目台 50 32 452 26,918,000

エバグリーン 〃 大字加江田 20 19 232 7,913,000

ケアトピアみやざき 〃 大字郡司分 50 43 577 20,250,000

芳生ヴィラ 〃 大字大瀬町 30 30 356 23,812,000

ケアハウス島之内 〃 大字島之内 30 30 359 18,327,000

ケアハウス生目の郷 〃 大字小松 50 47 582 24,828,000

シャトル 〃 高岡町 50 42 508 10,167,000

計 380 337 4,218 256,829,000

区 分 場 所
定員

（人）

令和5.3.31現在

入所者数（人）

令和４年度

延べ入所者

数（人）

令和４年度

委託料(円)

生

活

支

援

ハ

ウ

ス

すみのえ

生活支援ハウス
宮崎市島之内 15 6 2,437 13,826,000

生活支援ハウス

星空の都みやざき
〃 吉村町 20 18 6,840 13,826,000

江南よしみ

生活支援ハウス
〃 古城町 20 16 5,465 13,826,000

生活支援ハウス

星空の都さどわら
〃 佐土原町 12 10 4,099 13,826,000

計 67 50 18,841 55,304,000
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（ 福祉部 ）

介護保険課
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1．介護保険事業

高齢化の急速な進展に伴い介護を必要とする人が増加する一方で、少子化に起因する労働人口の減

少や核家族化の進展による一人暮らし高齢者の増加などにより、家庭内だけに介護を頼ることが困難

となる中、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みとして「介護保険制度」が平

成 12年 4月に創設され、今年で 24 年目を迎えることとなりました。

この制度は、利用者自らの選択に基づいたサービスの利用ができる制度で、長期の安定的な財源の

確保や給付と負担を明確にし、高齢者の介護サービスを提供する仕組みとして、公費負担を組み入れ

た社会保険制度で運営されています。

本人や家族が抱えていた介護の不安や負担を社会全体で支えていくための制度でもありますが、本

市では、2015 年（平成 27 年）の高齢化率が 25％を超え、また、団塊世代が後期高齢者（75歳以上）

となる 2025 年（令和 7年）には、生産年齢人口の割合が減少する一方で、高齢者人口の割合は 30％

を超えるなど、高齢者の医療や介護に係る給付費の増大、介護の担い手不足の進行などの問題が深刻

化することが予想されています。このような状況を踏まえ、本市では、第五次宮崎市総合計画の重点

項目として「2025 年問題に対応した『医療・福祉の充実』」を盛り込むとともに、具体的な取り組み

として、住み慣れた地域での生活を支える地域包括ケアシステム（医療・介護・介護予防・住まい・

生活支援・医療介護連携・認知症の分野が包括的に提供される仕組み）の構築を目指す中長期的な計

画となる「宮崎市長寿支援プラン（令和 3年度から令和 5年度まで）」に基づき、施策の充実および介

護保険制度の適切な運営に取り組んでいきます。

(1) 市民に対する広報活動

介護保険制度を社会保険制度として定着させるためには、制度の趣旨や仕組みを市民に十分理解

していただくことが重要となります。そこで、本市では、サービスの利用の仕組みを記載したパン

フレットの配布をはじめ、市広報紙や市ホームページにおける介護保険に関する情報の掲載、出前

講座など、広報活動に取り組んでいます。

(2) 介護保険事業計画

介護保険制度では制度を健全に運営するため市町村の実情に合った事業計画を、3年を一期とし 3

年ごとに見直しを行っています。

本市では、介護保険事業計画および高齢者福祉計画の一体的な計画として、『宮崎市民長寿支援プ

ラン』を策定しています。今回の第 8期介護保険事業計画では「在宅介護の継続」を前回プランか

ら継承することとし、同プランに基づき、引き続き地域包括ケアシステムの構築を推進するなど、

自立支援・重度化防止の考え方に基づいた在宅生活を支援するための介護予防の取組や介護サービ

スの充実に取り組んでいきます。

(3) 介護保険料

65 歳以上の第 1号被保険者の介護保険料の決定及び賦課・徴収は、保険者である市町村の事務と

されています。

一方、40 歳から 64 歳までの第 2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料に上乗

せして徴収しています。本市の国民健康保険に加入している人は、国保年金課が賦課し、国保収納

課が徴収しています。
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介護保険料の徴収には「特別徴収」と「普通徴収」の 2つがあり、「特別徴収」が原則となってい

ます。

特別徴収は介護保険料が年金からあらかじめ差し引かれる方法です。年金の支給月（偶数月）に

2ヵ月分まとめて差し引かれます。老齢基礎年金などの公的年金を年額 18 万円以上受給している人

が対象で、本市の第 1号被保険者の約 9割が特別徴収です。

普通徴収は介護保険料を納付書または口座振替で納めていただく方法です。年金が年額 18 万円未

満の人や老齢福祉年金など介護保険料を差し引く対象となっていない年金の受給者などが該当しま

す。本市の普通徴収の納期は 6月から翌年 3月までの 10期となっています。

令和 4年度現年度分の収納率は 99.19％となっています。普通徴収者に対する積極的な滞納整理に

取り組み、収納率の向上に努めてまいります。

なお、令和元年 10 月の消費税率 10％への引き上げに合わせて、平成 27 年 4 月から行われてきた

低所得者の第１号被保険者の保険料軽減が強化されることとなり、令和元年度から第 3段階まで拡

充しました。

【令和 3年度～令和 5年度の介護保険料年額】

所得段階 対 象 者
基準額に

対する割合
介護保険料額(円)

第 1段階

生活保護の受給者
世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金の受給者
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額
＋合計所得金額が80万円以下の人

×0.30 22,100

第 2段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額

＋合計所得金額が80万円超120万円以下の人
×0.50 36,900

第 3段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額

＋合計所得金額が120万円を超える人
×0.70 51,600

第 4段階
本人が市民税非課税（世帯は課税）で、本人の課税

年金収入額＋合計所得金額が80万円以下の人
×0.85 62,700

第 5段階
本人が市民税非課税（世帯は課税）で、本人の課税

年金収入額＋合計所得金額が80万円を超える人
基準額 73,800

第 6段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円

未満の人
×1.20 88,500

第 7段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円

以上210万円未満の人
×1.35 99,600

第 8段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円

以上320万円未満の人
×1.55 114,300

第 9段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円

以上400万円未満の人
×1.65 121,700

第 10段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円

以上600万円未満の人
×1.95 143,900

第 11段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円

以上800万円未満の人
×2.05 151,200

第 12段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円

以上の人
×2.15 158,600
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※ 「課税年金収入額」とは、公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象

となる種類の年金の収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

※ 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶

養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成 30年４月から合計所得金額か

ら「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所

得を控除（所得段階が第１～５段階のみ）」した額を用いています。令和 3年度からは、第 1

～5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除した金

額、第 6～12 段階の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場

合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から 10万円を控除した金額を用いてい

ます。

【令和 2年度～令和 4年度の介護保険料現年分収納状況】

(4) 要介護（要支援）認定事業

被保険者からの要介護（要支援）認定申請を受け付け、心身の状況等の調査と主治医からの医学

的な意見を基に、介護認定審査会において介護の必要度（要介護状態区分等）についての審査判定

を行っています。

なお、事業の実施にあたっては、宮崎市と国富町・綾町で宮崎東諸県地域介護認定審査会を共同

設置し、審査基準の統一化と認定の公平性・公正性を確保するとともに、審査会運営の効率化を図

っています。

また、審査会における各合議体の判断基準を統一するため、全体会の開催や、認定調査員の研修

等を行うことで資質の向上を図り、公平・公正で円滑な要介護認定事業の推進に努めています。

申 請 状 況（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日)

年度
区分 R2 R3 R4

特 別 徴 収

調定額（円） 6,227,294,400 6,817,040,100 6,911,819,600

収納額（円） 6,227,294,400 6,817,040,100 6,911,819,600

収納率（％） 100.00 100.00 100.00

普 通 徴 収

調定額（円） 704,237,300 771,838,200 756,346,800

収納額（円） 641,770,600 709,600,900 694,103,969

収納率（％） 91.13 91.94 91.77

合 計

調定額（円） 6,931,531,700 7,588,878,300 7,668,166,400

収納額（円） 6,869,065,000 7,526,641,000 7,605,923,569

収納率（％） 99.10 99.18 99.19

申請件数 内訳

16,240
新規 更新 変更

4,857 8,748 2,635
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認 定 状 況（認定者数） (令和5年 3月 31日現在)

(5) 介護サービスの利用

要介護認定で要介護 1～5と認定された被保険者は、次項のＡ表から、要支援 1・2と認定された

被保険者は次項のＢ表から、それぞれサービスを選択し利用することができます。

【在宅サービスを受けるためには】

○要介護 1～5の被保険者の場合

居宅介護支援事業者を選定し、そこに所属する介護支援専門員に相談し、要介護状態に合わせ

た介護サービス計画を作成してもらい、同意の上各サービスを利用することになります。

○要支援 1・2の被保険者の場合

原則として利用者の住所を所管する地域包括支援センターに相談し、同センターに所属する保

健師等が要支援状態に合わせた介護予防サービス計画を作成し、同意の上各サービスを利用する

ことになります。

【施設サービスを受けるためには】※要介護 1～5の方が利用できます。

入所を希望する施設に直接申し込むと、その施設の介護支援専門員がサービス計画を作成し、そ

の計画にもとづいて介護サービスを利用することになります。（介護老人福祉施設への新規入所者

は原則、要介護３以上の方となります。）

【地域密着型サービスを受けるためには】※要介護 1～5の方が利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型

通所介護を受けるには、在宅サービスと同様の流れになります。

○小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護を受ける場合

施設サービスと同様の流れになります。（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護への新

規入所者は原則、要介護３以上の方となります。）

【地域密着型介護予防サービスを受けるためには】※要支援 1・2の方が利用できます。

○介護予防認知症対応型通所介護を受ける場合

在宅サービスと同様の流れになります。

○介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護（※）を受ける場合

施設サービスと同様の流れになります。※要支援 1の方は利用できません。

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 合計

2,201 人 2,475 人 5,303 人 3,058 人 2,331 人 2,059 人 2,033 人 19,460 人
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① 介護保険で受けられるサービス

Ａ表＜要介護 1～5の方が利用できるサービス＞

Ｂ表＜要支援 1・2の方が利用できるサービス＞

※ 介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスは地域支援事業。

地域密着型サービス 居宅サービス 施設サービス

○定期巡回・随時対応型訪問介

護看護

○夜間対応型訪問介護

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○認知症対応型共同生活介護

○地域密着型特定施設入居者

生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

○看護小規模多機能型居宅介護

○地域密着型通所介護

【訪問サービス】

○訪問介護 ○訪問入浴介護

○訪問看護 ○訪問リハビリテーション

○居宅療養管理指導

【通所サービス】

○通所介護 ○通所リハビリテーション

【短期入所サービス】

○短期入所生活介護 ○短期入所療養介護

【その他】

○居宅介護支援 ○特定施設入居者生活介護

○福祉用具貸与 ○住宅改修費の支給

○福祉用具購入費の支給

○介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

※新規入所は原則、

要介護３以上

○介護老人保健施設

（老人保健施設）

○介護療養型医療施設

（療養病床）

○介護医療院

地域密着型介護予防サービス 介護予防サービス

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型共同生活介護

※要支援 1の方は利用できません。

【訪問サービス】

○介護予防訪問入浴介護 ○介護予防訪問看護

○介護予防訪問リハビリテーション

○介護予防居宅療養管理指導

○介護予防型訪問サービス（※）

【 通所サービス】

○介護予防通所リハビリテーション

○介護予防型通所サービス（※）

【短期入所サービス】

○介護予防短期入所生活介護

○介護予防短期入所療養介護

【その他】

○介護予防支援 ○介護予防特定施設入居者生活介護

○介護予防福祉用具貸与 ○介護予防住宅改修費の支給

○介護予防福祉用具購入費の支給
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② サービスの利用状況（令和 4年度）

【高額介護(介護予防)サービス費】

項 目
介護給付 予防給付

件数 金額(円) 件数 金額(円)

居宅（介護予防）サービス 17,941,129,734 667,134,647

訪問介護 48,816 6,349,302,076

訪問入浴介護 1,381 79,535,901 5 166,230

訪問看護 18,651 696,859,949 2,006 57,650,710

訪問リハビリテーション 2,403 86,519,034 402 12,846,326

居宅療養管理指導 59,363 354,980,679 1,733 10,767,637

通所介護 49,897 5,092,330,897

通所リハビリテーション 12,330 967,333,724 7,150 225,772,934

短期入所生活介護 5,618 348,890,031 247 9,029,655

短期入所療養介護(介護老人保健施設) 1,049 67,816,164 29 803,943

短期入所療養介護(介護医療院) 1 53,523 0 0

福祉用具貸与 79,232 993,405,345 17,176 87,935,369

福祉用具購入費 955 30,961,329 526 12,884,661

住宅改修 927 58,720,078 736 51,379,147

特定施設入居者生活介護 6,317 1,179,724,347 1,125 96,097,295

介護予防支援・居宅介護支援 110,461 1,634,696,657 22,450 101,800,740

地域密着型（介護予防）サービス 5,039,099,834 53,457,305

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 713 90,633,527

夜間対応型訪問介護 43 1,142,815

地域密着型通所介護 13,927 1,312,460,587

認知症対応型通所介護 817 101,641,576 21 577,233

小規模多機能型居宅介護 5,313 953,625,665 568 39,247,043

認知症対応型共同生活介護 8,381 2,134,277,584 59 13,633,029

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 264 72,137,118

複合型サービス 1,590 373,180,962

施設サービス 7,686,817,785

介護老人福祉施設 16,039 4,170,430,165

介護老人保健施設 10,203 2,872,215,857

介護療養型医療施設 255 71,448,076

介護医療院 1,607 572,723,687

合 計 30,667,047,353 720,591,952

項 目 件数 金額(円)

利用者負担第四段階 7,378 138,077,694

利用者負担第三段階 18,108 135,250,040

利用者負担第二段階 38,853 483,642,645

利用者負担第一段階 11,444 135,636,942

合 計 75,783 892,607,321
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【高額医療合算介護(介護予防)サービス費】

【特定入所者介護(介護予防)サービス費】

所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限（限度額）が設けられており、これを超

える利用者負担に対して、介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」が給付されます。

【市町村特別給付費】

項 目 件数 金額(円)

現役並み所得者 80 4,258,972

一般 614 24,212,041

低所得Ⅱ 1,398 39,899,604

低所得Ⅰ 2,583 67,143,730

合 計 4,675 135,514,347

項 目 件数 金額(円)

食費 374,388,141

介護老人福祉施設 11,854 225,351,524

介護老人保健施設 5,974 114,560,120

介護療養型医療施設 135 2,702,125

介護医療院 1,024 20,426,570

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 199 3,275,605

短期入所生活介護 2,485 7,337,171

短期入所療養介護(介護老人保健施設) 353 735,026

居住費 249,831,144

介護老人福祉施設 11,977 219,223,361

介護老人保健施設 5,637 9,647,119

介護療養型医療施設 132 161,289

介護医療院 1,057 2,721,183

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 200 3,161,705

短期入所生活介護 2,744 14,447,983

短期入所療養介護(介護老人保健施設) 367 468,504

合 計 624,219,285

項 目 件数 金額(円)

緊急短期入所サービス事業 2 81,360

在宅復帰支援介護サービス費用助成事業 0 0

合 計 2 81,360
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【利用者負担軽減】

1．介護保険利用者負担軽減対策事業（※一般会計で実施）

社会福祉法人等が生活困窮者に対して行う利用者負担の減免に対して助成を行います。

2．介護保険居宅サービス利用者支援事業（※一般会計で実施）

在宅の要支援又は要介護者のうち、特に生活が困窮していると認められる者が居宅サービスを

利用した場合に、利用者負担額の一部を助成します。

③ 介護保険のサービス提供事業所数（令和 5年 4月 1日現在）

※ 介護予防サービス事業所は介護サービス事業所を兼ねる。

※ 本表の介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスは、地域支援事業において実施

し、居宅サービス事業所を兼ねる。

施設サービス事業所数 42

年度
区分 R1 R2 R3 R4

対象法人数 （法人） 5 4 4 4

減免対象者数 （人） 109 114 105 113

年度
区分 R1 R2 R3 R4

認定証交付人数（人） 12 12 7 6

指定居宅介護支援事業所数 122

宮崎市地域包括支援センター設置箇所数 19

指定居宅（介護予防）サービス事業所数 984 （医療系サービスみなし事業所除く）

居宅サービス名 事業所数 介護予防サービス名 事業所数

訪問介護 181 介護予防型訪問サービス（※） 111

通所介護 131 介護予防型通所サービス（※） 116

訪問リハビリテーション 5 介護予防訪問リハビリテーション 5

通所リハビリテーション 12 介護予防通所リハビリテーション 11

訪問看護 77 介護予防訪問看護 76

短期入所生活介護 30 介護予防短期入所生活介護 29

短期入所療養介護 15 介護予防短期入所療養介護 15

訪問入浴介護 6 介護予防訪問入浴介護 5

福祉用具貸与 28 介護予防福祉用具貸与 28

特定福祉用具販売 28 特定介護予防福祉用具販売 28

特定施設入居者生活介護 25 介護予防特定施設入居者生活介護 22

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院

24 12 2 4
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地域密着型（介護予防）サービス事業所数 334

※ 地域密着型介護予防サービス事業所は地域密着型サービス事業所を兼ねる。

※ 本表の介護予防型通所サービスは、地域支援事業において実施し、地域密着型通所介護事

業所を兼ねる。

※ サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所は含まない。

(6) 地域支援事業

地域支援事業は、介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護状態等になることを

予防するとともに、要介護状態になった場合においても可能な限り地域において自立した日常生活

を営むことができるよう支援するために創設されたものです。

地域支援事業は、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業、包括的支援事業、任意

事業で構成されています。

① 包括的支援事業・任意事業

1．介護保険適正化事業

ア サービス利用状況の確認と介護保険サービスの適正利用に対する理解を促すため、認定更新

のお知らせに併せてサービス利用状況を通知します。

イ 居宅介護支援事業所等を訪問し、「ケアプラン作成キャリアアップ講座」で、自立支援・重

度化防止につながるケアプランの作成について助言や支援を行います。

また、介護従事者等に対して「介護従事者現任研修」を開催することで、介護サービスの質

の向上を図ります。

※ 「介護従事者現任研修」の R2から R4の開催については、新型コロナウイルス感染症の
感染状況を踏まえ中止しました。

地域密着型サービス名 事業所数 地域密着型介護予防サービス名 事業所数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4 介護予防認知症対応型通所介護 8

夜間対応型訪問介護 2 介護予防小規模多機能型居宅介護 19

認知症対応型通所介護 11 介護予防認知症対応型共同生活介護 58

小規模多機能型居宅介護 24 介護予防型通所サービス（※） 66

認知症対応型共同生活介護 59

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1

看護小規模多機能型居宅介護 6

地域密着型通所介護 76

年度
区分 R1 R2 R3 R4

通知件数 （件） 11,289 8,890 11,250 10,314

年度
区分

R1 R2 R3 R4

研修種別 現任
研修

キャリア
アップ講座

現任
研修

キャリア
アップ講座

現任
研修

キャリア
アップ講座

現任
研修

キャリア
アップ講座

実施回数 1回 50 回 － 32回 － 2回 － 44回

参加者数 704 人 97 人 － 66人 － 5人 － 102 人
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2．介護保険住宅改修等技術審査事業

適正な住宅改修が行われるよう介護保険住宅改修等の専門的技術を有する機関に審査を委託

します。

3．住宅改修支援事業

指定居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターが、住宅改修を申請する際に必要となる理

由書を作成した際に 1件当たり 2,000 円を支給します。

4．認知症チームケアマネジメント推進事業

介護保険事業者等の認知症ケアマネジメントの質の向上を図るため研修会を実施するととも

に、主任協力員・協力員・地域包括支援センターのさらなる質の向上、連携強化を図ります。

(7) 保健福祉事業

1．介護予防福祉用具購入補助事業

介護保険サービスのうち福祉用具貸与のみを継続的に利用している要支援者で自立が可能な

高齢者に対し、福祉用具購入費の一部を助成します。

年度
区分 R1 R2 R3 R4

審査件数 （件） 986 985 1,059 1,012

年度
区分 R1 R2 R3 R4

理由書作成件数 （件） 243 280 331 263

年度
区分 R1 R2 R3 R4

主任協力員数 （人） 14 16 15 14

協力員数 （人） 11 15 14 13

トレーニング研修受講者数 （人） 35 0 21 15

研修開催回数 （回） 48 46 65 58

延べ受講者数 （人） 183 161 211 188

年度
区分 R1 R2 R3 R4

歩行器 （件） 27 21 23 22

歩行補助つえ （件） 4 3 3 7

スロープ （件） 0 0 2 2



- 101 -

(8) 生活支援事業（※一般会計で実施）

居宅において、日常生活になんらかの支障がある要援護高齢者等で、一人暮らしや高齢者のみの

世帯に属する高齢者や、要援護高齢者等を介護する家族に対して次の事業を行い、高齢者の福祉の

向上に努めています。

1．高齢者等居宅介護住宅改修補助事業

介護保険法の要介護者等を対象に、在宅での日常生活の利便性の向上を図ることを目的として、

浴室・トイレ・スロープ等の改修に要する費用を助成するもので、対象額は 30 万円を上限とし

て実施しています。

なお、要介護者等と生計を一にする親族等に係る前年分の所得税額の合計が 7万円以下である

世帯を対象とし、課税状況により補助率が異なります。

年度
区分 R1 R2 R3 R4

件 数 （件） 182 170 161 174

補 助 額 （円） 21,439,887 18,327,074 20,104,320 18,018,560
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（ 福祉部 ）

社会福祉第一課

社会福祉第二課





令和5年4月1日現在

　※　市外　～　31世帯、31人

令和5年4月1日現在

1．生活保護事業

［管内地区別被保護状況図］

被保護世帯 被保護人員

6,664 8,147 

都城市

三股町

国富町

西都市

綾町

日南市

新富町

高　岡
117世帯
135人

田　野
140世帯
178人

清　武
249世帯
350人

佐土原
273世帯
403人

 北
37世帯
46人

住　吉
292世帯
398人

本　庁
4,249世帯
5,579人

生　目
104世帯
126人

赤　江
879世帯
1,166人

木　花
145世帯
176人

青　島
67世帯
86人

小林市

高鍋町

都城市

三股町

国富町

西都市

綾町

日南市

新富町

高　岡
142世帯
176人

田　野
154世帯
168人

清　武
315世帯
377人

佐土原
260世帯
334人

 北
30世帯
35人

住　吉
318世帯
367人

本　庁
4,148世帯
5,090人

生　目
112世帯
132人

赤　江
953世帯
1,194人

木　花
145世帯
173人

青　島
56世帯
70人

小林市

高鍋町
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　私たちは、病気や障がい等により働けなくなり、その結果収入が減少するなど、様々な原因で生

活に困ることがあります。

　こうした人々に対して、「困窮の程度に応じて必要な保護を行い､最低限度の生活を保障するとと

もに､その自立を助長することを目的とする」のが生活保護制度です。（生活保護法第1条～憲法第

25条の規定する理念を具体化したもの）

　この原理として、

① (生活保護法第2条) … 性別、社会的身分はもとより生活困窮に陥った

原因は一切問わない。

② (生活保護法第3条) … 健康で文化的な生活水準を維持することができ

る最低限度の生活を保障する。

③ (生活保護法第4条) … ア　能力の活用

イ　資産の活用

ウ　民法に定める扶養義務者の扶養の優先

エ　他の法律に定める扶助の優先

の3つがあげられます。

　そして、ア～エの手段を講じてもなお生活に困るときに、はじめて生活保護が適用されます。

保護が受けられる場合

保護が受けられない場合

　※注　「保護の補足性」に基づき、「収入」とは保護を受ける本人が働いて得るものだけでなく、

　　　年金、恩給、児童扶養手当、扶養義務者からの仕送り等の金額も含めたものです。

　生活保護において保障すべき最低生活の水準は､一般国民の生活水準と均衡のとれた最低限度のも

の､すなわち家族全員が必要な栄養量を確保するのはもちろんのこと、被服費及びその他の社会的費

用についても、必要最低限の水準が確保されるものでなければならないとされています。

　この水準は、一般国民の消費水準の向上に即して基準を改定する「水準均衡方式」により改定が

行われます。

［生活保護のあらまし］

無 差 別 平 等

最低生活の保障

保 護 の 補 足 性

収　入 保 護 費

収入が基準額を下回るため、
その不足分のみ保護が受けら
れます。

収入が基準額を上回るため、
保護は受けられません。

最 低 生 活 費 と 収 入 と の 対 比

収　　　　入

国 で 定 め た 基 準 額

国 で 定 め た 基 準 額
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○宮崎市における1人あたりの保護費（月額）

　1人あたりの保護費を前年度と比較すると、保護費全体（施設事務費、就労自立給付金、進学準備

給付金を除く）で2.2%減、医療扶助費が4.7％減、生活扶助費は0.1％増となっています。

(1) 保護の種類

　　平成12年4月の介護保険制度施行に伴い、従来の7種類の扶助に「介護扶助」が加わり、1種類又

　は2種類以上の組合せにより保護が行われます。なお、それぞれについて要件や上限額があります。

 　① 生活扶助……衣食、その他の日常生活や移送に必要な費用

 　② 住宅扶助……家賃、家屋の補修、その他住宅の維持のために必要な費用

 　③ 教育扶助……教材、学用品、給食、その他義務教育に必要な費用

　 ④ 医療扶助……病気の治療のために必要な費用

 　⑤ 介護扶助……介護保険の要介護者及び要支援者が介護サービスを受けるために必要な費用

 　⑥ 出産扶助……出産のために必要な費用（原則として助産施設入所）

 　⑦ 生業扶助……生業に必要な資金、器具、資材、技能習得及び高校就学に必要な費用

 　⑧ 葬祭扶助……葬祭を行うのに必要な費用

　　これらは生活扶助の一部（被服等）､医療扶助及び介護扶助を除き原則として金銭給付です。生

　活扶助は居宅を原則としますが､状況に応じて各種の施設や病院などで行うことができます。

　（生活保護法第30条）

(2) 保護の決め方

　　生活保護は「保護基準」により算出されたその世帯（家庭）の最低生活費と､その世帯（家庭）

　の得た収入から必要な控除を行った額とを比較して要否が決められます。したがって､世帯を構成

　する人員、年齢などにより扶助する種類も額も異なります。

129,790 128,420 129,598 129,009 
126,226

75,179 74,701 76,679 76,506 72,899

45,117 44,073 43,851 43,148 43,192

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

全　体 医療扶助費 生活扶助費
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（例1）世帯主は働いているが収入が少ない世帯（併給世帯）

　　　　世帯主（常用）　日給6,000円　　　稼働日数月平均24日　月収144,000円

　　　　妻は病気で働けないため無収入

（令和5年4月1日現在）

41歳 36歳 4歳

主 妻 長男

清掃員 なし なし

36,250 38,240 25,030 99,520

50,600

Ａ 150,120

43,770 43,770 41,190 128,730

45,110

Ｂ 137,165

137,165

10,190 10,190

ア 147,360

イ 38,300

0

185,660

154,000 154,000

28,000 28,000

26,370 26,370

ウ 99,630

47,730

38,300

86,030

※基準生活費の算定方法

　原則、基準額②により算定される額（基準生活費②）が基準生活費となります。

　ただし、その額が平成25年8月に行われた基準改定前の基準額により算定される額（基準生活費

①）の90％よりも少なくなる場合には、基準生活費②を「基準生活費①×90％」に置き換えて算定

します。

※住宅扶助基準について

　平成27年7月から、住宅扶助の適正化を目的として世帯人数区分の細分化や床面積別の住宅扶助

上限額の新設が行われています。

※生活扶助第1類とは … 飲食物費等（個人単位）

※生活扶助第2類とは … 光熱費等（世帯単位）

※各種加算とは … 状況に応じて各種加算があります。（障がい者加算、母子加算、

児童養育加算、妊産婦加算、介護保険料加算等）

※一定以上の求職活動に積極的に取り組んでいる方に対しては、月額5,000円(原則6ヶ月、最長1年)

　の就労活動促進費が支給されます。

世帯員
 区　分

年 齢

続 柄

在 学 者

職 業

第1類

第2類

基準生活費① ＝(第1類×逓減率①)＋ 第2類 逓減率①1.000（3人世帯の場合）

第1類

第2類

基準生活費② ＝(第1類×逓減率②)＋ 第2類 逓減率②0.7151（3人世帯の場合）

基準生活費 ＝ Ａ×0.855 ≦ Ｂ ⇒ Ｂ 冬季加算、期末一時扶助なしの場合

各 種 加 算 児童養育加算

生 活 扶 助

住 宅 扶 助 3人世帯の限度額は38,300円

教 育 扶 助

計 無収入の場合の支給額

収 入 額 就労収入＋児童手当10,000円

基 礎 控 除 額

実 費 控 除 額 雇用保険料、厚生年金

認 定 額 ＝ 収入額 － 控除額

生 活 扶 助 費 ＝ ア － ウ

住 宅 扶 助 費 ＝ イ

合 計

Ａ　男 Ｂ　女 Ｃ　男
合計

（世帯経費）
備 考

家

庭

状

況

基準額
①

基準額
②

認

定

収

入

額

支
給
額

※収入額は、生活扶助費から先に
充当します。

最

低

生

活

費
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（例2）高齢者2人のみで構成された無職の世帯（併給世帯）

（令和5年4月1日現在）

70歳 65歳

主 妻

なし なし

30,710 34,280 64,990

45,640

Ａ 110,630

41,840 41,840 83,680

40,660

Ｂ 112,190

112,190

0

ア 112,190

イ 35,000

0

147,190

73,000 43,000 116,000

2,300 2,300 4,600

ウ 111,400

790

35,000

35,790

(3) 被保護者の権利及び義務

　① (生活保護法第56条) … 正当な理由なく保護は変更されない。

　② (　　〃　　第57条) … 保護金品に対する租税､その他公課を課せられない｡

　③ (　　〃　　第58条) … 保護金品又はこれを受ける権利の差押え禁止。

　④ (　　〃　　第59条) … 保護を受ける権利の譲渡禁止。

　⑤ (　　〃　　第60条) … 常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約、生活

の維持向上に努めること。

　⑥ (　　〃　　第61条) … 生計の状況又は居住地、世帯構成に変動があった

ときは届け出ること。

　⑦ (　　〃　　第62条) … 保護の実施機関や入所施設の指導や指示に従うこと。

　⑧ (　　〃　　第63条) … 急迫の場合等に資力があるにもかかわらず保護を受

けたときは、すみやかに保護の実施機関の定める額

を返還すること。

世帯員
 区　分

年 齢

続 柄

在 学 者

職 業

第1類

第2類

基準生活費① ＝(第1類×逓減率①)＋ 第2類 逓減率①1.000（2人世帯の場合）

第1類

第2類

基準生活費② ＝(第1類×逓減率②)＋ 第2類 逓減率②0.8548（2人世帯の場合）

基準生活費 ＝ Ａ×0.855 ≦ Ｂ ⇒ Ｂ 冬季加算、期末一時扶助なしの場合

各 種 加 算

生 活 扶 助

住 宅 扶 助 2人世帯の限度額は35,000円

教 育 扶 助

計 無収入の場合の支給額

収 入 額 老齢厚生、老齢基礎年金

控 除 額 介護保険料（実額）

認 定 額 ＝ 収入額 － 控除額

生 活 扶 助 費 ＝ ア － ウ

住 宅 扶 助 費 ＝ イ 

合 計

不利益変更の禁止

公課の禁止

差押えの禁止

譲渡の禁止

生活上の義務

届出の義務

指示等に従う義務

費用返還義務

Ａ　男 Ｂ　女
合計

（世帯経費）
備 考

家

庭

状

況

基準額
①

基準額
②

認
定
収
入
額

支
給
額

※収入額は、生活扶助費から先に
充当します。

最

低

生

活

費
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(4) 保護の申請から決定までの概略

医 療 機 関
女 性 相 談 所
保 護 観 察 所
警 察 署
年 金 事 務 所
そ の 他

関

係

機

関

民
生
委
員
・
児
童
委
員

要 保 護 者

福 祉 事 務 所
(社会福祉課)

面 接

保 護 申 請

・他法、他施策の活用
・扶養義務者の援助・協力
・就労指導
・資産の活用
・その他指導・助言

・保護開始申請書
・収入申告書
・資産申告書
・扶養義務者一覧表
・その他

調 査

保 護 決 定

・資産調査
・病状調査
・扶養義務調査
・その他

自 助 努 力

取り下げ・却下

医 療 機 関
女 性 相 談 所
保 護 観 察 所
警 察 署
年 金 事 務 所
そ の 他

関

係

機

関

民
生
委
員
・
児
童
委
員

要 保 護 者

福 祉 事 務 所
(社会福祉第一・第二課)

面 接

保 護 申 請

・他法、他施策の活用
・扶養義務者の援助・協力
・就労指導
・資産の活用
・その他指導・助言

調 査

保 護 決 定

・資産調査
・病状調査
・扶養義務調査
・その他

自 助 努 力

取り下げ・却下
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　本市の被保護世帯数、被保護人員及び保護率は、昭和59年4月の3,080世帯、5,987人、2.19％をピ

ークに減少していましたが、平成8年後半から増加に転じ、平成18年1月1日に1市3町の市町村合併、

平成22年3月に清武町との合併を経て、令和5年4月1日現在では、6,664世帯、8,147人、2.05％とな

　平成7年度までの被保護人員等は､経済情勢の進展、社会保障・福祉政策の充実等による国民の生

活基盤の向上と生活保護制度の適正実施により減少したものと考えられますが､バブル崩壊後の景気

の低迷による有効求人倍率の低下等､経済環境は依然として厳しい状況にあるため増加に転じたもの

と推測されます。

　さらに平成20年9月のリーマン・ショックによる雇用・経済情勢の急激な悪化等により被保護人員

等は大幅に増加しました。平成23年以降はやや落ち着きを見せ、平成29年からは横ばい傾向にあり、

令和2年頃からのコロナ禍の中でも、現在微減となっております。

　複雑で多様な支援を要する世帯の福祉の充実のために､経済情勢の分析に基づく対応とあわせてケ

ースマネージメントの強化及び民生委員をはじめとした地域との連携強化が求められています。

(1) 被保護世帯及び人員の状況

（各年4月1日現在）

区　分

平成29年 6,881 8,867 2.22 1.29 398,917

平成30年 6,878 8,801 2.21 1.28 398,360

平成31年 6,876 8,725 2.19 1.27 397,679

令和2年 6,842 8,583 2.16 1.25 396,985

令和3年 6,876 8,537 2.15 1.24 396,508

令和4年 6,736 8,298 2.07 1.23 399,425

令和5年 6,664 8,147 2.05 1.22 397,447

　①保護率の推移（各年4月1日現在）

［保護の動向と対策］

ています。

世 帯 数  実人員（人）  保護率（％） 世帯当たり人員  人　口（人）

1.90 1.98 2.19 

2.16 2.15 

2.07 

2.05 

1.68 1.66 1.66 

1.60 

1.63 1.61 1.60 

1.69 1.67 1.70 1.66 1.64 1.62 1.63 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.4 
（％）

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

宮崎市 宮崎県 全 国

2.22 2.21 2.19 
2.16 2.15

2.07 2.05 

1.68 1.66 1.66 

1.64 

1.63 1.61 1.60 

1.69 1.67 1.66 1.66 

1.64 

1.62 1.63 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.4 
（％）

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

宮崎市 宮崎県 全 国
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②被保護人員の年齢別構成

（令和4年7月1日現在）

男（3,724人）   計（8,139人） 女（4,415人）

男 女

(2) 保護の状況（扶助別）

6,068 6,021 5,938 5,861 5,749

7,734 7,616 7,425 7,273 7,082

6,041 6,034 6,019 5,953 5,849

7,653 7,591 7,468 7,335 7,141

331 313 284 262 243

503 482 433 398 371

1,520 1,542 1,566 1,541 1,541

1,547 1,561 1,583 1,555 1,561

6,378 6,347 6,319 6,294 6,199

7,720 7,663 7,525 7,458 7,319

4 2 0 0 0

2,069 1,995 2,011 1,944 1,743

227 155 155 158 159

778 784 799 792 806

47 34 41 51 42

29 18 15 22 21

6,879 6,857 6,851 6,791 6,682

8,733 8,643 8,515 8,378 8,091

179,927 181,569 183,294 185,812 187,295

398,841 398,307 397,482 400,775 399,476

（※出産扶助費から進学準備給付金までの欄は年間延人員、その他は月平均）

年　度

区　分

世帯数

人　員

世帯数

人　員

世帯数

人　員

世帯数

人　員

世帯数

人　員

出 産 扶 助 費 延人員

生 業 扶 助 費 延人員

葬 祭 扶 助 費 延人員

施 設 事 務 費 延人員

就労自立給付金 延人員

進学準備給付金 延人員

世帯数

人　員

世帯数

人　口

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

生 活 扶 助 費

住 宅 扶 助 費

教 育 扶 助 費

介 護 扶 助 費

医 療 扶 助 費

被 保 護 実 数

宮崎市の人口                                                                                                                                   
(各年10月1日
現在）

1,076

1,125

659

483

365

231

104

203

169

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1,00
0

1,10
0

1,20
0

80歳以上

70～79 

60～69 

50～59 

40～49 

30～39 

20～29 

12～19 

 0～11 

340

952

837

586

360

167

101

208

173

0100200300400500600700800900
1,00
0

1,10
0

1,20
0
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(3) 世帯類型の推移

　　令和5年4月1日現在の高齢世帯は、3,829世帯で全世帯の57.5％を占めており､今後高齢化が進

　行するにつれ、さらにこの割合は増加するものと考えられます。

　　また、単身世帯は、全世帯の85.0％を占めています。

　　その中でも高齢者世帯が63.7％と最も高く、今後もこの傾向が続くものと考えられるため、民

　生委員や近隣住民等による支援協力が一層必要となっています。

（世帯の状況） ※数字下段は単身世帯数再掲（各年4月1日現在）

##

##

（単身及び2人以上の世帯の状況）

高齢者世帯 母子世帯 障がい者世帯 傷病者世帯 その他の世帯

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

6,876 3,745 54.5% 807 11.7% 888 12.9% 1,105 16.1%

5,690 3,493 61.4% 696 12.2% 777 13.7% 724 12.7%

6,842 3,819 55.8% 834 12.2% 891 13.0% 989 14.5%

5,710 3,574 62.6% 718 12.6% 790 13.8% 628 11.0%

6,876 3,922 57.0% 804 11.7% 1,021 14.9% 826 12.0%

5,800 3,693 63.7% 692 11.9% 906 15.6% 509 8.8%

6,736 3,889 57.7% 799 11.9% 975 14.5% 796 11.8%

5,688 3,650 64.2% 681 12.0% 866 15.2% 491 8.6%

6,664 3,829 57.5% 824 12.4% 918 13.8% 838 12.6%

5,662 3,609 63.7% 711 12.6% 801 14.1% 541 9.6%

年度 平成2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

区分 世帯数 構成比(%) 世帯数 構成比(%) 世帯数 構成比(%) 世帯数 構成比(%)

単 身 世 帯 5,710 83.5% 5,800 84.4% 5,688 84.4% 5,662 85.0% 

2人以上世帯 1,132 16.5% 1,076 15.6% 1,048 15.6% 1,002 15.0% 

総 世 帯 数 6,842 100.0% 6,876 100.0% 6,736 100.0% 6,664 100.0% 

総世帯数

平成31年 331 4.8%

令和2年 309 4.5%

令和3年 303 4.4%

令和4年 277 4.1%

令和5年 255 3.8%

高齢者世帯
57.5%

高齢者世帯
54.5%

母子世帯
3.8%

母子世帯
4.8%

障がい者
世帯
12.4%

障がい者
世帯
11.7%

傷病者世帯
13.8%

傷病者世帯
12.9%

その他の世帯
12.6%

その他の世帯
16.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和5年

平成31年

世帯類型の推移（各年4月1日現在）
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(4) 労働力類型別世帯の状況

　　令和5年4月1日現在において、稼働世帯14.1％、非稼働世帯85.9％となっております。

　　依然として厳しい経済情勢にはありますが、今後とも稼働能力の把握に努め、ケースワーカー

　及び就労支援員による適切な就労指導を行うとともに、ハローワーク等との連携を図りながら、

　被保護者の就職のための支援を積極的に行っていく必要があります。

（各年4月1日現在）

常用 日雇 内職 その他 計

6,876 1,065 15.5% 465 368 21 58 912 153 5,811 84.5% 

6,842 1,034 15.1% 417 395 22 56 890 144 5,808 84.9% 

6,876 968 14.1% 414 353 18 58 843 125 5,908 85.9% 

6,736 948 14.1% 426 322 14 64 826 122 5,788 85.9% 

6,664 938 14.1% 446 303 18 55 822 116 5,726 85.9% 

区分 世　　　　　　帯　　　　　　数

稼　　　働　　　世　　　帯 非稼働世帯

世帯主が働いている世帯

 年

平成31年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

総　数

世帯数
割合

（％）

世帯員が
働いてい
る世帯

世帯数
割合

（％）
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(5) 保護開始・廃止の状況

　①保護開始の状況

　 開始理由は、「預貯金等の減少・喪失」によるものが最も多く、全体の28.2％を占めています。

 続いて「世帯主の傷病」によるものが22.3％、「勤労収入の減少」によるものが8.6％となってい

 ます。

246 187 196 149 155 

11 5 5 5 2 

96 85 88 36 60 

23 31 34 19 26 

2 0 4 3 7 

71 54 50 14 27 

95 151 93 183 232 

0 3 1 3 4 

10 26 17 17 32 

85 122 75 163 196 

135 146 128 80 53 

2 0 4 1 0 

11 26 16 11 14 

122 120 108 68 39 

4 7 78 51 30 

25 23 35 17 22 

172 153 165 137 ※ 141 

784 757 788 658 695 

※「その他」の内訳

年　度　
　　理　由

世 帯 主 の 傷 病

世 帯 員 の 傷 病

勤 労 収 入 の 減 少

定 年 ・ 失 業

事 業 不 振 ・ 倒 産

その他働きによる収入の減少

年金仕送り等不労収入の減少

年 金 の 減 少 ・ 喪 失

仕 送 り の 減 少 ・ 喪 失

預貯金等の減少・喪失

世帯主の死亡･離別･不在･老齢

働 い て い た 者 の 死 亡

働いていた者の離別等

老 齢 に よ る

要 介 護 状 態

他管内からの転入(ケース移管)

そ の 他

合 計

世帯分割 … 19

ホームレス … 15

葬祭扶助のみ … 102

DV … 3

先月までみなし保護 … 1

更生保護（医単のみ） … 1

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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②保護廃止の状況

　令和4年度の廃止件数は793件で、主な廃止理由は「死亡」及び「働き手による収入の増加・取得」によるもの

　今後も生活保護世帯についての市民の理解が得られるよう、就労指導、他法他施策の活用、社会保障給付金受

給権の調査・申請指導等、適正実施のための努力を続けていく必要があります。

0 1 1 4 0 3 

0 0 0 0 0 0 

97 106 107 69 67 65 

96 103 103 66 66 64 

1 3 4 3 1 1 

12 23 32 25 23 18 

10 21 31 21 21 16 

2 2 1 4 2 2 

264 301 307 336 343 384 

33 48 49 24 28 34 

10 6 6 8 3 6 

11 22 9 41 31 20 

23 6 17 11 28 27 

0 0 0 0 0 0 

★ 0 0 0 47 44 38 

★ 0 0 0 5 8 10 

★ 0 0 0 4 5 8 

★ 0 0 0 14 18 15 

310 275 269 153 191 ※ 165 

760 788 797 741 789 793 

注)★については、令和2年4月からの追加項目。

※ 「その他」の内訳

となっています。

年　度

理　由

世 帯 主 の 傷 病 治 癒

世 帯 員 の 傷 病 治 癒

勤 労 収 入 の 増 加

働き手による収入の増加･取得

働 き 手 の 転 入

年金仕送り等不労収入の増加

社会保障給付金の増加

仕 送 り 等 の 増 加

死 亡

他管内への転出(ケース移管)

失 踪

親 類 ・ 縁 者 等 の 引 き 取 り

施 設 入 所

医 療 費 の 他 法 負 担

上記以外の収入増(手持金累積等）

世帯構成の変更(最低生活費の減少等)

指 導 指 示 違 反

逮 捕 ・ 拘 留

そ の 他

合 計

辞退 … 47

葬祭扶助のみ … 102

世帯合併 … 1

要否判定（入院継続） … 2

転出（ケース移管以外） … 13

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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(6) 保護の相談・申請状況

　　令和4年度の保護の相談件数については、令和3年度と比較して53件増加しています。相談要因

　を見てみると、「世帯主の傷病」、「障がい世帯」、「高齢世帯」、「収入減少」によるものが

　全体の6割近くを占めています。

ア　相談件数の状況

251 139 65 28 152

6 6 0 0 11

40 82 64 70 78

253 389 399 429 421

69 27 10 0 108

1 0 0 0 0

19 13 4 1 4

0 2 0 0 0

24 31 48 38 33

20 11 12 9 3

25 12 29 13 5

274 446 566 607 433

982 1,158 1,197 1,195 1,248

イ　相談のみの状況（※内訳下段は構成比率）

※ 982 1,158 1,197 1,195 1,248

※ 202 363 263 318 498

15 1 0 0 1
7.4 ％ 0.3 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.2 ％
12 12 10 0 0

5.9 ％ 3.3 ％ 3.8 ％ 0.0 ％ 0.0 ％
7 8 1 0 0

3.5 ％ 2.2 ％ 0.4 ％ 0.0 ％ 0.0 ％
49 42 24 0 27

24.3 ％ 11.6 ％ 9.1 ％ 0.0 ％ 5.4 ％
0 0 1 0 4

0.0 ％ 0.0 ％ 0.4 ％ 0.0 ％ 0.8 ％
2 10 21 0 19

1.0 ％ 2.8 ％ 8.0 ％ 0.0 ％ 3.8 ％
0 2 0 0 0

0.0 ％ 0.6 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％
117 288 206 305 447

57.8 ％ 79.3 ％ 78.2 ％ 95.9 ％ 89.8 ％

※ 846 835 839 725 767

※「申請件数」は前年度から相談対応していたものも含むため、当年度で「相談のみ」と「申請件

　数」の合計が「相談件数」とは一致しない。

年　度　　

　　項　目

世 帯 主 の 傷 病

世 帯 員 の 傷 病

障 が い 世 帯

高 齢 世 帯

収 入 減 少

交 通 事 故

離婚 3か月以内

夫の蒸発1年以上

そ の 他

県 外

県 内

そ の 他

合 計

年　度

項　目

相 談 件 数

相 談 の み

申 請 件 数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

母
子
世
帯

転

入

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

扶 養 援 助

他 法 他 施 策

資 産 活 用

手 持 ち 金
（ 預 貯 金 含 む ）

就 労 指 導

基 準 オ ー バ ー

生 活 改 善

そ の 他

相

談

の

要

因

内

訳
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　　新規申請件数については、令和4年度は767件（申請率61.5％､申請件数／相談件数）で、令和3年度

　と比較して42件増加しています。

ウ　相談・申請・開始件数 オ　申請却下の状況

982 1,158 1,197 1,195 1,248 3 6 0 0 10

846 835 839 725 767 0 0 0 0 2

784 757 788 658 695

86.2% 72.1% 70.1% 60.7% 61.5%

79.8% 65.4% 65.8% 55.1% 55.7% 1 3 1 1 0

92.7% 90.7% 93.9% 90.8% 90.6% 0 0 0 0 0

11 14 7 6 2

エ　取り下げの状況 13 8 23 29 15

4 0 0 3 2 38 39 33 47 34

1 3 1 2 2

6 5 2 2 1 ◎相談・申請、取り下げ、却下、開始件数まとめ

3 1 11 3 0 982 1,158 1,197 1,195 1,248

0 0 3 2 0 202 363 263 318 498

5 2 4 3 2 846 835 839 725 767

3 7 7 3 4 38 30 33 47 34

11 10 5 11 7 34 39 35 29 20

34 30 35 29 20 784 757 788 658 695

※開始件数には、前年度に申請されて当年度に引き継いだ分も含む。

年　度 年　度

区　分 区　分

相談件数（Ａ） 預 金

申請件数（Ｂ） 生 命 保 険

開始件数（Ｃ）

（Ｂ）／（Ａ）％

（Ｃ）／（Ａ）％ 死 亡 又 は 転 出

（Ｃ）／（Ｂ）％ 失 踪 ・ 所 在 不 明

境 界 層

基 準 オ ー バ ー

年　度

区　分

収 入 増 加 合 計

資 産 活 用

他 法 他 施 策

年　度

区　分

預 金 相 談 件 数

生 命 保 険 相 談 の み 件 数

扶 養 義 務 者
か ら の 援 助

申 請 件 数

能 力 活 用
（ 就 労 等 ）

申 請 却 下

そ の 他 申 請 取 下

合 計 開 始 件 数

平成30 令和元 令和2 令和3 令和4 平成30 令和元 令和2 令和3 令和4

第11-1-(2)能力の
不活用・扶養義務者
に 能 力 あ り

0 0 0 1 0

平成30 令和元 令和2 令和3 令和4 そ の 他 10 8 2 10 5

死 亡 又 は 転 出 1 2 2 0 2 平成30 令和元 令和2 令和3 令和4

局局局局
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(7) 保護費の内訳（各扶助別の人員、構成、金額）

（単位：千円）

13,754,231 13,474,882 13,398,705 13,130,951 12,548,425 
92,812 91,400 89,103 87,278 84,985 

4,187,407 4,028,228 3,907,233 3,765,860 3,670,656 
30.43 29.90 29.17 28.68 29.25 
91,839 91,092 89,618 88,018 85,693 

1,935,981 1,925,662 1,917,472 1,892,311 1,859,401 
14.08 14.29 14.31 14.41 14.82 
6,039 5,785 5,206 4,775 4,452 
61,626 51,300 48,323 42,330 40,589 
0.45 0.38 0.36 0.32 0.32 

18,559 18,737 18,997 18,664 18,726 
390,099 385,733 391,009 367,784 358,344 

2.84 2.86 2.92 2.80 2.86 
92,642 91,959 90,308 89,495 87,831 

6,964,774 6,869,389 6,924,762 6,846,870 6,402,779 
50.64 50.98 51.68 52.14 51.02 

4 2 0 0 0 
612 440 0 1 0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2,069 1,995 2,011 1,944 1,743 
29,049 28,904 24,674 23,095 19,235 
0.21 0.21 0.18 0.18 0.15 
227 155 155 158 159 

31,134 29,858 28,592 32,008 31,366 
0.23 0.22 0.21 0.24 0.25 
778 784 799 792 806 

145,488 148,372 150,844 153,253 158,564 
1.06 1.10 1.13 1.17 1.26 
47 34 41 51 42 

3,761 2,196 2,979 3,639 3,191 
0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 
29 18 15 22 21 

4,300 4,800 2,817 3,800 4,300 
0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 

年　度　

　区　分

保 護 費 総 額
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）
延 人 員
金 額
構成比（％）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

生
活
扶
助

住
宅
扶
助

教
育
扶
助

介
護
扶
助

医
療
扶
助

出
産
扶
助

生
業
扶
助

葬
祭
扶
助

施
設
事
務
費

就
労
自
立

給
付
金

進
学
準
備

給
付
金

生活扶助
29.25%

生活扶助
30.43%

住宅扶助
14.82%

住宅扶助
14.08%

教育扶助 
0.32%

教育扶助 
0.45%

介護扶助
2.86%

介護扶助
2.84%

医療扶助
51.02%

医療扶助
50.64%

その他
1.72%

その他
1.56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R4

H30

年度
各扶助費構成比の推移
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①生活扶助費の内訳

　　令和4年度の生活扶助費については、前年度に比べて約9,500万円、率にして2.5％減少して

　います。

（単位：円）

4,116,345,532 3,961,969,237 3,832,867,882 3,686,072,268 3,585,196,898

件　　数 1 4 2 1 0

金　　額 79,500 64,840 3,296 21,200 0

1件当たり金額 79,500 16,210 1,648 21,200 0

件　　数 57 38 60 29 20

金　　額 460,389 373,662 515,289 223,652 167,910

1件当たり金額 8,077 9,833 8,588 7,712 8,396

件　　数 3 3 1 2 14

金　　額 22,366 13,948 7,960 16,328 126,378

1件当たり金額 7,455 4,649 7,960 8,164 9,027

件　　数 49 50 38 35 31

金　　額 676,200 690,000 532,000 490,000 443,300

1件当たり金額 13,800 13,800 14,000 14,000 14,300

件　　数 0 0 0 0 0

金　　額 0 0 0 0 0

1件当たり金額 0 0 0 0 0

件　　数 0 0 0 0 1

金　　額 0 0 0 0 13,267

1件当たり金額 0 0 0 0 13,267

件　　数 11 9 3 10 7

金　　額 221,484 174,318 42,679 177,339 120,697

1件当たり金額 20,135 19,369 14,226 17,734 17,242

件　　数 1 0 0 0 0

金　　額 2,040 0 0 0 0

1件当たり金額 2,040 0 0 0 0

件　　数 338 448 874 1,174 1,164

金　　額 894,717 2,002,541 4,858,853 7,854,541 7,593,778

1件当たり金額 2,647 4,470 5,559 6,690 6,524

件　　数 4,066 3,821 4,125 4,392 4,859

金　　額 35,575,195 32,745,153 34,920,341 38,090,857 43,802,873

1件当たり金額 8,749 8,570 8,466 8,673 9,015

37,931,891 36,064,462 40,880,418 46,873,917 52,268,203

年　度

区　分

基 準 生 活 費

被服費　計

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

布　

団　

類

再 生

新 規

保 護
開 始 時

小 4 年
進 級 時

転入学時

災 害 時
布 団 類

出 産 準 備
被 服 等

入 院 時 の
寝 巻 等

常
時
失
禁
者

お む つ

紙おむつ

一　
　
　
　

時　
　
　
　

扶　
　
　
　

助

被

服

費

平　

常　

着
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（単位：円）

件　　数 104 88 108 66 66

金　　額 2,143,830 2,648,605 2,573,999 1,710,598 1,740,748

1件当たり金額 20,614 30,098 23,833 25,918 26,375

件　　数 0 2 1 2 2

金　　額 0 62,000 75,766 119,530 130,100

1件当たり金額 0 31,000 75,766 59,765 65,050

件　　数 348 247 266 232 238

金　　額 16,427,806 10,515,212 11,670,200 11,129,762 12,499,998

1件当たり金額 47,206 42,572 43,873 47,973 52,521

件　　数 112 104 80 80 80

金　　額 7,509,241 7,334,090 5,894,077 5,791,191 5,791,140

1件当たり金額 67,047 70,520 73,676 72,390 72,389

件　　数 2 6 1 0 2

金　　額 1,900 33,180 5,000 0 2,840

1件当たり金額 950 5,530 5,000 0 1,420

件　　数 0 0 0 0 0

金　　額 0 0 0 0 0

1件当たり金額 0 0 0 0 0

件　　数 0 0 0 0 0

金　　額 0 0 0 0 0

1件当たり金額 0 0 0 0 0

件　　数 0 10 0 20 11

金　　額 0 82,320 0 319,900 154,000

1件当たり金額 0 8,232 0 15,995 14,000

件　　数 61 76 97 114 97

金　　額 6,539,784 9,518,656 13,265,345 13,678,256 12,872,000

1件当たり金額 107,210 125,245 136,756 119,985 132,701

件　　数 1 0 0 0 0

金　　額 1,970 0 0 0 0

1件当たり金額 1,970 0 0 0 0

件　　数 4 0 0 1 0

金　　額 505,200 0 0 165,000 0

1件当たり金額 126,300 0 0 165,000 0

71,061,622 66,258,525 74,364,805 79,788,154 85,459,029

4,187,407,154 4,028,227,762 3,907,232,687 3,765,860,422 3,670,655,927

年　度

区　分

一時扶助　計

生活扶助費　合計

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

家
具
什
器
類

一 般 基 準

特 別 基 準

移 送 費

入 学 準 備 金

就 労 活 動
促 進 費

配 電
水 道
下 水 道
設 備 費

液 化 石 油
ガ ス
設 備 費

家財保管料

家財処分費

妊娠検査料

不動産鑑定
費 用 等

一　
　
　
　

時　
　
　
　

扶　
　
　
　

助

そ

の

他
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②住宅扶助費の内訳

（単位：円）

金　　額 1,899,612,083 1,891,027,662 1,884,721,700 1,860,161,644 1,827,058,877

件　　数 333 302 279 263 255

金　　額 30,120,705 28,664,858 27,053,266 23,601,234 24,028,044

1件当たり金額 90,453 94,917 96,965 89,739 94,228

件　　数 280 267 241 291 323

金　　額 3,452,095 3,504,490 3,208,840 4,017,970 4,512,070

1件当たり金額 12,329 13,125 13,315 13,807 13,969

件　　数 37 37 42 65 58

金　　額 2,743,461 2,439,927 2,488,200 4,343,738 3,743,165

1件当たり金額 74,148 65,944 59,243 66,827 64,537

件　　数 2 1 0 1 1

金　　額 52,200 25,000 0 186,000 59,000

1件当たり金額 26,100 25,000 0 186,000 59,000

1,935,980,544 1,925,661,937 1,917,472,006 1,892,310,586 1,859,401,156

年　度

区　分

家　賃
間　代
地代等

住宅扶助費　合計

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

敷  金

契　約
更新料

住
宅
維
持
費

一　般
基準内

特　別
基準内
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世帯人員別、家賃階層別被保護世帯の状況

1人世帯
2～6人
世　 帯

7人以上
世　 帯

1人世帯
2～6人
世　 帯

7人以上
世　 帯

3 0 0 24 4 0 31 

23 2 0 13 0 0 38 

61 13 0 26 1 0 101 

31 6 0 1 0 0 38 

85 13 0 32 0 0 130 

46 11 0 12 0 0 69 

101 55 0 115 4 0 275 

72 33 0 66 1 0 172 

75 24 1 82 0 0 182 

46 21 0 393 11 0 471 

21 13 0 387 10 0 431 

50 25 0 2,579 73 0 2,727 

11 11 0 56 29 0 107 

1 7 0 56 29 0 93 

1 5 0 90 246 0 342 

0 2 0 40 96 0 138 

1 0 0 49 77 0 127 

0 0 0 9 9 0 18 

1 0 0 7 14 0 22 

0 0 0 13 16 2 31 

0 1 0 9 10 0 20 

0 0 0 9 15 0 24 

0 1 0 15 21 0 37 

629 243 1 4,083 666 2 5,624 

（令和4年7月　被保護者調査による）

区　分 公 営 住 宅 等 そ　　の　　他

家　賃

0 円

1 ～ 8,000

8,001 ～ 13,000

13,001 ～ 14,000

14,001 ～ 16,000

16,001 ～ 18,000

18,001 ～ 20,000

20,001 ～ 22,000

22,001 ～ 24,000

24,001 ～ 26,000

26,001 ～ 28,000

28,001 ～ 30,000

30,001 ～ 32,000

32,001 ～ 34,000

34,001 ～ 36,000

36,001 ～ 38,000

38,001 ～ 40,000

40,001 ～ 42,000

42,001 ～ 44,000

44,001 ～ 46,000

46,001 ～ 48,000

48,001 ～ 50,000

50,001 ～

合 計

合　計

- 121 -



③教育扶助費の内訳

（単位：円）

基 準 額
給 食 費
学 習 支 援 費

56,493,085 46,835,520 42,108,245 38,370,348 37,584,616

教 材 費 4,297,353 3,827,323 3,467,230 2,968,905 2,713,569

通 学 費
ク ラ ブ 活 動 費
夏 季 施 設 参 加 費

616,215 571,220 191,152 468,470 129,910

そ の 他 219,722 66,063 2,556,245 521,792 160,612

合　　計 61,626,375 51,300,126 48,322,872 42,329,515 40,588,707

ア　被保護世帯の児童・生徒数

小 学 校 児 童 数 277 285 255 233 212 

中 学 校 生 徒 数 210 194 170 158 153 

合　　計 487 479 425 391 365 

（各年度7月1日現在）

イ　宮崎市の児童・生徒数

小 学 校 児 童 数 22,777 22,803 22,505 22,408 21,951 

中 学 校 生 徒 数 9,574 9,477 9,646 9,775 9,809 

合　　計 32,351 32,280 32,151 32,183 31,760 

（各年度5月1日現在　学校教育課調べ）

年　度　

　区　分

年　度　

　区　分

年　度　

　区　分

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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④介護扶助費の内訳

　　平成12年4月の介護保険制度の施行に伴い、生活保護受給者も介護保険に基づく介護サービス

　を受ける事ができるようになり、在宅及び施設における各種介護サービスに係る費用として「介

　護扶助費」が新設されました。

　　従来は医療として取り扱っていた老人保健施設及び療養型医療施設における費用や、特別養護

　老人ホームにおける費用の一部などが介護扶助に振り替えられています。

（単位：円）

ア　介護扶助人員の状況

（各年4月1日現在）

区分

年　度

区　分

件数 43,072 44,292 45,631 45,875 45,983

金額 388,834,772 384,529,274 389,520,926 366,529,248 357,358,991

件数 93 78 80 80 67

金額 712,888 489,577 727,966 799,061 357,765

件数 31 23 20 21 20

金額 522,580 299,626 390,235 134,956 213,087

件数 1 1 0 0 0

金額 7,800 2,500 0 0 0

件数 0 0 0 0 0

金額 0 0 0 0 0

件数 0 0 0 0 0

金額 0 0 0 0 0

件数 2 85 79 71 33

金額 21,002 411,744 370,488 321,200 413,977

合　　計 金額 390,099,042 385,732,721 391,009,615 367,784,465 358,343,820

施　設　介　護

年
介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

介護療養型
医療施設

地域密着型
介護老人
福祉施設

計

平成31年 43 32 16 1 92 1,453 1,545

令和2年 36 33 9 1 79 1,450 1,529

令和3年 32 39 3 1 75 1,423 1,498

令和4年 42 32 1 1 76 1,371 1,447

令和5年 40 28 1 1 70 1,437 1,507

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

介 護 報 酬
（国保連合会）

福 祉 用 具 購 入

住 宅 改 修

移 送 費

介護サービス費
（非指定介護機関）

訪 問 リ ハ ビ リ

そ の 他
（ 食 費 等 ）

在宅介護 総数
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⑤医療扶助費の内訳

　　令和4年度の医療扶助費は、前年度に比べて約4憶4,400万円、率にして6.5％の減となり、

　保護費全体に占める医療費の割合は約51.0％となっています。

　　今後もレセプト点検や主治医、嘱託医､ケースワーカーの三者連携を密にして、医療扶助受給者

　に対する適切な援助、指導を図るとともに、後発医薬品の使用についても推進していく必要があり

　ます。

（単位：円）

件　　数 212,709 212,281 202,550 204,304 200,601

金　　額 6,883,694,775 6,789,164,026 6,838,052,144 6,765,364,681 6,322,076,185

件　　数 690 700 728 672 619

金　　額 16,562,681 15,127,571 17,170,716 14,388,007 13,791,891

1件当たり金額 24,004 21,611 23,586 21,411 22,281

件　　数 2,131 2,107 2,362 2,032 2,105

金　　額 43,034,865 41,916,316 46,011,100 38,117,985 37,539,009

1件当たり金額 20,195 19,894 19,480 18,759 17,833

件　　数 7,961 4,510 4,764 4,562 5,422

金　　額 10,801,414 11,410,962 12,717,434 15,695,188 17,775,825

1件当たり金額 1,357 2,530 2,669 3,440 3,278

件　　数 114 87 201 117 78

金　　額 987,294 707,455 1,074,598 952,241 522,900

1件当たり金額 8,660 8,132 5,346 8,139 6,704

件　　数 1,916 2,055 1,407 1,842 1,894

金　　額 7,198,748 7,580,514 5,590,102 7,369,471 7,502,194

1件当たり金額 3,757 3,689 3,973 4,001 3,961

件　　数 4 7 3 0 2

金　　額 51,493 72,224 18,685 0 29,270

1件当たり金額 12,873 10,318 6,228 0 14,635

件　　数 1,059 1,216 1,581 1,603 1,654

金　　額 2,442,681 3,409,549 4,127,060 4,982,034 3,541,993

1件当たり金額 2,307 2,804 2,610 3,108 2,141

6,964,773,951 6,869,388,617 6,924,761,839 6,846,869,607 6,402,779,267

年　度

区　分

医療扶助費　合計

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

診 療 報 酬
（ 支 払 基 金 ）

治 療 材 料

施 術 料

移 送 費

検

診

命

令

検 診 料

文 書 科

診 療 費
（非指定医療機関）

そ の 他
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ア　医療扶助人員の推移

　　医療扶助人員は平成7年度までは減少傾向にあり､平成8年度から増加傾向に転じていましたが、

　平成28年度をピークとして、令和4年度は前年度に比べ1.9％の減となりました。

　　今後についても、引き続き医療扶助の適正実施を推進していく必要があります。

104,790 103,718 102,178 100,538 98,097

92,642 91,959 90,308 89,495 87,831

88 89 88 89 90

精 神 2,325 2,285 2,133 2,190 1,979

そ の 他 2,581 2,447 2,451 2,315 2,153

計 4,906 4,732 4,584 4,505 4,132

精 神 4,360 4,474 4,830 4,316 3,729

そ の 他 83,376 82,753 80,894 80,674 79,970

計 87,736 87,227 85,724 84,990 83,699

医 療 扶 助
費 総 額 Ｃ

6,964,773,951 6,869,388,617 6,924,761,839 6,846,869,607 6,402,779,267

1 人 当 た り
金額Ｃ／Ｂ 75,179 74,701 76,679 76,506 72,899

※平成24年度から、精神の入院外延人員のうち、自立支援医療（精神外来）適用者は「その他」

　に分類している。

年　度

区　分

被 保 護 延 人 員 Ａ

医療扶助延人員Ｂ

医療扶助率Ｂ／Ａ

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

入　院

(延人員)

入院外

(延人員)

医療扶助費
の 推 移

医
療
扶
助
人
員
の
推
移

※※
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イ　医療扶助病類別状況（各年4月1日現在）

（単位：人、％）

7,717 538 7.0 7,179 93.0

7,582 575 7.6 7,007 92.4

7,551 594 7.9 6,957 92.1

7,383 498 6.7 6,885 93.3

7,272 466 6.4 6,806 93.6

ウ　医療扶助病類別入院患者の推移（各年4月1日現在）

（単位：人、％）

398 186 46.7 212 53.3

384 184 47.9 200 52.1

391 185 47.3 206 52.7

357 169 47.3 188 52.7

337 169 50.1 168 49.9

エ　医療扶助病類別外来患者の推移（各年4月1日現在）

（単位：人、％）

7,319    352 4.8 6,967 95.2

7,198    391 5.4 6,807 94.6

7,160    409 5.7 6,751 94.3

7,026    329 4.7 6,697 95.3

6,935    297 4.3 6,638 95.7

※平成24年度から、精神の外来患者のうち、自立支援医療（精神外来）適用者は「その他」に分類

　している。

精　　　　神 そ　 の 　他

人　　員 構 成 比 人　　員 構 成 比

平成元年

平成2年

令和3年

令和4年

令和5年

精　　　　神 そ　 の 　他

人　　員 構 成 比 人　　員 構 成 比

平成元年

平成2年

令和3年

令和4年

令和5年

精　　　　神 そ　 の 　他

人　　員 構 成 比 人　　員 構 成 比

平成元年

平成2年

令和3年

令和4年

令和5年

総 数

総 数

総 数
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⑥出産扶助費の内訳

（単位：円）

⑦生業扶助費の内訳

（単位：円）

⑧葬祭扶助費の内訳

（単位：円）

⑨施設事務費の内訳

（単位：円）

区分

年度

平成30年度 4 612,000 153,000 

令和元年度 2 440,000 220,000 

令和2年度 0 0 0 

令和3年度 1 892 892 

令和4年度 0 0 0 

区分 

 年度

平成30年度 0 26,971,790 1,785,238 291,917 29,048,945 

令和元年度 0 26,019,755 2,752,970 131,086 28,903,811 

令和2年度 0 23,235,272 1,216,372 222,759 24,674,403 

令和3年度 0 21,861,077 1,169,513 64,000 23,094,590 

令和4年度 378,496 1,527,924 16,949,655 379,209 19,235,284 

区分 

 年度

平成30年度 227 31,134,301 137,156 

令和元年度 155 29,857,996 192,632 

令和2年度 155 28,591,893 184,464 

令和3年度 167 32,008,214 191,666 

令和4年度 159 31,366,076 197,271 

区分 救護施設 授産施設 合計

 年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成30年度 742 142,243,448 36 3,244,680 778 145,488,128 

令和元年度 756 145,917,850 28 2,454,510 784 148,372,360 

令和2年度 787 149,752,350 12 1,091,280 799 150,843,630 

令和3年度 781 152,252,596 11 1,000,340 792 153,252,936 

令和4年度 806 158,563,966 0 0 806 158,563,966 

件 数 出産扶助費 1件当たり金額 備 考

生業費
高等学校等修学費

・学習支援費 技能習得費 就職支度費 合 計

件 数 葬祭扶助費 1件当たり金額 備 考
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（8）就労支援事業

　生活保護法は、要保護者の最低限度の生活の保障に加え、自立の助長を目的としています。

　本事業では、就労能力があるにも関わらず様々な理由により就労に至っていない人や十分に

稼働能力を活用できていない人に対し、自立の助長を図るため、本人の段階に応じた支援を行

っています。

① 被保護者就労支援事業（就労支援員による求職活動支援）

　稼働年齢層（１５歳～６４歳）にあって、就労阻害要因が少なく直ちにハローワークでの

就職活動を行うことが可能な人に対して、ハローワークへの同行や、履歴書の書き方や面接

に関する助言等、就労支援員による個別支援を行っています。

② 生活保護受給者等就労自立促進事業

　上記「被保護者就労支援事業」を有効に進めるため、協定に基づき福祉事務所とハローワ

ークで情報を共有し、対象者毎にハローワークの就労ナビゲーターを配置して求人情報を提

供する等、早期就労を目指す支援を行っています。

　本市においては第２庁舎２階にハローワークの出先機関（ハローワークみやざき福祉就労

支援コーナー）を設置し、生活保護受給者および生活保護の申請段階にある人や、生活困窮

者などに対する就労支援を行っています。

る者）

○実績

受付件数 就労開始者数 就労自立者数

平成30年度 266件 137人 17人

令和元年度 232件 110人 17人

令和2年度 280件 101人 15人

令和3年度 265件 80人 13人

令和4年度 282件 105人 6人

○実績（生活保護受給者のうち、「生活保護受給者等就労自立促進事業」のみに参加してい

受付件数 就労開始者数 就労自立者数

平成30年度 30件 7人 4人

令和元年度 23件 15人 1人

令和2年度 22件 2人 0人

令和3年度 15件 8人 1人

令和4年度 17件 4人 1人
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（9）中国残留邦人等支援給付事業

　平成20年度から中国残留邦人等の世帯に対し、世帯の収入が一定の基準を満たさない方

に対し、従来の生活保護に代えて生活支援給付等を支給し、老後の生活の安定、地域での

生き生きとした暮らしを実現するための支援策を実施しています。

　令和5年4月1日現在の支援給付世帯数は5世帯、支援給付人員は6人となっています。

○支援種別ごとの実績（令和4年度）

※平成27年10月から、永住帰国する前からの特定配偶者に対し、上記支援給付費に加えて

　配偶者支援金を支給。（対象者 1名、延べ支給額 821,009円）

延人員 金額(円) 構成比(％)

生 活 支 援 86 5,027,904 38.91 

住 宅 支 援 82 1,212,600 9.38 

医 療 支 援 87 5,787,964 44.79 

介 護 支 援 38 669,022 5.18 

葬 祭 支 援 1 223,400 1.73 

合 計 - 12,920,890 -

- 129 -



　リーマンショック以降、非正規雇用の拡大、年収２００万円以下の低所得世帯の増加などを背景

に、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができない生活困窮者が増加しました。こうし

た人々に対して、早期支援を通じて自立の促進を図ることを目的とした「生活困窮者自立支援法」

（以下、「法」という。）が平成２７年４月より施行されました。

　本市では法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給及

び生活困窮者就労訓練事業の認定を行っているほか、子どもの居場所づくり事業と生活困窮者等就

労準備支援事業、生活困窮者等家計改善支援事業については、生活保護と一体的に運営を行ってい

ます。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業

　法に規定される各種事業の中核事業であり、本市においては、「宮崎市自立相談支援セン

ター“これから”」を開設し、宮崎市社会福祉協議会に相談支援を委託し、本市と協働で実

施しています。

　生活困窮者の多くは、経済的な課題のほか、就労・住居・家族関係・病気や障がい等、様

々な分野に複合的な課題を抱え、社会的に孤立している状況があります。本事業では相談支

援を通じて対象者の状況や課題、背景を把握し、本人の意思を尊重しながら各種制度や社会

資源を組み合わせて支援プランを作成し、自立へ向けた包括的・継続的な伴走型支援を行っ

ています。

相談件数（電話・来所）

支援申込件数

自立件数

(2) 生活困窮者住居確保給付金の支給

　離職や休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失した人又は喪失するおそれのある人に対

し、家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、必要に応じて宮崎市自立相談支援セ

ンターの就労支援員とハローワークの就労ナビゲーターとの連携による就労支援により、住

宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。

２．生活困窮者自立支援事業

○支援実績

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

771件 728件 4,770件 3,289件 1,077件

140件 110件 1,241件 1,105件 91件

71件 67件 33件 31件 29件

○支給実績

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

支給件数（延べ） 49件 44件 2,380件 1,811件 859件

支給額（円) 1,510,000 1,326,600 71,833,100 55,517,787 26,164,916
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(3) 生活困窮者就労訓練事業の認定

　民間事業者が実施する生活困窮者就労訓練事業が一定の基準に適合しているかどうかの審

査・認定を行っています。

　生活困窮者就労訓練事業は、将来的には一般就労が可能であるものの一般就労の前にまず

は柔軟な働き方をする必要がある方に対して、適切な配慮のもと就労の機会を提供するとと

もに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を実施する、民間事業者の

自主事業です。本市では認定した事業者に対して自立相談支援事業による利用者のあっせん

を行い、その後のステップアップについても事業者と連携して支援を行っています。

(4) 子どもの居場所づくり事業（コラッジョ）

※生活保護受給者と生活困窮者を一体的に支援

　生活保護受給世帯と生活困窮世帯等の中学生、高校生、不就学・不就労の若者を対象に、

家庭や学校以外の「居場所」提供を通じて日常生活習慣の形成および社会性の育成を行うと

ともに、学習支援や進路相談を行い、高校進学、中退防止を目指す取り組みをしています。

今年度は公募型プロポーザルの結果、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団に

委託しています。

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

○認定事業所　　36件

特別養護老人ホーム　ゴールデンレイク

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ（2か所）

養護盲老人ホーム　生目幸明荘

株式会社　イマムラテクノ

特別養護老人ホーム　皇寿園

養護老人ホーム　明星園

養護老人ホーム　清流園

グループホーム　田野あやか園

老人ホーム　田野ひまわり荘

独立行政法人地域医療機能推進機構　宮崎江南病院附属　介護老人保健施設

株式会社　三喜（3か所）

公益社団法人　宮崎県バイオテクノロジー種苗増殖センター

株式会社　マスコ（8か所）

救護施設　すみよし

株式会社　合同商事

有料老人ホーム　アリビオさくら

特別養護老人ホーム　江南よしみ園

有限会社　らいふのぱん

ケアハウス　生目の郷

株式会社　馬原造園建設（2か所）

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ

株式会社　はまゆう（4か所)

○支援実績

参加者数 高校進学者数 高校就学継続者数

52人 16人 23人

55人 13人 21人

72人 11人 24人

74人 21人 23人
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(5) 生活困窮者等就労準備支援事業（かけはし）

※生活保護受給者と生活困窮者を一体的に支援

　「離職期間が長い」「他者とのコミュニケーションが苦手」「就労意欲に乏しい」「生活リ

ズムが乱れている」等の理由で、直ちに一般の労働市場で求職活動を行うことが困難な人に対

して、基礎的な能力形成、日常生活の自立、社会生活の自立に向けた支援を行う事業です。

　まず、心理士等の専門家によるカウンセリングを行い、個々の対象者の状態や課題を把握し

た上で、対象者と協働で支援計画を作成します。続いて、支援計画に基づいた研修や就労体験、

コミュニケーション能力を獲得するためのグループワーク等を通じて、課題の克服、就労意欲

の喚起、自尊感情の回復などを図ることにより、被保護者就労支援事業や就労訓練事業へのス

テップアップを目指します。

　公募型プロポーザルの結果、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団に委託して

(6) 生活困窮者等家計改善支援事業

※生活保護受給者と生活困窮者を一体的に支援

　家計収支の均衡がとれていない者に対し、家計表やキャッシュフロー表等を活用して家計に

関する課題を「見える」化し、本人の気づきを促しながら問題の背景にある根源的な課題を整

理し家計管理の力を高める支援を行っています。今年度は、公募型プロポーザルの結果、社会

福祉法人グリーンコープに委託をし、自立相談支援事業等との連携を図りながら、一体的な事

業実施を行うことで、支援の効果を高めていきます。

〇支援実績

〇 行旅病人及び行旅死亡人等

　　行旅病人及び行旅死亡人等の取扱いを行う。

（単位：件）

います。

○支援実績

事業参加者数 社会参加開始者数 就労訓練開始者数 就職活動開始者数

平成30年度 105人 88人 10人 33人

令和元年度 61人 43人 3人 22人

令和2年度 71人 53人 1人 20人

令和3年度 85人 60人 1人 40人

令和4年度 78人 45人 1人 23人

令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規相談件数 26 84 34

申請件数（支援申込） 20 32 12

延べ支援件数 331 849 725

3．その他の施策

年　　　度 行 旅 病 人 行旅死亡人等 計

平 成 30 年 度 0 6 6

令 和 元 年 度 0 8 8

令 和 2 年 度 0 6 6

令 和 3 年 度 0 4 4

令 和 4 年 度 0 6 6
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（ 福祉部 ）

指導監査課





(1) 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査

　　社会福祉法及び児童福祉法等の福祉関係法に基づき、宮崎市のみで事業を行う社会福祉法人、

　宮崎市に所在する社会福祉施設の指導監査を行いました。（令和4年度においては、社会福祉施設

　における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部の指導監査を翌年度に延期しま

　した。）

（令和4年度指導監査実績）

法人 法人

施設 施設

(2) 障がい福祉サービス事業所及び介護サービス事業所、有料老人ホームの指導監査等

　　社会福祉法、障害者総合支援法、介護保険法等に基づき、宮崎市が所管する障がい福祉サービ

　ス事業所及び介護サービス事業所、有料老人ホームの指導監査等を行いました。（令和4年度に

　おいては、事業所等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部の指導監査

　を翌年度に延期しました。）

（令和4年度指導監査等実績）

施設 施設 施設

１．指導監査

区　　分 対 象 数 実施計画数 実 施 数 実 施 率

社 会 福 祉 法 人 101 67 61 法人 91%

社 会 福 祉 施 設 195 170 164 施設 96%

区　　分 対 象 数 実施計画数 実 施 数 実 施 率

障がい福祉サービス事業所 730 サービス 152 サービス 99 サービス 65%

介護サービス事業所 1,612 事業所 182 事業所 94 事業所 52%

有料老人ホーム 202 78 78 100%
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